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１．回答事業所の概要について 

（１）運営主体種別（問２） 

運営主体種別（当てはまるものに○） 

 

図表 2-1 運営主体種別（単数回答） 

 

社会福祉法人がもっとも多く６６か所（５２．４％）、ついで医療法人３６か所（２８．

６％）、社団・財団法人５か所（７．２％）、ＮＰＯ法人１０か所（７．９％）であった。 

平成１７年度６月３０日（以下６３０調査）の調査結果からも社会福祉法人が最も多

く、ついで医療法人、市町村、社団・財団法人、ＮＰＯ法人の順であったことから、ほ

ぼ同等の数値を示している。 

 

52.4

7.9

28.6

4.0

3.2

3.2

0.8

0% 20% 40% 60%

社会福祉法人

NPO法人

医療法人

社団法人

財団法人

その他

無回答 回答者数＝126事業者
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（２）所在地（問４） 

 

図表 2-2 所在地（単数回答） 

 

都道府県別では、４１都道府県の方にお答えいただいており、東京都が１４か所（１

１．１％）で最も多く、ついで大阪府８か所（６．３％）、福岡県５か所（４．０％）で

あり、６３０調査においても、東京都が最も多く、ついで大阪府、神奈川県であったこ

とから、同様の数値を示していると言える。 

1.6

3.2

6.3

2.4

0.0

0.0

0.8

0.0

3.2

1.6

3.2

1.6

0.8

1.6

0.0

4.0

0.8

0.8

1.6

0.8

0.8

1.6

2.4

0% 5% 10% 15%

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県 回答者数＝126事業者

3.2

2.4

3.2

1.6

0.0

1.6

3.2

3.2

0.8

0.8

4.0

1.6

11.1

4.8

4.0

1.6

1.6

2.4

0.8

0.8

3.2

3.2

0.8

1.6

0% 5% 10% 15%

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県
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（３）設立年月（問５） 

①旧法による地域生活支援センター設立年月 

 
図表 2-3 旧法による地域生活支援センター設立年月（単数回答） 

 

事業化（付置事業）された平成８年～平成１１年は２３．８％であり、平成１２年以

降は６９．８％であった。特に平成１４年は２９か所（２３．０％）であることがわか

った。 
 
 
 
②経過型地域生活支援センター設立年月 

 

図表 2-4 経過型地域生活支援センター設立年月（単数回答） 

 
 

4.0

10.3
8.7

11.9

8.7

23.0

17.5

7.9

0.8

6.3

0.8
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

平成
8年

平成
9年

平成
10年

平成
11年

平成
12年

平成
13年

平成
14年

平成
15年

平成
16年

平成
17年

無回答

回答者数＝126事業者

8.7
0.8 0.8

88.9

0.8
0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成18年
10月

平成19年
3月

平成19年
4月

平成20年
4月

無回答

回答者数＝126事業者
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③新法による事業所設立年月 

 

図表 2-5 新法による事業所設立年月（単数回答） 

 

新法による事業所を平成１８年１０月に設立したところが６６か所（５２．４％）で

あることがわかった。 

 

 

（４）設置場所（問６） 

地域活動支援センターと相談支援事業は、同一の場所で実施していますか。 

（1つに○） 

 

図表 2-6 設置場所（単数回答） 

 

地域活動支援センターと相談支援事業所の設置場所については、「同一の場所で実施し

ている」と答えた方が１１１か所（８８．１％）であり、国が示した相談支援事業＋地

域活動支援センターという新体系移行のイメージにそった事業体系であることがわかる。 
 

52.4

12.7

1.6 0.8
3.2

0.8 0.8

27.0

0.8
0%

20%

40%

60%

平成18年
10月

平成19年
1月

平成19年
4月

平成19年
5月

平成19年
7月

平成19年
10月

平成20年
4月

平成21年
4月

無回答

回答者数＝126事業者

88.1

6.3

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

同一の場所で実施している

別の場所に分かれて実施している

無回答
回答者数＝126事業者
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（５）施設・設備（問７） 

①施設の延床面積 

施設の延床面積 

 

図表 2-7 施設の延床面積（単数回答） 

 

施設面積は、１００以上２００㎡未満のところが３０か所（２３．８％）、２００以上

３００㎡未満のところが２８か所（２２．２％）あり、１００㎡未満のところが１１か

所（８.７％）であった。また、４００㎡以上という規模の大きい事業所が１２か所（９．

５％）あることがわかった。 

8.7

22.2

6.3
9.5

29.4

23.8

0%

10%

20%

30%

40%

100㎡
未満

100㎡以上
200㎡未満

200㎡以上
300㎡未満

300㎡以上
400㎡未満

400㎡以上 無回答

回答者数＝126事業者
平均＝266.2㎡
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②備えている設備 

備えている設備（当てはまるものすべてに○） 

 

図表 2-8 備えている設備（複数回答） 

 

多いものとして事務室１１４か所（９０．

５％）、相談室１１３か所（８９．７％）、ト

イレがそれぞれ１１２か所（８８．９％）、多

目的室が１０１か所（８０．２％）、洗面所が

９４か所（７４．６％）、調理室８６か所（６

８．３％）、静養室が８５か所（６７．５％）、

食堂が７０か所（５５．６％）の順であった。 

これらは旧精神障害者地域生活支援センタ

ーと同様の設備状況であるが、相談支援事業

に必要とされる相談室や、地域活動支援セン

ターに必要とされる多目的室などは、約２

０％の事業所が、設置していないことがわか

った。 

 

 

 

図表 2-9 備えている設備のその他の記載内容 

その他の記載内容 件数  その他の記載内容 件数 

地域交流室 4  パソコン及び多目的利用室 1 

喫煙スペース 4  フリースペース 1 

シャワー室 3  ユーザーズルーム 1 

洗濯室 3  会議室 1 

和室 2  更衣室 1 

インターネット貸し出し 1  交流室 1 

カラオケルーム 1  倉庫 1 

テラス 1  台所 1 

テラス兼喫茶室 1  談話室 1 

   合計 29 

89.7

80.2

67.5

21.4

90.5

88.9

74.6

39.7

55.6

68.3

21.4

9.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談室

多目的室

静養室

作業室

事務室

トイレ

洗面所

浴室

食堂

調理室

その他

無回答 回答者数＝126事業者
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③設備の専用・兼用 

設備の専用・兼用について（当てはまるものに○） 

 

図表 2-10 設備の専用・兼用（単数回答） 

 

「すべての設備が専用である」と答えたところが５４か所（４２.９％）、「一部の設備

を他の事業所と兼用している」と答えたところが５４か所（４２．９％）、「すべての設

備を他の事業所と兼用している」と答えたところが９か所（７．１％）あることがわか

った。約半数が一部の設備を他の事業所と兼用していることがわかった。 

すべての
設備を他の
事業所と

兼用している
7.1%

すべての
設備が専用

である
42.9%一部の

設備を他の
事業所と

兼用している
42.9%

無回答
7.1%

回答者数＝126事業者
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④家賃 

家賃（施設借上げ費）の有無（当てはまるものに○） 

 

図表 2-11 家賃の有無（単数回答） 

 

     図表 2-12 家賃補助額の内訳（単数回答） 

 

 

 

家賃の有無について聞いてみたところ、ありと答えた方は３５か所（２７．８％）で

あり、その内、家賃額（一か月）５万円以上１０万円未満が８か所（６．３％）、１０万

円以上１５万円未満が７か所（５．６％）であった。また、２５万円以上の回答は８か

所（６．３％）であった。家賃補助がないと答えたところが、７７か所（６１．１％）

であることがわかった。運営費における家賃比率は、人件費相当分に値する大きさでは

ないかと考える。 

 

61.1

2.4

6.3

5.6

4.8

2.4

6.3

11.1

0%20%40%60%80%

0円（なし）

5万円未満

5万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

15万円以上
20万円未満

20万円以上
25万円未満

25万円以上

無回答回答者数＝126事業者

68.6

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

17.1

0% 20% 40% 60% 80%

0円（なし）

155,000円

173,000円

200,000円

400,000円

525,000円

無回答 回答者数＝35事業者

『
家
賃
あ
り
』＝
27.8
％ 
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（６）財政状況（問８） 

財政状況（平成 19 年度の実績額を記入してください） 

 

①事業費財政状況（平成１９年度の総支出額） 

 

図表 2-13 総事業費（単数回答） 

 
事業費規模としては、２千万円以上２千５００万円未満が４９か所（３８．９％）、２

千５００万円以上が２２か所（１７．５％）であることが多いことがわかった。 

しかし最小値では約１２０万円の総事業費で運営しているところもあり、また１千５

００万円未満のところが１８か所（１４．３％）もあるなど、旧精神障害者地域生活支

援センターよりも厳しい運営状態となっている。 
 

14.3

15.1

38.9

17.5

14.3

0% 10% 20% 30% 40%

1千500万円未満

1千500万円以上
2千万円未満

2千万円以上
2千500万円未満

2千500万円以上

無回答

回答者数＝126事業者
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②地域活動支援センター事業収入（平成１９年度の収入状況） 

 
図表 2-14 地域活動支援センター事業収入（単数回答） 

 
 

図表 2-15 委託金・補助金【地域活動支援センター】（単数回答） 

 

 

１千万円以上１千５００万円未満のところが５２か所（４１．３％）、２千万円以上の

ところが１６か所（１２．７％）であった。しかし５００万円未満のところが３か所（２．

４％）あるなど、国が当初想定していたイメージとして、基礎事業の６００万円、Ⅰ型

～Ⅲ型（地域によって違う）の強化事業で６００万円を合わせて約１千２００万円の規

模であったが、ほとんどの事業所が達していないことがわかった。 

 

13.5

28.6

11.1

12.7

34.1

0% 10% 20% 30% 40%

1千円未満

1千万円以上
1千500万円未満

1千500万円
2千万円未満

2千万円以上

無回答

回答者数＝126事業者

2.4

10.3

41.3

8.7

12.7

24.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

500万円未満

500万円以上
1千万円未満

1千万円以上
1千500万円未満

1千500万円以上
2千万円未満

2千万円以上

無回答

回答者数＝126事業者
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図表 2-16 利用者負担金【地域活動支援センター】（単数回答） 

 

利用者負担金はなしのところが３６か所（２８．６％）であり、あるところが４３か

所（３５．９％）あり、ほとんどのところが何らかの負担金があることがわかった。 

また移行前や移行後の利用者負担金の発生については不明であるが、利用者負担金は、

利用する側にとっては大きいものであるため、今後このあたりの調査についても必要で

あると考える。 

 

 
図表 2-17 寄付金【地域活動支援センター】（単数回答） 

28.6

7.1

7.9

5.6

6.3

2.4

3.2

1.6

37.3

0% 10% 20% 30% 40%

0円（なし）

10万円未満

10万円以上30万円未満

30万円以上50万円未満

50万円以上70万円未満

70万円以上100万円未満

100万円以上200万円未満

200万円以上

無回答

回答者数＝126事業者

34.1

7.1

4.0

4.0

0.8

50.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0円（なし）

10万円未満

10万円以上20万円未満

20万円以上50万円未満

50万円以上

無回答

回答者数＝126事業者
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図表 2-18 その他【地域活動支援センター】（単数回答） 

 

寄付金は２０か所（１５．９％）であり、その他収入は５０万円未満が２８か所（２

２．２％）であることがわかった。これらから事業費財源としての委託金、補助金は非

常に大きな比率を占めていることがわかった。 

 

13.5

22.2

8.7

4.8

2.4

6.3

42.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0円（なし）

50万円未満

50万円以上100万円未満

100万円以上200万円未満

200万円以上300万円未満

300万円以上

無回答

回答者数＝126事業者
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③委託相談支援事業収入（平成１９年度の収入状況） 

 
図表 2-19 委託相談支援事業収入（単数回答） 

 
５００万円以上７５０万円未満が２２か所（１７．５％）、５００万円未満が１７か所

（１３．５％）、１千万円以上１千５００万円未満が１５か所（１１．９％）、７５０万

円以上１千万円未満が１４か所（１１．１％）であることがわかった。しかし委託相談

支援事業収入なしが５か所（４．０％）もあることがわかった。 
 

 

図表 2-20 委託料【委託相談支援事業】（単数回答） 

 

委託料が５００万円以上７５０万円未満のところが、２６か所（２０．６％）、７５０

万円以上１千万円未満が１４か所（１１．１％）であることがわかった。 

4.0

13.5

17.5

11.1

11.9

7.1

34.9

0% 10% 20% 30% 40%

0円（なし）

500万円未満

500万円以上
750万円未満

750万円以上
1千万円未満

1千万円以上
1千500万円未満

1千500万円以上

無回答

回答者数＝126事業者

20.6

11.1

9.5

7.1

38.1

0% 10% 20% 30% 40%

500万円以上
750万円未満

750万円以上
1千万円未満

1千万円以上
1千500万円未満

1千500万円以上

無回答

回答者数＝126事業者
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図表 2-21 その他【委託相談支援事業】（単数回答） 

 

その他収入では、なしのところが２０か所（１５．９％）であり、２０万円未満、２

０万円以上５０万円未満がそれぞれ１０か所（７．９％）、５０万円以上１００万円未満

が５か所（４．０％）で、３２か所（２５．４％）の事業所で何らかの収入があること

がわかった。特に１００万円以上の収入を得ているところが、７か所（５．６％）もあ

り、運営する上では大きな財源である。 

15.9

7.9

7.9

4.0

5.6

58.7

0% 20% 40% 60%

0円（なし）

20万円未満

20万円以上50万円未満

50万円以上100万円未満

100万円以上

無回答

回答者数＝126事業者
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④事業委託の内容 

 
 

図表 2-22 事業委託の概要 

事業委託について記載があった回答事業所数 50 事業所 

1 事業所あたりの委託に関する記載件数 5 件 

 

 

５０事業所（３９．６％）が複数の市町村より委託を受けており、内容を見てみると

相談支援事業所が相談支援に関するものが多く、当該市町村に委託できる事業所が少な

いということがうかがえる。 

 

 

図表 2-23 事業委託の内容（主なもの） 

· サービス利用計画作成費 

· 運営費 

· 指定相談支援事業 

· 生活支援事業 

· 精神障害者グループワーク事業 

· 精神障害者地域活動支援センター緊急移行支援事業 

· 精神保健福祉相談業務委託 

· 相談 

· 相談、生活、認定 

· 相談及び認定調査 

· 相談支援、居住サポート 

· 相談支援＋地活Ⅰ型 

· 相談支援委託料 

· 退院促進事業 

· 地域活動センター事業／障害者相支援事業 

· 地域活動支援センター委託料 

· 認定調査 

· 認定調査費、サービス利用計画作成費  など 
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⑤事業移行以前の事業費 

 

変化なしと答えたところが５か所（４．０％）であり、特に補助金の減収、利用者負

担についての意見が多いことがわかった。 
 

図表 2-24 事業移行以前の事業費について 

事業移行以前の事業費 件数 

ア：変化なし 5 

イ：補助金に関する記載あり 41 

ウ：委託費に関する記載あり 6 

エ：補助金及び利用者負担に関する記載あり 7 

オ：補助金及び委託費に関する記載あり 2 

カ：委託費及び利用者負担に関する記載あり 1 

キ：その他 17 

 

 

ア：変化なし（5 件） 

· 事業移行後と変化なし 

· 不変 

· 変わりなし 

· 変化なし 

· 殆んど変わりありません 

 

イ：補助金に関する記載あり（41 件） 

 

· 県の補助金収入で運営していた 

· 県より補助金として 2,100 万交付 

· 20,635 千円（県補助金） 

· 全て補助金で運営 

· 地域生活支援センター事業補助金にて運営 

· 地域生活支援センター補助金 

· 補助金のみでやっていた 

· 県補助金 

· 県補助金から 

· 国からの補助金にて運営 

· 国と県の補助金（21,000,000）にて運営 

· 国の全額補助により運営 

· 国庫補助金にて運営 

· 山形県からの補助金による収入 

· 精神障害者社会復帰施設精神障害者地域生活支援センターとして補助金で行っていた 

· 年額 2,190 万円補助金 

· 補助金により約 2 千 3 百万円 
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· （国、県からの補助金で）もう少し余裕があったのですが、事業拡大していく（相談窓口も受けてい

るので）割には年々予算減なのが心配です 

· ＠1,653,470（1 月当たりの補助単価、級地単価）×106％（民間給与改善費加算、職員平均勤続

年数 10 年以上 12 年未満） 

· 精神保健福祉法に基づく「精神障害者地域生活支援センター」としての国庫補助で運営。 

· 精神障害者社会復帰施設の補助金 

· 精神保健福祉法による補助金のみで運営 

· 精神保健福祉法に基づく精神障害者地域生活支援センターの運営費補助金として千葉市からも

らっていた 

· 全額運営補助金（一部 市の生活訓練事業等の委託事業あり） 

· 2,200 万円（国 1/2、都 1/2） 

· 運営費 21,906,900（県から市への補助金額）（国 1/2、県 1/2）、家賃補助分 2079000 

· 社会復帰施設「精神障害者地域生活支援センター」として、補助金を申請し、概算払いでの支給

があった 

· 収入：精神障害者地域生活支援センター補助金21,451,000円、その他34,763円、21,485,763円、

支出：精神障害者地域生活支援センター運営費支出 21,485,763 円 

· 地域生活支援センター、経過型地域生活支援センター、共に自治体からの補助金収入 

· 平成 17 年度精神障害者社会復帰施設等運営費補助金￥21,094,860 

· 都道府県補助金 21,665,580、人件費支出 17,166,480、事務費支出 4,499,100 

· 地域生活支援センターとして年間約 2,300 万円の補助金で運営 

· 総事業費 22,650 千円、補助金収入 20,886 千円 

· 平成 18 年 10 月以前は、精神障害者地域生活支援センターを運営しており、職員５名体制で、補

助金 2,200 万/年間で、運営していた 

· 平成 18 年度より移行したため平成 17 年度補助金収入 21,780,000 円、雑収入 487,647 円、合計

22,267,647 円 

· 事業移行Ｈ18.10.1、事業移行以前事業Ｈ18.4.１～Ｈ18.9.30、精神保健障害者社会復帰施設運営

事業費として補助金 10,218 千円、その他 268 千円、総事業費 10,486 千円 

· 旧法による地域生活支援センターは、常勤 2 人、非常勤 2 人で年間運営費が約 2400 万円、地域

活動支援センターの前身である小規模通所授産施設で年間運営費約 1200 万円（常勤 2 人、非

常勤 1 人）、この中には家賃と駐車場の補助金 66 万円/年もふくまれていた。地域活動支援セン

ターになって、66 万円の補助はなくなった 

· 17 年度地域生活支援センター補助金収入 21,585,000 円、国 10,792,500 円、県 10,792,500 円、雑

収入 49,598 円、年収入 21,634,598 円、小規模作業所補助金 5,937,500 円、重度加算金 28,800

円、助成金 83,000 円、負担金 196,000 円、繰越金 51,694 円、雑収入 18 円、合計 6,556,212 円 

· Ｈ13 年 10 月より精神障害者地域生活支援センターとして開設。当時は年 23,000 千円だったか、

毎年度基準額が下がりＨ18 年度時には 21,000 千円程になった。17 年度より、釧路市より家賃補

助が年 1,800 円移転により出る様になったが 18 年 10 月法改正により、相談分の委託に移ってい

る 

· Ｈ14  22,532,000、Ｈ15  22,422,000、H16  22,516,000、H17  21,930,000、H18（4/1～9/30） 

10,416,000、H18（10/1～3/31） 10,416,000、H19（4/1～4/31） 3,000,000、職員の人件費はアッ

プするが補助金は激減となり赤字であった 

· 京都府精神保健福祉対策事業補助金交付要綱に基づく国の示した単価によって交付されてい

た。また、京都府単費事業で「民間社会福祉施設安心安全レベルアップ対策費補助金」事業によ

り、研修費などの補助があった 
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ウ：委託費に関する記載あり（6 件） 

 

· 県からの地域委託センターの委託のみ 

· 市から委託 

· 地域生活支援センター事業費（全額県からの委託費） 

· 同じ、委託収入 

· 移行前、移行後とも委託料の内容（活動支援センター・相談事業）に変更はない。 

· 基本的な内容は従来と大きくは変わっていないが、事業移行前の事業と比較して、居住サポート

事業委託費、サービス利用計画作成費、障害程度区分認定調査の委託費等により、全体的に 1

割程事業費が増加している。ただし、増加した事業量に見合ったものであるとはいえない 

 

 

エ：補助金及び利用者負担に関する記載あり（7 件） 

 

· 都からの補助内で家賃も負担していた。(家賃は月額 225000 円）利用者収入は同程度であった 

· 18 年度 総事業費 20,671 千、総収入 21,258、補助金 20,365、負担金 507、雑収入 386 

· 平成 17 年度収入補助金 20,425,000、利用者負担金 356,198、その他 380,209 

· 平成 18 年 10 月 1 日以前は新潟県補助金施設として運営していた。経常経費補助金収入

10,416,000 円、利用者登録年間収入 136,000 円、合計 10,552,000 円であった 

· 補助金（国・県）収入 20,105,754、利用料等収入 1,103,700、雑収入等 193,681、合計 21,403,135 

· 補助金⇒21,512 千円、負担金⇒226 千円、その他⇒862 千円（H17 年度）、金額としては少し減っ

たのみです。※しかし、補助金（委たく費）→自由に使えた→細かく報告書が必要になった、事業

が細かくなり職員の活動が職員ごとに分けなければならなくなった 

· 県費補助金と事業者負担、その他はレク等参加費として利用者負担 

 

 

オ：補助金及び委託費に関する記載あり（2 件） 

 

· 事業委託費 20,886,000、家賃補助 4,800,000 

· 県からの補助金 20,866,000 円から新事業体系へ移行した結果市からの委託料が 19,840,000 円

へ減収となる 

 

 

カ：委託費及び利用者負担に関する記載あり（1 件） 

 

· 17 年度収入都委託金 22,139,000、市委託金 1,500,000、利用者負担金 781,000、その他 656,000、

計 25,076,000  
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キ：その他（17 件） 

 

· 職員の退職により不明 

· 設問の意図が把握できず 

· 事業費については特に問題はありません 

· 総合計が同じ 

· 地域生活支援センター 

· 前任者がいないため概算であるが約 2,100 万円程度とのこと 

· 移行は 18 年 10 月です。地域生活支援センター移行前 10,416,000、移行後 10,416,000 

· 移行前後で同額です、同額を移行後、圏域の２市町が人口割りで負担しているということです 

· 精神障害者社会復帰施設 地域生活支援センターとして 22,000,000 円 

· 地域生活支援センター 約 2,100 万円 

· 地域生活支援センター事業としてほぼ同額をいただいていた。年度毎に若干だが減額が続いて

いる 

· \2,000,000 減 

· H17 年度 20,886 千円 

· 平成 18 年 10 月に地域活動支援センターに移行。平成１７年の決算額は 21,467,711 

· 以前は精神障害者地域生活支援センターであったが事業の移行により地域活動支援センターと

相談支援事業をになっている 

· 特になし、移行以前からの水準をほぼ保っている。※18 年→19 年 －50 万円、17 年→18 年 －

37 万、16 年→17 年 －23 万、ただし、16 年から比較すると 100 万円の減になっている 

· 平成 17 年度は年間 20,886 千円。平成 18 年度は 10 月より事業移行したが、半年間（4 月～9 月)

は前年度よりもカットされ、9,921,000 円であった 
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（７）職員体制（問９） 

①職員総数 

 
図表 2-25 職員総数（単数回答） 

 

図表 2-26 常勤の人数（単数回答） 

図表 2-27 非常勤の人数（単数回答） 

0.0

2.4

11.1

15.1

29.4

15.1

11.9

4.8
3.2

1.6

4.0

1.6

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 11人以上

回答者数＝126事業者
平均＝5.7人

0.0

8.7

37.3

29.4

10.3

6.3

1.6 0.8 0.8 0.0 0.8
4.0

0%

10%

20%

30%

40%

0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 11人
以上

回答者数＝126事業者
平均＝3.7人

10.3

23.8

11.1

6.3 5.6

0.8 0.8 0.8 0.0 0.8 0.8

20.6
18.3

0%

10%

20%

30%

40%

0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 11人
以上

無回答

回答者数＝126事業者
平均＝2.4人
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図表 2-28 職員総数に占める常勤職員割合（単数回答） 

 

職員総数が５人のところが３７か所（２９．４％）であり、４人、６人のところが、 

それぞれ１９か所（１５．１％）であり、７人のところが１５か所（１１．９％）であ

り、また１人のところが２か所（１．６％）、１１人以上のところが５か所（４．０％）

あり、数量は少ないが、事業費収入の集計結果からもあるように職員総数にも幅がある

ことがわかった。 

さらに、職員総数に占める常勤数職員の割合の５０％以上７５％未満が４５か所（３

５．７％）であり、７５％以上１００％未満が２６か所（２０．６％）であることがわ

かり、常勤職員が占める割合は、ほとんどの事業所が５０％以上であることがわかった。 

 

無回答
20.6%

50％以上
75％未満

35.7%

1％以上
25％未満

0.8%

25％以上
50％未満

13.5%

100％
8.7%

75％以上
100％未満

20.6%
回答者数＝126事業者

平均＝64.2％
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②当事者スタッフの有無 

当事者スタッフの有無（当てはまるものに○） 

 

図表 2-29 当事者スタッフの有無（単数回答） 

 

当事者スタッフの有無については、いないと答えたところは１０７か所（８４．９％）、

いると答えたところは１８か所（１４．３％）であり、ほとんどの事業所が当事者スタ

ッフを配置していないことがわかった。 

いると回答いただいたところの業務内容をみると、「ピアカウンセリング」や「相談業

務」としてのところが多いことがわかった。 

 

図表 2-30 当事者スタッフの主な業務内容に関する記載一覧 

· 利用者対応、電話応対、事務補助清掃 

· 利用者対応、サークル運営等 

· 利用者の話し相手 

· 夕食支援の為の調理 

· 地活 

· 地域生活移行支援事業、ピアサポーター 

· 退院促進事業、食常業務（地活） 

· 相談支援、ピア講座/就労グループミーティ

ングの実施 

· 相談業務、生活支援（サークルは活動費、普

及、啓発活動等） 

· 相談業務（電話、来所） 

· 相談業務（他職員と同様の業務） 

· 精神保健福祉士、ピアカウンセラー 

· 食事会担当 

· 喫茶補助 

· ピアカウンセリング、ピアサポート、活動支援、

通院など 

· ピアカウンセリング 

· ピアカウンセラー業務（2 人体制、当番制）毎週

月水金 14：00～17：00 電話・来所相談対応 

· 生活支援センターの生活指導員 

 

84.9

2.4 1.6 0.8 0.8 0.8
8.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0人（いない） 1人 2人 4人 6人 10人 無回答

回答者数＝126事業者

『いる』＝14.3％
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③職員が所有している資格 

職員が所持している資格（当てはまるものすべてに○） 

 

図表 2-31 職員が所有している資格（複数回答） 

 

職員の資格所持者は精神保健福祉士が配置されているところが１２１か所（９６．

０％）、社会福祉士が６７か所（５３．２％）、ホームヘルパーが３８か所（３０．２％）、

看護師・保健師が３０か所（２３．８％）であった。これは旧体系の職員配置が継承さ

れたものと考えられるが、ほとんどの事業所に所属する職員が、精神保健福祉士等の資

格を所持していることがわかった。また複数回答であることから、１人が複数の資格を

所持していることがわかった。 

 

図表 2-32 職員が所有している資格のその他の記載内容 

その他の記載内容 件数 その他の記載内容 件数 

介護支援専門員 7 生活支援員 1 

社会福祉主事 4 障害者相談支援員 1 

准看護師 2 思春期保健相談士 1 

保育士 2 作業指導員 1 

調理員 1 栄養士 1 

  合計 21 

96.0

53.2

11.9

23.8

2.4

8.7

30.2

3.2

14.3

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

精神保健福祉士

社会福祉士

介護福祉士

看護師・保健師

作業療法士

臨床心理士

ホームヘルパー

医師

その他

無回答 事業者数＝126事業者
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（８）サポーターの有無と属性（問１０） 

 職員以外で日常的に支援活動に参加しているサポーターの有無 

 

図表 2-33 活動のサポーター有無（単数回答） 図表 2-34 活動のサポーターの属性（複数回答） 

 

 

ありのところが６８か所（５４．０％）、なしのところが５８か所（４６．０％）であ

り、さらに、ありと答えていただいたところは、どのような人がサポーターとなってい

るか？聞いたところ、最も多かったのがボランティア（学生・一般市民）９１．２％で

あることがわかった。 

 

 

図表 2-35 活動のサポーターの属性のその他に関する記載一覧 

· 有償ボランティア（社会福祉協議会） 

· 当事者のボランティア 

· 食事（夕食サービス）担当職員（週 2 回 3 時間程度） 

· 家族相談員、毎月第１～4 月水金 10：00～12：00 1 人体制、

当番制、5 人登録、電話・来所相談対応 

· ピアカウンセラー 

あり
54.0%

なし
46.0%

回答者数＝126事業者

26.5

91.2

20.6

0.0

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者の保護者

ボランティア（学生・一般市民）

地域住民（自治会・民生委員）

企業ボランティア

その他

回答者数＝68事業者
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２．旧精神障害者地域生活支援センターの役割や機能について 

（１）事業の意義や場の持つ機能（問１１） 

①最重要項目と重要項目 

旧「精神障害者地域生活支援センター」は総体として“個人の生活課題・生活目標に

あわせて具体敵的な支援を送り出すこと”を基本機能としていました。下記に揚げた

のは当時の運営要綱から抽出した事業項目ですが、事業の意義や場の持つ機能につい

てお答えください。（上位 3つに○を付け、そのうち最も重要と思うもの 1つに◎） 

 

図表 2-36 重要項目（複数回答）                 図表 2-37 最重要項目（単数回答） 

 

注：  は、上位の数字 

 

 

 

0.0

3.2

0.0

2.4

1.6

0.0

0.8

0.0

0.8

2.4

0.0

8.7

8.7

34.1

27.8

9.5

0% 20% 40% 60% 80%

家事や食生活・金銭・服薬等
日常生活に関する支援の場

身近な、顔の見える関係性の
なかでの相談の場

治療関係(医療とのつながり)を
継続する支援の場

楽しみや生きがいを見つける場

地域の中の安らぎ・
安心の居場所としての場

「はたらくこと」を支援する場

自立(自律)に向けた具体的な
生活スキルを身につける場

生活情報の提供あるいは利用者が
必要とする情報へのアクセスを支援する

当事者同士の自由な交流や
仲間作りの場

退院後の地域生活に向けた
移行準備をする場

当事者と地域の様々な個人・
団体との出会いや交流の場

センター職員が有する専門性を
広く地域社会に還元していく場

障害に対する地域の理解を
呼気する普及啓発活動の場

その他

その他

無回答 回答者数=126事業者

31.0

7.1

7.9

2.4

8.7

20.6

3.2

15.9

0.0

8.7

4.0

0.8

2.4

54.0

69.0

63.5

0% 20% 40% 60% 80%

家事や食生活・金銭・服薬等
日常生活に関する支援の場

身近な、顔の見える関係性の
なかでの相談の場

治療関係(医療とのつながり)を
継続する支援の場

楽しみや生きがいを見つける場

地域の中の安らぎ・
安心の居場所としての場

「はたらくこと」を支援する場

自立(自律)に向けた具体的な
生活スキルを身につける場

生活情報の提供あるいは利用者が
必要とする情報へのアクセスを支援する

当事者同士の自由な交流や
仲間作りの場

退院後の地域生活に向けた
移行準備をする場

当事者と地域の様々な個人・
団体との出会いや交流の場

センター職員が有する専門性を
広く地域社会に還元していく場

障害に対する地域の理解を
呼気する普及啓発活動の場

その他

その他

無回答 回答者数=126事業者
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②最も重要と考える理由 

上の表で◎をつけた項目について、下欄にその理由等を具体的に記述してください。 

 

ア：家事や食生活・金銭・服薬等日常生活に関する支援の場を◎にした理由 

 

· 旧支援センターの必要性は、大きく 2 つの位置づけを考えていた。1 つは安心して来ることができ

ること（自由に）、2 つ目としてその地域の中で生活することをサポートする場（来るにしても行くに

しても）としての機能が必要であると感じていた。1 つ目の場については、旧センターでなくてもで

きる可能性はあるが、2 つ目については個人の広範囲性等を考えると機能として旧センターでし

かできない部分であろうと考えた。 

· 身近に声かけや支援をしてくれる人がなく、孤立してしまうことが多く、障害を重くしていく方が多

い。身近なことから支援を受けることで、地域での生活がしやすくなる。精神障害者地域生活支

援センター事業では憩いの場が認められコミュニケーションが苦手な方がセンターで安心して仲

間作りができたり職員に相談したりと生活に密着した支援が個々にできていた。 

· 地域での生活の中で各々のチェックをしないと崩れる方が多くいる。（お金を使いすぎて家賃を数

ヶ月滞納したり、居室の掃除、整理整頓ができずに衛生上問題を生じたり、怠薬、食事の未摂取

等が見られる為）また、地域社会で生活するうえで、必要最低限の項目となってくると思われるか

ら。 

· 以前、横浜市に生活支援センターができる時にニーズ調査をしたところ、食事サービスが 1 位で

した。最近のニーズ調査はしていませんが、安心して他者同士の交流、仲間作りや食事ができる

ところは必要だと思います。 

· 地域で生活する精神障害者にとっては生活及び健康への支援が最も重要となり、特に単身での

生活者が多い為に、食事、金銭、服薬への支援や見守りが必要となる。（生活のリズムが乱され

る事で再発の頻度が増されることが予想されます。） 

· きめ細かなＳＷが求められ、孤独な生活しづらさを抱えている利用者に対して個別支援を必要と

していると思われます。 

· 主体的により豊かな生活（ＱＯＬの向上）の確保をしていかなければならないと思うので。地域で

継続的に安定的に暮らしていく上で大切な要素（基礎的）なものだと思う。 

· 食生活の重要性について、行政の管理栄養士を招いての勉強会を開き、日ごろの食生活がコー

ヒー飲料の飲みすぎ注意などを互いにに見直す機会を設定している。また金銭の貸し借りは生

活の乱れの元となる原因になることを伝え、権利擁護の制度利用など安定した生活を送る上で

の基本的な内容を側面から支援していく。 

· 生活の安定を考えると最もベースとなりうる。 
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イ：身近な顔の見える関係性の中での相談の場を◎にした理由 

 

· 相談やサービスにつながる前の支援が必要な方が多い為、日常の中で相談できる関係を作る必

要がある。その為にはしばりのない通いやすい場所が不可欠。サービスや資源につながるまで

の支払いがなければ届かず。サービスや資源が活用されない。また与えられた場ではなく自らが

主体的に場や居場所を作るプロセスを経験することで、自分とも向き合い次への一歩へつなが

る。 

· 地域で生活していく中で安心して生活していけるように支えていく場が必要と思われるから。 

· 当事者が困ったり悩んだりしたときに気軽に相談できる場を提供することで、当事者に安心して

社会生活を送ってもらうことができるから。 

· 旧センターは、地域での生活をする中での様々な悩み等を気軽に相談し、安心して地域生活が

送れる等、身近な相談の場であったという印象が強い。 

· 相談の中から、様々な支援がみえてくる。 

· 相談支援が機能しなければセンターの意義はない。 

· 利用者は地域での安心できる場、安定な場所を求めている、日常的な不安、心配ごとをいつでも

相談できる場所を求めている、病気の波があり、医療との連携を欠かせない（入院付添い、入院

調整、病状の代弁などが必要なことがある）。 

· 地域で生活している利用者の支援を考えた場合顔の見える関係性が一番大事だと思います。 

· 病状でも相談内容等変わってくる。その時のニーズ、長期的なニーズを知る上でも気軽に来所し

てもらい、身近な相談相手、話し相手になることが重要だと思う。 

· 精神障害の特性として対人交流の難しさがあげられる。相談者との関係づくりを行う為、相談の

場とサロンが併設されていることは有意義だと思う。 

· 顔が見える関係性があるからこそ、その他の事業項目のような場を提供していけると考えるか

ら。 

· 面談によりニーズを把握し、次の支援に繫がるように対応している。 

· ①精神障害者の病気を良く知れば、上記 3 個は相手の立場を支援する上で欠かせない部分と思

う。障害は常に精神病状のゆらぎと共に存在し、知的、身体とは同一では考えられない。②セン

ターは、その相手のゆらぎ具合を観察しつつ支援し、安心して通ってくる姿をみると口にも出せな

い熱い思いがスタッフにあります。それを、金銭的に考えることに対し怒りを覚えますし、弱者に

対し国の理解のなさには言葉にもなりません。せめて、この 3 項目でメンバーへの良き支援場所

の提供につとめたいと思っています。 

· 何か困ったらセンターに相談すれば良いという安心感が生まれる。 

· 相談できる場所があることで、不安がなくなる→再発を防ぐにつながっていると感じる。相談でき

る場所があることでの安心感の提供。 

· 交流室の提供、プログラムの活動をすることで、関係性、信頼性を作る。地域生活する上で困っ

たり悩んだりしていることを支援していく。医療のこと、社会資源の活用、人間関係、就労等々必

要に応じて面接、訪問、同行支援その人にあった体制で対応している。 

· 幅広く市民に対して利用されることを目指している。 

· 地域で生活する上で、ＳＯＳの出せる関係性を創り、本人のニーズを知り、福祉サービスを創出

する場作りと考えている。 

· 併設する小規模授産施設では十分な相談の場を提供できないが、利用者からは身近で継続的

に関わる職員による相談のニーズが高いので 

· 地域の中で、孤立しないような関係性、必要なときにすぐに支援できる関係性が最も重要だと思

うので。（これまでの活動の中でそう思いました） 

· 旧の支援センターが行ってきたことに加え、新たにケアマネジメントができる地域の身近な顔の

見える関係性を大切にする場として成長していきたいと考えます。 

· だれもが集えて、相談できる場の確保が重要だと思う。その入り口としての場が大切だと考える

ため。 

· どんな事業を行うにしろ、基本となるのは地域で生活を送る当事者の思いであるため。 
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· 利用者は、他者との関係づくりが苦手で、2 人では話すができても３人になると会話が続かないと

いう人もいます。自分のことを、これまで真剣に考えてくれる人との出合いが少なかったと訴えて

います。いつでも、自分が話した時、聞いてくれる場所が欲しかった。安心して相談の場を提供す

ることによって、生きる希望も湧いてくるし、また、生産活動の意欲が増してくるもうに感じられま

す。 

· センター側は、個別支援（相談）を大事にしようと思っており、利用者のニーズもはっきりしてい

た。 

· 不安をその日に解決し、安心して帰宅していただけるよう、相談に重点を置いている。 

· 自分のことを理解してくれる職員がいて、具体的な相談にものってもらえる。安心していられる居

場所としての役割、辛い時戻ってこられる場所。最初の一歩としての場所としての役割を求めて

いる方が多かったのではないかと思う。 

· 医療機関が当管内にはなく、地域にある支援センターで、サロンを併設し、日常的に気軽に利用

できる雰囲気にある。そのため、身近な存在、関係作りができ、相談もしやすくなっている。 

· 就労やその他日中活動の場を持ちながら登録、利用している方が多く、日常生活も含めて相談

ニーズが多かったため。 

· 当事者の方が生活している地域の中に、身近で気軽に相談できる場があることで安心して地域

生活がおくれるのではないか。（当事者個人の目標に向けた支援や家族間調整、孤独感の軽減

等） 

· 地域生活における一番身近な相談窓口として、活動の場と相談に連続性があることが重要。ま

た合わせて、地域生活の安定には、本人への直接的な支援のみでなく、とりまく環境への間接的

な働きかけも重要であり、従来から支援センターがその機能を担っていると認識している。 

· 以前のセンターでは、訪問活動を中心に身近で、安心して相談できる相談員と、利用者の方の関

係づくりを目指していたため。 

· 登録については無料、相談、場の利用についても無料であったため、安心できる関係性の中で、

そこに行けば、いつでも相談できるスタッフがいて、仲間がいて、くつろいでいられる場所だった。

そんな中で、生活のこと、病気のこと等相談できる場が提供されていた。 

· 相談を受けた後、様々な支援につなげることができる。まずは、相談することからはじまるため。 

· 佐賀県で唯一の支援センターであった為（現在もⅠ型は「ぷらっと」だけ）、まずセンターがどのよ

うに当事者の中に受け入れてもらえるのかというところで諸々考えるところが必要でしたが、オー

プン前にアンケートをとったり、家族の意見を聞いていく中で“居場所”“たまり場”がないこと等が

訴えとしてあり、そこから自立していく、それにむけての力をつけていく為のサポートを担っていく

ことに重きを置いてきました。 

· 現在は、地域活動支援センターの中に相談支援機能はありません。以前は、生活支援センター

で通所を行っている中で、相談を受ける場面が多くありました。現在は、相談をうけても、他の相

談支援事業所を紹介するという形で対応を行っています。すぐに対応が難しいため、利用者の方

から不評のようです。 

· 利用者の多くは生活歴の中で人間関係による挫折を感じており、もう 1 度その人との関わりの中

から生きがいや喜びを見い出せる過程が重要であると考えるため。 

· 互いのつながりが大切と考え、話しやすい場所づくりをしています。 
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ウ：楽しみや生きがいを見つける場を◎にした理由 

 

· きっかけがなかなかつかめずにいる方に対して、世間話を通して、様々な話の中で楽しみや生き

がいをみつけられたらいいと思います。 

· 当事者ひとりひとりが持っている個性の中から、それぞれが持っている長所を伸ばすような支援

が求められているが「地域生活支援センター」という環境は、当事者が憩うというサービスを受け

ながら、周りの人間関係を作っていきます。その人間関係を作る瞬間が、自分の長所・短所を、

他人に認めてもらう、また他者の長所・短所を認める事につながっています。そのつながりになる

材料（長所・短所）を支援者は、支援活動の場面で活かす事ができる。 

· 体験に基づいて、この部分は訓練を利用することによりとり戻せると思われる。 

 

 

エ：地域の中の安らぎ・安心の居場所としての場を◎にした理由 

 
· 家は出たけれども学校に行けず居場所のない子達、人嫌いとなり、閉じこもり、歩けなくなってし

まった人、人目をはばかり、人知れず苦しんでいた母親、親同志の交流、自分を飾ることなく、背

伸びすることなく、集い、時間を楽しんだ。 

· 地域生活支援センターができるまでは、精神障害者の居場所は作業所しかなかったが、何らか

の作業をしなければならず、只いるだけの安らぎの場はなかったと思う。やっとできた安らぎの場

を変えるつもりはない。 

· 手帳を持つ人、持たない人関係なく、利用できる場であり、利用している人たちの利用目的も

様々な為、居場所的な役割と言えたと思う。 

· 利用者様は日中自分のペースで過ごす場所も少なく、自分の家でさえ居場所のない方が多く、

支援センターは、自分のペースで安心して交流や生きがい作りのできる場所として重要である。 

· 当圏域では当センターが精神障害者単独で利用できる、初めての施設として開所しました。（知

的障害者施設を利用することはできた）、精神障害の特性に配慮した環境を提供できることに、

大きな意義があったと思います。 

· 当事者が地域で生活するにあたり、色んなストレスを受けるのは避けては通れないことだと思い

ます。その逃げ場、安心な居場所として支援センターの存在は必要不可欠だと思います。 

· 精神障害者にとって家庭以外の地域で、日中を安心して過ごすことのできる場としての機能が重

要であると思ったから。 

· 地域で生活している人たちの憩いの場として、大きな役割がある。ここに来れば“皆がいる”とい

う安心感や自由にすごせる場所、何でも相談できる仲間がいるということは、彼らの大きな支えで

ある。 

· 利用者には、自宅や職場以外の安心して利用できる居場所が不可欠と考える。地活センター

は、利用者が安心して利用できる場を保障することと、その中で安心して相談できる関係が確保

されることが大切である。 

· 精神障害者が地域で生活することのしずらさ、孤立を防ぎ、気軽に相談できる自分の支援者が

いるという安心感が地域生活を維持する基本的なつながりだと感じている。 

· 精神障害者が自信を取り戻し、その存在を認められることによって、生きる希望を見い出せる場

である。自らの経験や情報を持ち寄り、そこに集団が育っていくことで、新たな仲間を受け容れ、

その中で育っていける場作りが必要と思ってやってきました。 

· 自分が生きていく中で、どこも行くとこがない、話す相手がいないのは淋しいのではないだろう

か。その中でセンターを利用し、自分の居場所、回りの人と話す事で少しでも元気になってほし

い。 

· 家の中で居場所がなかったり、日中の活動場所がなかったり、就労していてのストレスを癒す場

がなかったりしている。メンバーたちの使い道が一番多いようだ。 
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· 家で閉じこもっている人、退院したばかりの人、学校を卒業して就職していたが、仕事がきつすぎ

てあるいは人間関係に傷ついて働けなくなった人が、仕事を含め社会生活に適応していくまでの

居場所、気軽に相談できる場が必要である。やがて力がついてくると、ある人は作業所へ、ある

人は就労へと向かっていく。そのための情報提供が必要とされている。 

· 多くの人が精神的ストレスを抱えている中で、安らぎ、安心の場が必要とされる。本人だけでなく

家族にとっても安らげ、地域にも愛され、開かれた施設が求められる。 

· 障がい者、健常者区分なく、ご老人から子供まで利用して頂いている。地域の住民が楽しめる交

流の場として考えている。 

· 地域における障害者の差別、偏見、及び家族の無理解から来るストレスを強く受けている障害者

が多く、障害をオープンにして、又気軽に服薬しながら他者と交流できる場がまず必要と考えま

す。 

· 地域の中でありのままの自分を表現したり、自身にとっての生活のしづらさや障害についての悩

みなどを話せる空間は、大切であると考える。 

· 精神障害のある方は、疾患と障害と併せ持つという特性であり、（体調に波があり、不安や緊張

が強い方が多い。そのような方々が利用できる場として、「安心して過ごせる場」であるということ

は重要なことである。安心して過ごせることから「利用」することができ、そのことが第一条件であ

る。それから、利用を通じて「利用者間の交流、スタッフとの交流により、人に対する信頼感を高

めたり、障害受容が促進されたり、コミュニケーション能力が同上したり、自身の目標を持ち、そ

のことに取り組めるようになったり、再発が予防されたり、様々な効果がある。 

· 地域にある社会資源として、障がい者が安心して寄れる場所＝居場所が、少ないのが現状。自

宅、ＡＰ、ＧＨ等の他に日中過ごせる場が広がってほしいと思う。生活、相談も含めて、居場所が

何か所かにあると、利用していきながら自分の思いを伝えられるかなと思う。旧地域生活支援セ

ンターの時の方が柔軟に対応できた。 

· デイケアや作業所などの日中活動に適応できない外来滞留群の閉じこもりを防ぐ。 

· 支援センターには多様な役割があり、これを限定できないところが特徴とも言える。○○をする場

と限定してしまはないことで、安心して立ち寄れる場として、利用者のレパートリーに入ることが、

活動の第１歩であるため。 

· 精神障害者の方々は”行き場所がない””くつろげるところがない”いこいの場的な場所、ひきこも

ったりされないよう、場所を有効に利用してもらう事が大事と思われます。 

· 当センターでは、病院ディケアや地域の作業所等で問題があり、通所困難となった利用者や（大

きな）集団が苦手な利用者も多く集まってきます。地域の中で安心して利用できる場があること

は、精神の安定にもつながる。また、支援者がいることで、困った時にはすぐに相談することがで

きる。 

· 地域生活支援の最も重要なことは、安心安全を保障することと考えているから。 

· 精神障害者が利用できる社会資源が少なかった中で、授産施設、作業所とは異なった利用がで

きる地域生活の場であった。 

· 作業所やデイケアと違いフリースペースがあることが他施設とは大きく違うと思います。 

· フリースペースを中心にし、仲間作り、交流の場としている。職員も常に一名はフリースペースに

配置し、自由な雰囲気の中から利用者の抱える問題を理解し、支援を進めていく。また、どこにも

所属のない方で、集団生活になじめない方の居場所としても「いつ来てもかまわない、いつ帰っ

てもかまわない」という自由な居場所として利用しやすい。 

· 利用者ご自身もそのような希望を持っておられる。また、安らぎ、安心を支援することが、本人自

身の可能性が引き出せていけるのではないかと考える。 

· Ⅰの具体的、スキルを身につける場は、川崎市では精神障害者援護寮がになっている。まったく

分離できるものでもなく、ステップアップでもなく、行きつ戻りつの部分はあるが、基本的にはピア

交流を通して、安らぎ、安心の場を保障し、それが自立した地域生活へとつながっていくという理

念で運営している。 

· 家族間でも病気の理解をしてくれなく、誰も自分の話しを聞いてくれない。日中家にいると辛いと

いう人が多く安心できる場所が必要と思う。 

 



 

39 

オ：自立（自律）に向けた具体的な生活スキルを身につける場を◎にした理由 

 

· 利用者の多数を占める統合失調症の人々が社会生活をすすめる上で、最も大きな問題はコミュ

ニケーションをいかに円滑に行うかで、その為のスキル獲得こそが最重要と考えます。 

· 当事者のＳＳＴ（社会生活技能訓練）を 5 年間、また 20 年度より家族ＳＳＴを実施している。また就

労講座の参加者が 1 回 30 人以上と多く、同一法人内にある就労支援センター2 ヶ所と連携し、就

労支援のため補完的機能を発揮しつつある。 

 

 

カ：生活情報の提供あるいは利用者が必要とする情報へのアクセスを支援する場を◎

にした理由 

 

· 正確で最新の情報を提供することで、利用者の選択肢や生活の幅が広がる。その中で本人の主

体の考えが生まれ、利用者自身のエンパワーメントにもつながると思われる。 

· 障害、疾病を理由に自分自身で選択する機会が失われている状態にある方が多く、情報の提供

により自ら生活を組み立てていく機会を保障する事が権利擁護にもつながると考えている為。 

 

 

キ：当事者同士の自由な交流や仲間作りの場を◎にした理由 

 

· 退院して孤立している対象者の社会参加を目指して活動してきた。横のつながりを作っていくの

が機能としてあった。 

· 当事者同志の交流、学習の場（機会）は、お互いの成長に非常に重要であると考えている。仲間

がいて自分の悩みを分かち合えるという体験は、地域生活を維持していくにあたり力を入れてい

る。 

· 基本的には、交流できたり、居場所があって、そこから、各々が目標に向かってスタートしていく

べきものかと感じる。まず出かけられる場所がある。そのことがセンターの大事な機能ではない

かと思ったので。 

· 地域生活を営む上で、居住や日中活動の場や生活スタイルが様々であっても、ふとしたときに話

せる相手や一緒に楽しめる関係、他の人の生活スタイルを知ったり、情報交換したりすることで、

活力を得たり、一人ではないことを実感して、生き生きと生活を送っているメンバーさんを見てき

たから。 

· ピアスタッフを基礎として、スタッフを含め、人と人が関わる中で、お互いに成長したり、考えていく

場なので、また支え合う為。 

· 当事者同志の仲間づくりの場で、一番大事なことは、仲間であることをいろいろな行事を通して理

解してもらうこと。（ピアカウンセリングも含めて） 

· 当事者が主体となり、自分たちが考え、希望する日中の過ごし方、支援センターの利用の方法を

自分たちが中心となって行っていく。 

· 人は一人では生きていけず、病気を持っている事で、自信をなくされた方が多い中で（特に対人

交流 etc）、同じ病気を抱えながら生きている人との交流をすることにより、孤独感の解消や自信

が得られると思うから。それが、地域で生活する上での必要な事柄であるとも考えるから。 

· コミュニケーションをとることが苦手な方や、病気を周囲に理解してもらえず悩んでいる方や、病

気をだれにも話せず、一人ぼっちで生活している方など…様々な境遇で生活されている人達が

集い、互いを理解しあい、支えあい、互いに切磋琢磨することで、自身に自信をつけ、様々な可

能性に挑戦する足がかりとなれば良いのでは。 
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ク：当事者と地域の様々な個人・団体との出会いや交流の場を◎にした理由 

 

· 活動を通して、当事者同志、当事者と地域の様々な個人団体との出会いや交流の場になってい

るため、相談支援の中で、はたらくことの相談が多く、支援も行っているため。今後はもっと地域と

ともに支援センターの運営を行い、障害に対する理解を普及啓発していきたいと考えているた

め。 

 

 

ケ：障害に対する地域の理解を呼気する普及啓発活動の場を◎にした理由 

 

· まだまだ地域では精神保健に対する理解がないため、センターが中心となり、進めていく必要が

あった。しかし、これは地域性によると思われる。 

 

 

コ：その他に◎をした理由 

 

· 土地柄、居場所や通所する施設が周囲にあるため、当センターとしては個別支援、個々の利用

者が各々目的をもって地域生活を継続していけることを大切に考えています。 

· 個別の支援は重視されなければならないのは明白であるが、地域内の他機関との連携により、

ご本人の希望に近い支援がなされていくと考えています。また、”相談”という性格上、支援センタ

ーの内部のみで処理されることが多く、独断と偏見を招くおそれもあります。必要に応じて、より

多くの機関と連携しながら、相互支援を行っていくことが重要だと考えています。 

· 安心する場、仲間との出会いの中で、その人自身が持っている力を見出し、表現していくことが、

日々生活する中でとても大きな支えになっていくため。 

 

 

 

旧精神障害者地域生活支援センターにおける役割や機能として、最も重要な事業は「地

域の中の安らぎ・安心の居場所としての場」８７か所（６９．０％）であり、その主な

理由として、「相談の場とサロンが併設されてことにより関係性がつくりやすい」、「不安、

心配ごとをいつでも相談できる場」、「安心感」、「本人が安心して地域生活が送れる」、「気

軽さ」などがあげられていた。 

ついで多かったものが「身近な、顔の見える関係性の中での相談の場」８０か所（６

３．５％）であった。その主な理由として、「生きがいつくりの場」、「環境つくり」、「家

庭以外の場」、「孤立を防ぐ」、「自信を取り戻し、生きる希望を見いだせる」などであっ

た。 

ついで上記以外に重要なものとして、「当事者同士の自由な交流や、仲間作りの場」が

６８か所（５４．０％）であった。その主な理由として、「当事者同士の交流によって、

自分の悩みを職員以外の仲間と分かちあえる」、「目標をもつことができる」などがあが

っていた。 
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運営主体種別ごとの差はなかった。 

 

上記の旧精神障害地域生活支援センターは「～場」を中心とし、その「～の場」を媒

介し、不安、悩みなどをいつでも「相談」できるような関係性を構築し、さらに「～場」

を利用するものと同じ場を共有することで、新たな関係性という、いうならばエンパワ

ーメントの構築を担っている。 

 



 

42 

（２）重要な地域活動支援センターのプログラムや活動メニュー（問１２） 

（１）の事業項目をさらに下記プログラム等に置き換えた場合、地域活動支援センタ

ーのプログラムや活動メニューとして、どのようなものが重要だとお考えですか。 

（当てはまるもの上位 3つに○） 

 

図表 2-38 重要な地域活動支援センターのプログラムや活動メニュー（複数回答） 

注：  は、上位の数字 

 

上記の事業を新体系事業である地域活動支援センターのプログラムや活動に置き換え

た場合、どのようなものが重要であるか聞いてみたところ、「本人の個別生活課題や目標

に対する相談支援」が７８か所（６１．９％）、「フリースペースの提供による自由な交

流促進」が７７か所（６１．１％）、「本人の生活課題や目標に対する個別相談支援」５

６か所（４４．４％）であった。 

精神障害の地域生活支援に必要なものとして、個別を中心とした相談支援事業と対人

関係の交流の場としてのフリースペース事業という、２つの事業を一体的に運営すると

いう重要性が、改めて確認された。 

29.4

3.2

4.0

30.2

14.3

2.4

26.2

4.0

8.7

2.4

3.2

44.4

61.1

61.9

0% 20% 40% 60% 80%

本人の個別生活課題や
目標に対する相談支援

食事作りや会食会など食の
課題や交流促進の取り組み

知識や情報を取得する
各種「講習会」の開催

入浴・洗濯などの日常生活の支援

自主サークル・クラブ活動的な
自主活動の場提供や支援

フリースペースの提供による
自由な交流促進

本人の生活課題や目標に
対する個別相談支援

家族に対する相談支援

図書・パソコンなどによる情報提供、
情報検索支援

各種団体の相互交流・連携・
協働強化のためのネットワーク推進

地域の各団体に対する支援・協力

地域の幅広い市民活動や事業との
コラボレーションの推進

その他

無回答
回答者数=126事業者
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３．現在の事業内容 

（１）現在の事業内容（問１３） 

貴事業所で行っている事業について、以下の要素（項目）～国・自治体の設置基準の

読み取りによる事業要素の設定～の中で該当するものを記述してください。また、法

制度の変化により新たに開始した事業については右欄に○をつけてください。 

 

 

図表 2-39 現在の事業内容 

 
記載 

事業所数※ 

法制度の変化により 

新たに開始したと回答 

した事業所数〔★〕 

ア：創作活動 96 15 

イ：生産活動 55 13 

ウ：社会との交流促進 98 7 

エ：相談支援 104 23 

オ：福祉及び地域の 

社会資源との連携強化 
99 20 

カ：ボランティア育成 75 9 

キ：憩いの場の提供 93 2 

ク：普及啓発 95 7 

ケ：セルフヘルプ活動 63 9 

コ：その他 90 27 

※：特になしなどと回答した事業所はカウントしていない 

★＝法制度の変化により新たに開始した事業 

 

 

事業内容として多かったものが、相談支援が１０４か所、福祉及び地域の社会資源と

の連携強化が９９か所、社会との交流促進が９８か所の順であった。 

さらに新規事業として始めたものとして、その他が２８か所、相談支援が２３か所、

福祉及び地域の社会資源との連携強化が２０か所であった。 

相談支援が多いのは、国が示したⅠ型事業として一体的に運営しているところが多い

ためと考える。 
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ア：創作活動（96 件） 

 
· 「女性のつどい」「サークル活動」などを通して利用者の要望にそった活動をしている  

· 「木曜日の会」毎週木曜日創作的活動を行う、食事づくりの日 ★ 

· 書道、ペン習字、軽作業  

· Ｄケアを通じ教養、芸術、体力作り、余暇利用、親睦、交流、工作、手芸、食物の育成等を目的と

した活動や日常社会生活上の知識取得のための講座、研修  

· ＰＣ講座など  

· ＳＳＴ、表現活動（詩歌療法、カラーリングマンダラ、コラージュ技法）  

· アート教室、ものづくり教室  

· アトリエ活動…趣味の工芸品など、さをり…さをりの作成体験  

· エコクラフト、手芸などの創作  

· お菓子作りや小物作り等 ★ 

· お助け講座として月一回程度、簡単な調理、お菓子作りを行っている  

· カラオケ、座談会、絵画教室、夕食会など利用者同士のサークル、活動の側面的支援、パソコン

などの各種講座開催  

· クッキング、フラワーアレンジメントなど  

· クッキング教室 ★ 

· クリスマスリース作り、手芸、など  

· クレイクラブ  

· コスモスの会（茶話会）、昼食お菓子作り、ビーズ作り など ★ 

· サークル活動  

· サークル活動、ものづくり、スポーツ、季節行事等。各月１回ずつ  

· サークル活動（利用者主体活動）  

· トールペイントや手工芸などの作業  

· パソコン教室、園芸教室、絵画教室、おかし作りなど、料理教室 ★ 

· パソコン教室の開催  

· パッチワーク  

· パッチワーク  

· フラワーアレンジメント教室  

· フラワーアレンジメント他  

· ペーパークラフト、料理教室、パソコン教室、コースター作り  

· ボールペン習字（ボランティア教師）、絵画教室（当事者が先生）、茶道教室（ボランティア教師）  

· ものつくりサークル 食事会  

· 囲碁、将棋サークル、カラオケ、ビデオ上映会  

· 引きこもりの人のサロンにて木工やポスティングの仕事、チョコ販売等している。外食等の体験も

している。買物・外食等の体験もしている ★ 

· 園芸サークル  

· 園芸教室等  

· 家族ＳＳＴ（社会生活技能訓練）の実施 ★ 

· 華道教室、音楽クラブ  

· 絵てがみ、手芸教室等カルチャー教室、利用者の特技を生かした個別創作活動  

· 絵画、書道等の創作活動を行っている 

· 絵画、創作活動：毎週（月）13：30～15：00 絵画、工作、陶芸など希望者が参加。 楽しいクッキン

グ：第 1（水）、月 1 回、当日参加メンバーで打合せ、買物、調理 

· 絵画、昼食会、編物、手芸、カラオケ  

· 絵画・調理・パソコン  

· 絵画教室  

· 絵手紙、紙粘土の教室等  
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· 絵手紙教室、習字教室、パソコン教室、調理実習など  

· 各種サークル活動  

· 各種プログラムの実施…ビーズ細工、押花、籐細工  

· 各種講座を行っている。ＰＣ､料理等、日常生活スキルの向上を目的としたものや、資格取得、体

力作り等を行うものも取り入れている 

· 簡単料理の会  

· 希望する利用者による食事準備への協力 

· 既存事業  

· 機関誌の封入作業（月 1 回）  

· 行事や各種のクラブ（将棋、マージャン等）活動 ★ 

· 刺繍教室、掲示物等の創作ボランティア、クッキング  

· 市、生活訓練事業  

· 社会復帰施設があるため、その施設で提供している  

· 手芸  

· 手芸、パソコン、ビデオ、カラオケ、昼食会、菓子作り  

· 手芸、陶芸など  

· 手芸、縫物、レザークラフト  

· 手芸、料理教室、習字、絵画等  

· 手芸サークル、散歩サークル、ＰＣサークル、映画サークル、ガンプラサークル  

· 手芸や編物  

· 手芸教室 ★ 

· 手芸教室、食事会 ★ 

· 手工芸（ブローチ、キャンドル、グリーティングカード作成他）  

· 手工芸等  

· 従来の支援センター業務  

· 書道、絵画、クリスマスカード  

· 書道、絵画、料理教室  

· 書道、茶道  

· 書道、木工、絵手紙、華道を月 1 回ずつ実施、パソコン・ビデオ鑑賞、園芸など随時  

· 焼きたてのパン＆喫茶パレットの店舗運営、クロネコヤマトメール便事業 ★ 

· 食事会、茶話会、ビデオ鑑賞会、調理実習、大掃除、各種講座（パソコン、就労支援等）  

· 生け花教室、切り絵教室、絵画教室、編み物教室、手芸教室、楽音クラブ  

· 生花、合唱、スポーツ  

· 創作クラブ、夕食会 ★ 

· 太極拳、お茶、ヨガ、料理、絵画 ★ 

· 太極拳講座、外出によるレクリエーション活動、就労希望者によるグループ活動  

· 地域活動支援センター  

· 昼食会、夕食会、手工芸、絵画、バンド、ソフトバレーボール、散歩等  

· 調理、お菓子づくり、手芸  

· 通信づくり、料理づくりなど  

· 貼り絵製作、ペーパークラフト、押し絵、流木アート ★ 

· 陶芸教室 ★ 

· 動物のお棺作り（3 ヶ売れました）、スイーツ、作品作り  

· 日常生活支援事業（入浴・洗濯サービス、生活情報の提供、朝食サービスの実施、くらし支援の

実施、同行・送迎・訪問サービスの実施、パソコン教室の実施）  

· 日中生活支援事業 茶話会、パソコン教室、発送作業、施設利用  

· 年に 2 回、展示をすることを（地域の喫茶店や図書館）目標にテーマを決定して、創作に入る 

· 粘土細工などを行う（職員講師）  
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· 毎週 1 回のデイケアや毎月の行事などにおいて、文化祭作品の創作活動、またセンターの位置

する町内会住民招待の感謝祭に向けて活動する 

· 木工、書道教室、料理教室  

· 余暇活動として絵画、書道、手作り石鹸、ポエム作り  

· 利用者ミーティング、レクリエーション活動（温泉、カラオケ、誕生会、おやつの会、料理、買い物、

ドライブ、パークゴルフ、ボウリング、ゲーム等）  

· 料理プログラム、お菓子作りプログラム、パソコン教室、ギター伴奏に合わせて皆で歌うプログラ

ム、テニス  

· 料理活動（週 1 回）、手芸等（不定期）※何か活動しなければ過ごせない方のために用意してある 

· 料理教室、園芸教室、押し花教室等  

 

 

具体的な内容としては、書道、手工芸、絵画、陶芸、パソコン、パッチワーク、フラ

ワーアレンジメントなどの教室型のものが多く行われている。 

また、料理、ＳＳＴなどの日常生活にそったものや、カラオケ、バレーボールなどの

レクリエーションなども行われていることがわかった。 

 

 

イ：生産的活動（55 件） 

 

· ミニ作業 ★ 

· 畑作業、花栽培  

· イベント的活動（職員・ボランティア指導の小物作り、食事、菓子作り等）  

· エコ封筒作り ★ 

· グループ等による企業や地域における請負作業に関する依頼の取次調整及び参加者の状況把

握、事務処理を含む全般的な支援 

· ゴム製品加工、和ぞうりクリーニングなどの受注  

· タオルの袋づめ、わりばし入れ ★ 

· トイレ清掃体験（1 日 1 時間程度 6,000 円/月位）週 2～3 日の労働  

· パソコン、料理  

· パソコン教室、料理教室等 ★ 

· パソコン講座（就職及び日常生活の豊かさを目指して）  

· ビーズによるアクセサリー作り（講師あり）  

· ボランティア活動として古切手整理を皆で行う  

· メンバー、ボランティアを中心とした農作物の収穫栽培を行うプログラム  

· 引きこもりの人のサロンにて木工やポスティングの仕事、チョコ販売等している。外食等の体験も

している。買物外食等の体験もしている ★ 

· 園芸  

· 園芸サークル、バレーサークル  

· 楽音クラブでの作曲、ＣＤ作り  

· 企業よりの内職、メール便委託配達  

· 既存事業  

· 喫茶、配食サービス…就労支援事業所がセンター内で運営 ★ 

· 喫茶活動  

· 訓練活動への体験的参加  
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· 軽作業、就労の準備訓練 ★ 

· 作業訓練 ★ 

· 作品の販売  

· 紙袋の組立て作業、チラシいれ  

· 社会復帰施設があるため、その施設で提供している  

· 手芸、石けん作り等  

· 就労の場所の視察も実施しているが、20 年 6 月より同一法人内の就労支援センターと連携補完

的機能を発揮  

· 就労移行事、就労継続（Ｂ型）  

· 就労訓練のプログラム（週 5 回） 

· 内職作業（図書館のフィルムコート作業、情報誌の配達、リサイクル業務） ★ 

· 就労継続支援Ｂ型、就労移行支援事業 ★ 

· 就労支援  

· 従来の支援センター業務  

· 焼きたてのパン＆喫茶パレットの店舗運営、クロネコヤマトメール便事業  

· 植木作り  

· 生産活動（内職）、花咲会（園芸） など ★ 

· 石鹸作り、玉ねぎ茶作り等  

· 調理実習、パソコン教室など  

· 当事者会活動の中で、製作した作品等の販売  

· 陶芸教室  

· 内職  

· 内職 ★ 

· 内職作業  

· 内職作業  

· 入力作業など  

· 農耕作業、内職作業 ★ 

· 不定期だが機関紙等の発送作業  

· 併設の施設や他の施設へ当事者と見学して支援している 

· 弁当の委託販売  

· 木工、草履作り、スリッパ作り  

· 利用者の喫茶業務の機会の提供、農園作業（月 2 回程度）  

· 料理やお菓子作りなど  

 

 

具体的な内容としては、作業を実施しているところが多く、内職作業や、喫茶、石鹸

などの自主製品、トイレ清掃などの役務などである。また作業活動の方法としては、就

労継続支援事業などの他の障害福祉サービス事業所との作業連携をとっているところも

あった。 

 

 

ウ：社会との交流促進（98 件） 

· 「ころーれふれあいの日」地域の人との交流  

· ふれあいフェスタ（カラオケ大会、夕涼み会、ゲートボール大会、新年会）の実施、施設貸し出し、

陶芸工房の実施  
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· 他機関が開催する行事への参加、社会見学、日帰り旅行  

· イベント開催（お祭り）  

· オータムフェスティバル（収穫祭)の開催  

· おでかけ、スポーツサークル  

· お花見会：4 月、近隣の公園等で、ゲーム、お花見弁当を楽しむ。夏祭り：8 月、メンバーと共にバ

ザー出店、ボランティアとしての協力してくれるメンバーあり。ボランティア講座：地域で実施され

るまつり  

· お祭りの参加 ★ 

· カラオケ、ボーリング等、地域での活動  

· カラオケ大会、バーベキュー大会  

· コンサート、新年会、クリスマス会  

· サークル活動。地域行事への参加 

· しめなわ教室の開催  

· スポーツ交流会、余暇（旅行）計画、障害者の理解を深める研修会の開催  

· バザー  

· バザー、コンサート等の開催、地域のイベントへの参加  

· バザー、ソフトバレーボール  

· バザーやイベントの協力  

· バザー参加  

· バザー等への参加（地域行事への参加） ★ 

· バス旅行、祭り等の行事  

· フリースペースでの交流  

· ふれあいフレンド文化祭開催、民生委員等とのグラウンドゴルフ大会、地域行事参加  

· ふれあい通信  

· ボランティア（学生、一般）に入ってもらうことで交流の一部となる。地域の行事への参加 etc も心

がけている、又、自らもボランティアとして清掃活動をしていく ★ 

· ボランティアさんとの交流日年に 2 回実施。１．海水浴 ２．グラントゴルフ  

· ボランティア会主催の「がんばれ自分作品展」への展示アピール、社協主催の福祉祭りへの展示

とアピール  

· ボランティア活動（車イスみがき）（地域みまわりパトロール隊）夏祭り。小学生工作教室。絵画教

室、生け花教室、市民祭りへの参加。福祉まつりへの参加  

· ボランティア活動や地域のイベントへの参加  

· もちつき大会、ボーリング大会  

· ヨハネ祭（地域の人を招いて夏祭）、一七会（地域バザー）への参加  

· 一般のボランティアの方も一緒に外出（温泉や水族館）している 

· 引きこもりの人のサロンにて木工やポスティングの仕事、チョコ販売等している。外食等の体験も

している。買物外食等の体験もしている ★ 

· 映画、花見、プール、バレーボール大会、クリスマス会  

· 夏祭り等地域イベントへの参加  

· 家族の集い、公開セミナー、各プルグラムへのボランティア導入  

· 歌のグループによるコンサートへの出演  

· 外出行事 地元社協主催のイベントに模擬店で参加  

· 外出支援、外食、買物支援、県主催のスポーツ教室等のイベントに参加  

· 各種クラブ活動、プログラム活動、家族教室  

· 既存事業  

· 季節行事での地域交流  

· 喫茶の運営、ふれんどりぃぷらシアターの実施 ★ 

· 喫茶店の営業とギャラリースペースを活用し、地域の方々に絵画等の展示をしてもらっている 

· 居場所として提供している憩いの場を通して地域の住民やボランティアとの交流を図っている 
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· 区民まつり参加  

· 軽スポーツ、障害者の体育祭  

· 芸術・文化活動、スポーツ交流  

· 交流会  

· 行事  

· 行事の開催  

· 講演会 ★ 

· 高齢者施設の慰問（カラオケ）、地域行事（夏祭り、芋煮会等）や駅前商店街のイベントに参加交

流を通じて「社会との交流促進」を実施  

· 市消費者協会主催のフリーマーケットに利用者や家族と共に参加  

· 市内各団体との交流、スポーツ大会等  

· 施設、フェスタの開催、社会参加促進事業  

· 商店街行事への参加、福祉まつりでのボランティア（ゲームコーナー・子供対象）  

· 上記ぱれっとの店舗での街角ふれあいコンサートの実施  

· 図書館、映画館等へのお出かけなど  

· 他区の支援センターとスポーツ交流を行った  

· 他施設と合同で、地域に対して理解をもとめるためにお祭りなどを行っている 

· 他施設と合同行事の開催年 2 回、福祉祭りへの参加（一般市民との交流）  

· 地域でのイベント等（模擬店等）  

· 地域で開催されるイベント、お祭りに参加（出店することもある）  

· 地域との交流会、まちのお祭り参加（踊り参加）  

· 地域ネット主催、美術展への参加、落語主催  

· 地域のイベント、学習会に利用者と共に参加、事業所内で、地域の方の参加を求めて、一緒に活

動する 

· 地域のイベントや交流会の企画、参加  

· 地域のまつりに参加 

· 地域交流事業としての作業所全てがあつまるスポーツ大会  

· 地域の祭りへの参加等  

· 地域の福祉まつり等の行事への出店、参加、所外レクリエーションと等を通じての施設等の見

学、社会資源の利用  

· 地域居住者への食事、健康管理、就労等の支援  

· 地域交流バザー  

· 地域交流は重要な 1 つであるが地域住民とは無論、小中学校との交流をふやして行きたい  

· 地域交流や活動を主とした、地域やセンター行事及び活動への参加、呼びかけを行う 

· 地域交流活動（月 1 回） 初詣、いも掘り、グランドゴルフ、クリスマス会等  

· 地域交流行事の実施（地域住民、当事者との交流の場） ★ 

· 地域行事での影絵上映、子育てサークル行事の共催（会場提供）  

· 地域行事への参加（バザー、イベント）  

· 地域行事参加  

· 地域行事参加、作業所製品販売  

· 地域大掃除、祭りの参加  

· 地区社協との交流事業、各種バザー、音楽グループの発表  

· 地元の祭り、文化祭への出店  

· 地元の祭りへの参加（年 1 回）、家族相談会（2 カ月に 1 回）  

· 地元の町民祭に参加し、地域住民との交流及び理解に努めた、地元住民に声かけ、料理教室等 

· 昼食会、パソコン教室  

· 昼食会、夕食会、季節行事、カラオケ大会などのレクリエーション、等、地域住民参加型レクリエ

ーション等  

· 朝市、納涼祭、家族会との交流  
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· 町内の夏祭りにボランティアとして参加。田植え経験、地域行事への参加。他の社会復帰施設等

との交流会 

· 入院患者の社会生活体験（交流会、生活支援） 自助グループ（断酒会）活動支援  

· 年 2 回の管内在宅障害者の全体交流（60～70 名）を設定し、ボランティアや地域民生委員にも参

加を呼びかけ、交流の場を設定する。又、市内の自主サークルをセンターに呼び、発表、交流し

ている  

· 買物支援、地域当事者・支援者の集い  

· 保健所、家族会のあどへの講師派遣、地域清掃など地域の祭りに参加、施設の祭りに地域の方

に参加、廃品回収、資源ごみ、リサイクルＢＯＸの設置  

· 法人主催のイベントや地域行事の参加を通じ、地域住民との交流を図る 

· 民謡流し、新年会、海岸清掃、地域ウォーキング  

· 落語講演会、雪祭り見学、温泉入浴、バーベキュー、海水浴、紅葉狩り  

 

 

具体的な内容としては、地域行事への参加（例えば、お祭り、スポーツ等）、自主イベ

ント（例えば、バザー、コンサート等）の開催を行っているところが多くあった。 

 

 

エ：相談支援事業（104 件） 

 

· 24 時間電話相談・面接※訪問を新事業とした ★ 

· 24 時間電話相談・来所相談・個別支援会議  

· サービス利用計画作成 ・居住サポート支援事業、自立支援協議会 ★ 

· 面接、訪問、電話による相談、退院促進支援事業  

· 来所者、市役所窓口への相談依頼者との面接相談（時間を決めた後、市ｃｗと） 

· 退院支援、在宅障害者への訪問支援（サービスにつながっていない方を中心に） 

· 電話相談受付  など ★ 

· 24 時間電話相談  

· 三障害と児童、認定調査、サービス計画  

· 5 市 6 町よりの委託 ★ 

· ＡＭ10:00～ＰＭ5:30 相談電話受付、ＦＡＸ、メール相談。訪問相談。ケアマネジメント事業（新） ★ 

· ＴＥＬ、来所、訪問等による相談支援、会議調整、受託市町村も度口へ出向いての出張相談 ★ 

· ＴＥＬ相談、面接、来所相談、訪問同行など  

· ＴＥＬ相談、面談、訪問  

· ケアマネージメントによる相談支援  

· ケア会議、ケア計画書の作成  

· サービス利用計画案作成、サービス利用計画案作成モニタリング 3 名の相談支援専門員をおき

対応している ★ 

· 委託相談、指定相 ★ 

· 一般相談、指定相談 ★ 

· 一般相談、指定相談支援事業  

· 一般相談事業、指定相談支援事業 ★ 

· 一般的な相談から障害に関する専門的なものに至るまで、幅広く相談に応じ、社会生活を安定

充実できるように支援する。また、地域生活に自信が持てる様にエンパワーメントの視点を持っ

て関わりを持つようにする 

· 家族相談員による相談会、夜間電話相談、サービス利用計画作成、モニタリング、ケア会議 ★ 

 



 

51 

 

· 開催日、月～金 時間 8：30～17：00、面接、訪問、電話 月～金 17：：00～21：00、土 8：30～

17：00  

· 各区より依頼があれば認定調査、サービス利用計画の調整、定期的訪問、ヘルパー派遣事業

所とのケア会議、自立支援協議会等 ★ 

· 活動センターに参加している人たちの個別相談にのっている  

· 継続的相談、指定相談（サービス利用計画作成）、退院のための相談支援  

· 健康相談、ピアカウンセリング、就労準備相談、家族相談、生活相談（電話相談） ★ 

· 圏域の総合相談窓口への派遣など  

· 個別による相談等  

· 個別の相談支援、支援計画作成とモニタリング、サービス利用計画作成対象者への支援、グル

ープホーム、ケアホーム入居者への支援  

· 個別相談  

· 個別相談（定期、不定期）の実施  

· 個別相談、個別支援、退院促進  

· 個別相談支援（ケアマネジメント） ★ 

· 個別対応、地域生活移行支援、ピアカウンセリング  

· 個別訪問、電話・来所相談  

· 甲府市及びその他契約市町村の方々への相談援助支援  

· 三障害の相談を受け入れており、今年は制度を移行するための認定調査についても積極的に実

施した  

· 市より委託 ★ 

· 市町村デイサービス、家庭訪問、個別面接などの支援 ★ 

· 市町村との委託相談支援事業  

· 市役所窓口相談（週一回）、三障害合同相談会（週 1 回） ★ 

· 指定事業者として対象者をケアマネジメント、市より認定調査を委託  

· 事所面談、訪問面談、同行支援、退院促進  

· 自立支援協議会への参加及び提言、ケアプランの作成、生活全般に関わる一般的相談等  

· 自立支援協議会事務局員 ★ 

· 週 2 日総合相談室での対応 2 ヶ月に 3 回他町での対応 電話、訪問、面談 認定調査、サービ

ス利用計画作成等  

· 従来の支援センター業務  

· 障害のある方の福祉に関する様々な問題について利用者からの相談に応じている。  

· 随時、担当制で実施  

· 制度、手続き、機能利用の支援、生活課題の相談  

· 生活（経済的、対人関係、住居など）就労の相談・支援、家族相談  

· 生活相談、施設・サービス等利用相談、就労相談、健康相談、年金等制度利用相談、心理的・情

緒的相談等  

· 精神障害者のケースワーク、その他  

· 専門相談支援員の配置 ★ 

· 相談に応じ必要な情報提供を行っている  

· 相談支援、サービス利用計画作成 ★ 

· 相談支援センター  

· 相談支援をしている  

· 相談支援事業所、定例会（月 1 回、2 市町村）  

· 相談支援専門員を配置し、原則三障害の方の生活上の相談支援を行っている  

· 相談受付、出張相談  

· 退院促進事業を県より受託している。随時、来所・ＴＥＬ相談、訪問 

· 退促と連携  

· 知的、身体については専門機関から職員派遣してもらう  
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· 知的、身体障害、相談支援事業者、介護保険事業者との連絡調整  

· 地域生活支援事業の委託（地域活動支援センターⅠ型事業） ★ 

· 地域的 6 か所の事業所（内精 2、身 2、知 2）に委託、又障害程度区分認定調査についても委託を

受けている。基本、身体、知的、精神に対する一元化は相談支援。地域性、専門性によって個別

に対応 

· 定期面接（随時面接）  

· 電話、面接、訪問  

· 電話、面接、訪問（利用者、家族等）  

· 電話、面接、訪問による相談  

· 電話、面接による相談、必要に応じて訪問、同行にて対応  

· 電話、面接及び訪問による服薬、対人関係、公的手続き、日常的な問題、個人の悩み、不安の

解消を図るための指導・助言をした 

· 電話、面談、巡回、訪問等で悩み、不安、服薬、経済面、対人関係等の日常生活上の問題に専

門機関の紹介、助言、指導を行う。公的手続き、各種制度、社会資源の利用、申請、サービスの

利用、相談、助言、アセスメント、支援計画、モニタリング、ケース会議を行い支援する 

· 電話、来館利用者との面接相談もあるが、できれば、相談事業と地域活動支援とは別々に実施

が望ましい 

· 電話、来所、訪問、メール相談 同行、訪問、代行支援  

· 電話や面談による個別相談  

· 電話支援、相談、面接、同行、訪問  

· 電話相談、面接、手続き等に同行  

· 電話相談、面接相談  

· 電話相談、面接相談、訪問（委託相談支援事業）  

· 電話相談、面接相談、訪問、同行等  

· 電話相談、面接相談、訪問相談  

· 当センター利用は先ず、相談から「何を困っているのか」そして「どうしたいの」を支援。サービス

利用計画に基づく支援も実施 

· 当事者相談、家族相談  

· 同行支援等（ハローワーク、就労移行支援事業所、その他の事業所等）  

· 日常生活相談  

· 日常生活相談  

· 年金、作業所等への同行訪問  

· 福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、社会生活能力を高めるための支援  

· 別事業所でケアマネ、相談等を行っている ★ 

· 訪問、外来時等による日常生活全般の各種相談支援、助言指導、福祉サービスの情報提供 

· 訪問等 電話相談、面接相談  

· 訪問面接、電話相談 ★ 

· 面接、電話による相談業務  

· 面接、訪問、電話  

· 面接相談、電話相談、メール・ファックス相談  

· 来所、電話、面談による相談  

· 来所・電話相談、出張・訪問相談 

· 精神保健福祉専門相談（市障害者センターへの出向）  

· 来所相談、電話相談、各種同行支援、訪問、金銭管理  

· 来所相談、電話相談、訪問など  

 

 

具体的な内容としては、相談支援事業と同様に電話、来所による相談をメインとして
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いる。先の国が示すⅠ型事業として相談支援事業と一体的に運営していると考える。 

 

 

オ：福祉及び地域の社会資源との連携強化（99 件） 

 

· コーディネート・同行支援・ネットワーク作り  

· 障害関係者連絡会議 ★ 

· 地域自立支援協議会への参画、各市町との調整会議、関係機関の開催する会議等への参画等 

★ 

· ＳＳＴ研修会、ピアカウンセリング、障がい福祉講演会  

· アパート情報収集、業者との連携 ★ 

· ケア会議（参加、主催）、自立支援協議会  

· ケア検討会  

· ケースカンファレンス、自立支援協議会、精神障害社施設連絡会  

· ケースカンファレンス等  

· ケース会議、ケア会議、自立支援協議会（新）、施設連携会議の立ち上げ ★ 

· ケース会議、協議会、定期会議  

· ケース会議の開催など  

· サービス利用計画支援によるケアマネジメントの導入により、また三障害共通となったことで他障

害の相談支援機関や福祉サービス事業所と連携を密に取るようになった。 ★ 

· さっぽろこころの健康まつり  

· ネットワーク会議（相談支援事業）  

· ネットワーク会議への参加  

· バリアフリーのど自慢大会  

· ハローワークと連携し、ジョブガイダンス事業 ★ 

· ヘルパーとの同行訪問、センター主催、圏域内スポーツ、作品展による交流  

· ボランティアグループのミーティング  

· 医療機関への同行支援、公的申請等の同行・代行支援 

· 家族関係者との連絡調整、個別支援会議の開催・参加  

· 沖縄県ＰＳＷ協会事務局サポート、沖縄県障がい者支援事務所連絡協議会事務局  

· 街美化活動への参加  

· 各機関との連携会議に参加  

· 各区（主には中原区・高津区）自立支援協議会への参加 ★ 

· 各施設等の会議、市町村、自立支援協議会、その他公的会議等の参加、提供等  

· 各種会議、協議会への参加  

· 各種会議への参加  

· 各種連絡会での情報交換  

· 各種連絡会の開催  

· 管内障害者自立支援協議会の組織に位置づけられ、地域生活支援部会員として在宅障害者へ

の訪問相談など行政及び関係者と連携を図っている。  

· 関係機関見学、関係機関（他施設）との交流会 など  

· 関連施設行事への参加や交流  

· 区主催のイベントに実行委員として参加、区内関係機関連絡会に参加  

· 区役所、包括支援センターとの連携  

· 圏域、市内のセンターとの集まりを持っている（会議、研修、企画、開催） 

· 精神のみ又他障害合同、市も入っての集りと複数行っている。 ★ 

· 個別支援会議を開催し、決定内容を実施してゆく中での連携強化 ★ 

· 交流会の実施、自立支援協議会への協力  
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· 甲府市を含む 2 市 1 町自立支援協議会への参加  

· 行事への参加  

· 行政機関をはじめ関係機関とネットワークをつくり定期的に会議を開催、ネットまつりを実施して

いる  

· 合同ネットワーク会議、家族会等における情報の交換、提供、関係機関のネットワーク等におけ

る各種会議、研修にて社会資源の開拓、改善を図る。又医療福祉のサービス事業所や企業と連

携、連絡、調整を行う  

· 困難ケースに関して定期的な連絡調整会議の開催、東住吉区、平野区、地域自立支援協議会

への参加、南部地域（大阪市内）就労支援ネットワーク参加  

· 市、障害者協議会加盟 障害者自立支援協議会事務局  

· 市関係主催会議に出席、当事者会、家族会、ボランティア団体等の定例会に出席 

· 団体に加入。勉強会の会を立ち上げる  

· 市障害者センター、市役所障害各係との連携、関連部署との業務連絡会（ケース検討等）の実施 

★ 

· 市精神業務連絡会、一般相談連絡会、地域精神保健福祉連絡会議等に出席  

· 市町村デイ・ケアへの協力  

· 施設見学会 ★ 

· 自立支援協議会  

· 自立支援協議会、精神ネットワーク会議 ★ 

· 自立支援協議会、地区部会 ★ 

· 自立支援協議会の運営、退院促進事業  

· 自立支援協議会への参加 ★ 

· 自立支援協議会や地域ケアネットワーク会議等(高齢者分野との連携）  

· 自立支援協議会を通じて、区役所福祉部、区社協、他の事業所とケース検討会、学習会を行う 

★ 

· 自立支援協議会事務局 ★ 

· 自立支援協議会等のネットワーク会議  

· 社会資源の開拓も含めネットワークを強化  

· 社会資源見学等  

· 就労事業所等への訪問  

· 従来の支援センター業務  

· 昭島市障害者（児）ネットワーク加入、昭島デイサービス「グループモモ」に参加、「家族の集い」

共催  

· 障害者、地域支援者協議会  

· 精関連（作業所、市、保健所、病院、多摩総、支援センター）、三者会（保険所、多摩総、障害福

祉課、支援センター）  

· 精神障害者のためのヘルパー講習会 ★ 

· 精神保健福祉に関する事業所など行政との会議に月 1 回  

· 西区障害者児ネットワークそよかぜ  

· 相談支援を行っていく際に、他の関係機関と連携し行っている  

· 相談支援事業所連絡会、ホームヘルパー派遣事業対象者の調整会議  

· 相談支援事業所連絡会、自立支援協議会の開催協力を行っている ★ 

· 他の相談事業と一緒に市の窓口で相談を受けてる  

· 他作業所との交流行事（年間 6 回）  

· 他施設との交流及び他社会資源との訪問等により情報交換会議･研修会等に参加  

· 他事業と合同で相談会を実施  

· 退院促進事業 ★ 

· 卓球大会  
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· 地域の関係機関や事業所間で行われる会議への参加や合同のレクリエーション大会の実施な

ど  

· 地域の行事に作品を出展している  

· 地域の高齢者施設の連絡会議に参加、利用者が通所している事業所や職場とのケア会議開

催、“地域生活をより豊かにするために”事業への参加  

· 地域交流事業、他施設との交流会、祭、音楽会、運動会、クッキング講座、クリスマス会  

· 地域向けおまつりの開催、各種会議への出席、地域生活支援ネットワーク会議の開催  

· 地域施設、関係機関との協議会、ネットワーク、集い等への参画、参加、相談支援、サービス管

理に関する研修会等の運営への参画  

· 地域自立支援協議会への参加  

· 地域自立支援協議会への参加  

· 地区社協との協働での交流事業、障害者職業活動との連携  

· 地元の祭りへの参加  

· 町内会への広報活動や、介護保険事業者とは情報交換やケース対応を行っている  

· 定例会  

· 当事者団体。家族会等への活動場所の提供。個別支援会議の実施  

· 特に、保健所や福祉事務所、社協…などとの連携は盛んである  

· 病院、他施設との情報交換等  

· 福祉団体、民間とのネットワーク会議  

· 福祉－東部部会の事務局として連帯強化の実施。スポーツを通じて交流をはかり連携強化 

· 法人が自立支援協議会の事務局を担当しているので、十分に連携が可能 ★ 

· 連絡調整、ケア会議の開催 

 

 

具体的な内容としては、地域自立支援協議会が多くあった。その他としては、個別支

援会議、相談支援、就労支援、精神保健福祉などのネットワーク会議等があることがわ

かった。 

しかし個別支援を行う上では、ネットワークや連携は重要であるが、行っていない事

業所もあることがわかった。 

 

 

カ：ボランティア育成（75 件） 

 

· 『こころのボランティア教室』年 1 回 ★ 

· ボランティア養成のための講座開催、育成したボランティアのフォロー、スキルアップのための講

座等 ★ 

· ボランティア連絡会、研修会  

· こころすこやかボランティア講座  

· サークル講師等受け入れ、イベント  

· パソコン、書道、絵画、ヨガ、料理教室など及び受け入れ、日常生活を豊かにするするプログラム

を行うぶがボランティアの育成が必要である。 

· プログラム、行事に共に参加してもらう、プログラム講師の依頼、体験ボランティアの受け入れ。 

· ボランティアコーディネート事業（ボランティア講座、ボランティア研修会の実施）  

· ボランティアスクール（社協）への協力  

· ボランティアの受け入れ、ボランティア講座の開催  
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· ボランティア育成への協力（保健所主催）  

· ボランティア教室等  

· ボランティア講座  

· ボランティア講座  

· ボランティア講座、ボランティア交流会、研修  

· ボランティア講座、ボランティア交流会、日常的なボランティア活動の場の提供 ★ 

· ボランティア講座においてセンターの紹介を行い、ボランティア及び看護学生、専門学校生の受

け入れを行い、地域におけるセンターの役割を学んでいただいた。 

· ボランティア講座の開催  

· ボランティア講座の実施、ボランティアサークルとの懇談会、研修など  

· ボランティア講座の実習生の受け入れ 

· ボランティア講座への参加と講座生の受入れ  

· ボランティア講座を開催している、傾聴ボラとしてプログラムに参加。 

· ボランティア参加の呼びかけ  

· ボランティア養成講座 ★ 

· ボランティア養成講座、行政との共催  

· ボランティア養成講座の講師、ボランティアセンターの設置  

· ボランティア養成講座への協力  

· ボランティア連絡会（月 1 回）、ボランティアによる配食交流（週１回）  

· メンタルヘルスボランティア友の会  

· レクリエーション等への参加。講座や陶芸教室の講師として招く  

· 育成のための講習は実施していない、施設内でのボランティア希望者については個別に対応  

· 育成は困難な面があるが、実習生等で協力してもらえる人にレクリエーションに手伝ってもらって

いる  

· 家族教室の開催、ボランティア連合会（社協）への参加 ★ 

· 海岸、清掃活動（年 1 回）、資源ゴミの回収作業（できることから協力してもらっている  

· 各活動への講師依頼、学生の受け入れ など ★ 

· 各種行事へ参加し、その活動支援、他機関との共催による養成講座  

· 学生ボランティア育成、社会人ボランティア（パソコン指導、合唱団活動）の協力受け入れ  

· 学生や地域住民に障害のことを理解してもらう  

· 関わる上での必要な研修、実習、普及啓発等を行う  

· 希望者（ボランティア）の受入  

· 宮古圏域（5 市町村）で 2 ヶ所実施  

· 月に 1 回、ボランティア主催による会議がある  

· 月に 1 回ボランティア交流会の実施 ★ 

· 行事（食事会、クリスマス会、日帰り旅行）に協力していただく  

· 行事、レクリエーション等への参加要請  

· 行事への参画←ボラの呼びかけ  

· 行事等のボランティア参加、ボランティア講習会講師  

· 行政共同の活動  

· 市社会福祉協議会主催によるボランティア講座の実習受入れ  

· 市内センター、授産施設等との合同ボランティア講座開催と企画  

· 市内のボランティア団体よりボランティアの受け入れを行っている  

· 施設事業に対して町保健師と連携し、参加の呼びかけをし、行事を通して利用者との交流を図っ

た。ボランティア団体の見学の積極的受け入れ  

· 視覚障害者ガイドヘルプ講座 ★ 

· 実習に来られた方がボランティアとして  

· 実習の受入れ  

· 実習生等の受け入れ  
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· 社会福祉協議会のボランティア養成講座に協力  

· 社協夏ボラ受入れ等  

· 場（活動）の提供  

· 新たにではないが、ボランティ懇談会を開催してきた。Ｈ14 年、開設当時より  

· 精神ボランティアグループがあり、会員増に協力したり、交流で理解  

· 精神保健ボランティア講座受講者実習受入れ  

· 精神保健福祉ボランティア講座の開催  

· 精神保健福祉ボランティア講座の開催  

· 精神保健福祉ボランティア講座企画に参加  

· 精神保健福祉ボランティア養成講座を開講し、その後のボランティア定着、相談にものっている。  

· 誕生会、夕食会食事作り、傾聴ボランティア  

· 地域のボランティア団体（精神保健ボランティア）、社協と協力して、ボランティア養成市民講座を

行う ★ 

· 地域住民や地元大学生をボランティア登録して頂き、行事や活動に参加  

· 当センターの職員が必要に応じて研修や交流会に参加している  

· 年 1 回の精神保健福祉ボランティア養成講座の開催 月一回の定例会  

· 保健所ボランティア講座への協力、ボランティア希望者の受け入れ  

· 養成講座  

· 養成講座  

· 養成講座、ボランティア定例会の運営  

 

 

具体的な内容としては、精神保健福祉に関するボランティア養成講座が多くあった。

またボランティアの受け入れを実際に行い、ボランティア同士の交流を行っているなど

もあった。 

 

 

キ：憩いの場の提供（93 件） 

 

· 希望者によるお弁当提供サービス、茶道会の実施  

· 施設をフリースペースとして、365 日開放  

· 1 日 15～20 名の来所者あり  

· 365 日、決められた時間に利用できる場の提供  

· 365 日、施設を開放し憩いの場として提供  

· 5 箇所の憩いの広場の開催  

· 9:30～18:00 の開所時間内で自由に過ごしてもらっている  

· ＡＭ8：30～ＰＭ7：00 まで開放  

· ＡＭ9:00～ＰＭ6:00 まで提供 ＡＭ2:00 までに予約すれば当日夕食（350 円）の提供  

· ＴＶやパソコン、ゆっくりできる場所、集える場の維持、ギター等音楽活動  

· オープンスペース  

· オープンスペース  

· オープンスペース  

· オープンスペース（交流室）の提供  

· オープンスペース、交流室、読書会の提供  

· オープンスペースの設置  
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· オープンスペースの提供  

· オープンスペースの提供  

· オープンスペースの提供 

· スタッフだけでなく、ピアボランティアスタッフの常駐  

· オープンスペース提供  

· カラオケ、パソコン、オセロ、将棋など常備  

· きっさ、軽食の提供、オセロ、カード大会、旅行などのプログラム  

· ケーブルテレビ、パソコン、ゲーム機、マージャン、トランプ、ウノ、オセロ、将棋、囲碁、ビリヤード  

· サロン  

· サロン ★ 

· サロン（地域交流室）の開放  

· サロンの開設  

· サロンの開設、憩いの場、相談の場、フリースペース、交流の場  

· サロンの提供  

· センターを居場所として利用。就労継続支援事業所に通所している人が立ち寄ってから帰宅す

る。  

· たまり場的な寄り合える場  

· ドロップイン  

· パブリックスペースの開放  

· フリースペース  

· フリースペース  

· フリースペース  

· フリースペース、ドリンクコーナー（50 円／日）  

· フリースペース、女性のみの会  

· フリースペース、茶の間の開放  

· フリースペースの運営  

· フリースペースの時間を設置（15：00～17：00）  

· フリースペースの設置  

· フリースペースの提供  

· フリースペースの提供  

· フリースペースの提供  

· フリースペースの提供  

· フリースペースの提供  

· フリースペースの提供  

· フリースペースの提供、おしゃべり会（悩みなどを利用者同志で話し合う）  

· フリースペースを利用者の安らぎの場とし開放している  

· フリースペース提供  

· ふれあい喫茶  

· ホット会員制度（法人独自の登録制度で入浴、送迎等のサービスが利用できる１０００/年会費 

★ 

· みんなの広場（自由時間） など  

· メンバー同士の交流会  

· ワークスペースの開所  

· 火～日まで週 6 日オープンスペースを提供  

· 開放  

· 活動拠点以外に駅前の日中活動事業所２Ｆを憩いの場として開放  

· 活動場所を設置し場を提供している  

· 既存事業  

· 季節ごとに行事の実施、昼食サービス、スポーツ等等  
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· 季節行事、バザー  

· 居場所の提供（ハーフセルフ喫茶利用等）  

· 月～金（9：00～17：00）  

· 交流室の提供  

· 交流室をメンバーに開放している  

· 自由に、ゆっくり過ごせる場所（部屋）を開放している  

· 自由活用  

· 従来の支援センター業務  

· 女性グループ、夕食会  

· 食堂の開放  

· 随時  

· 他の事業所と共有  

· 卓球場、くつろぎの場設置  

· 談話室、交流室の開放  

· 談話室、卓球室、パソコンキッチンの開放  

· 談話室解放（毎火曜を除く、夏冬休暇を除く）  

· 地域活動支援センターとしては、法前と同様センター機能を展開  

· 地域交流活動（イベント）  

· 昼食会、おやつ会の開催、利用者同志の交流の場  

· 当事者の居場所としての提供により、当事者同志の交流や仲間作りの場を提供している  

· 当事者会のサークル活動  

· 当事者同士の交流や仲間作りの場として提供  

· 日中の居場所、仲間作りの場として提供する  

· 日中一時支援の利用をすることで当事者に活動の場、安らぎの場を提供し、見守り、日常的な訓

練を行う  

· 日中活動の場の提供及び憩いの場の提供  

· 日々スペースを開放している  

· 年中無休 9：00～19：00 テレビ、インターネット、静養室、おしゃべりの場  

· 平日夕方～夜、土日祝を中心としたサロンとしての場の提供  

· 利用者さん同志交流できるよう、安心して過ごせるよう支援 ※必要時には職員が介入し、調整

を実施  

· 利用者同士の交流や自主活動グループ活動  

 

 

具体的な内容としては、フリースペース、オープンスペース、サロンとして当事者の

仲間つくり、住民との交流の場としての提供が多かった。 

また⑨のセルフヘルプ活動へも繋がるが、当事者活動の場として提供しているところ

もあった。 

 

 

ク：普及啓発（95 件） 

 

· 『こころの健康講演会』年 2 回 ★ 

· オリジナル曲（利用者作詞、職員作曲）でのコーラスグループが地域の行事に参加、通信  

· 機関紙の発行  
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· 地域住民を対象とした講演会、各市町の民生委員研修への協力 ★ 

· イベントへの活動紹介  

· イベント開催等  

· お祭り、地域イベントへの出店、講演会、パンフレットの作成  

· こころの健康講座協力  

· コミュニティセンター、スポーツフェスティバル参加  

· サンサン祭りへの参加  

· バザー、コンサート、イベント等でパネル展示等行う  

· ボランティア養成研修  

· メンバーの体験発表  

· メンバーの発表の場「友とぴあ」の発送  

· 一般市民、大学、民生員等への講演  

· 夏祭り、各団体への啓発  

· 家族会の講演会に抱きあわせて、健康体操を実施  

· 家族会事務局  

· 会報等の発行  

· 会報発行、精神療養講座  

· 各種セミナー、行事の開催  

· 各種市民に向けた後援会、勉強会の開催  

· 各種実習生、見学等の受け入れ、各種講師依頼の受け入れ  

· 各種発表会等への参加  

· 各大学、ボランティア団体等への講師派遣、ホームページ公開  

· 学習会、情報誌の発行、他の事業所との共同でのイベント企画運営  

· 学習会の開催  

· 学習会の開催、情報誌の発行等  

· 活動内容を便りにして民生委員等に発送している。  

· 管内の各機関で構成している「こころの病のある人が地域で安心して暮らせるようにする社会」

（ネットワーク会議）の事務局を担っている  

· 既存事業  

· 機関紙「やすらぎたより」の発行  

· 機関紙の配布。自立支援協議会を通じて（精神分野の部会）学習会等を行う ★ 

· 機関紙の発行  講演会の開催（共催） 委員会の設置  

· 機関紙の発行、福祉講座  

· 機関紙の発行。青少年支援。地域行事への参加及び施設の行事案内等を行い施設の開放化を

図る  

· 機関紙発行、地域交流会  

· 機関誌の発行、地域の商店街において「ふとしのえき」設置、こころの相談窓口を２ヶ月に１回開

催し、協賛している  

· 喫茶スペースを使い、ふれんどりぃぷちシアターの実施 ★ 

· 月 1 回の通信（機関誌）の作成  

· 研修会  

· 県、市主催のスポーツ大会や歌の催し物に参加  

· 交流会、ネットワーク活動  

· 公開セミナー、健康チェックの日  

· 公開講座、ボランティア講座  

· 広報作成、発送  

· 広報誌  

· 広報誌の発行（年数回）、月間予定表送付（関係機関）  

· 広報誌発行  地域交流事業  
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· 広報誌発行（月 1 回）220 部  

· 講演会  

· 講演会  

· 講演会 ★ 

· 講演会、映画上映会の実施（不定期）  

· 講演会、広報誌の発行  

· 講演会の開催  

· 講演会の企画と主催  

· 講演会や医療機関へのリーフレット送付で普及啓発している  

· 講演活動、見学・実習の受入  

· 講座、講演 etc 市役所を通したり県サイドで考えてもらったりしてすすめている。  

· 高齢者施設の慰問（カラオケ）、地域行事（夏祭り、芋煮会等）や駅前商店街のイベントに参加、

交流を通じて、「普及啓発」に取り組んでいる  

· 座談会開催  

· 市民学習会  

· 市民公開講座の開催  

· 市民講座の開催 ★ 

· 市民精神保健講座  

· 支援センターだよりの発行（毎月）、精神保健フォーラムの共同開催  

· 施設連絡会による行事、「ふじいでらわっしょい」の開催、地域バザーへの参加等  

· 自助グループへの支援  

· 秋祭りの開催  

· 障害に対する理解促進を図ることを目的として講演会を行う  

· 障害者ケアマネジメント研修会実行委員、同開催等  

· 障害者施設説明会等  

· 情報紙の発行  

· 心のネットワークセミナー主催（精神障害についての知識普及、当事者による発表など）  

· 人権擁護での講習会を年１回行っている 

· 精神障害者主張大会、心の健康を考える集いなどへの参加  

· 精神保健福祉に関する講演会、地域交流バザー  

· 精神保健福祉講演会（年間 2 回）  

· 専門学校生、ボランティア受け入れ  

· 他の障害者関連施設、高齢者関連施設職員への精神障害に関する勉強会の実施、地域のイベ

ントへの参加  

· 他法人２施設と団体をつくり、当事者イベントや総会等を行っている  

· 退院促進研修 ★ 

· 地域で開催されるイベント等へのパネル展示等  

· 地域における障害に対する理解の促進を図る為、行政、関係機関はもちろんの事、地域住民に

対してもあらゆる型で普及啓発を行う、広報等  

· 地域ネットワークへの参加、発表等  

· 地域の自治会の集まりや、民生委員の集まりに定期的に参加  

· 地域住民への啓発、講演会等の実施  

· 地域理解促進事業や市民向けの講座を通じての啓発活動（当事者による体験発表を行ってい

る）  

· 当法人による講演会  

· 年数回講演会  

· 保健所、家族会などへの講師派遣、勉強会などの開催  

· 法人文化祭など  

· 民生委員さんとの定期的な交流会、学校（小学校～高校）への出前授業（当事者の講演会）  
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· 民生委員協議会への参加をし、障害の普及活動をしたり、住民・企業への広報活動  

 

 

具体的な内容としては、市民や、福祉関係団体に向けた、自主企画として精神保健福

祉についての講演会の開催、機関紙の発行をしているところが多かった。 

講演会などの開催に向けてのプロセスでの地域や、行政との関わり、そして開催する

際の財源などについても気にかかるところであるが、本調査では見えてこないため、今

後は必要であると考える。 

また地域の行事への参加を通しての普及啓発を行っているところもあった。 

 

 

ケ：セルフヘルプ活動（63 件） 

 

· ピアカウンセラー活動、毎週月水金、14：00～17：00、家族相談員活動、毎月第1～4月水金、10：

00～12：00  

· 自助グループ「サークルむつみ」への支援、富山県精神障がい者団体連合会への支援  

· ＧＡ活動への支援、当事者様を講師とした創作活動 ★ 

· Ｈ18 よりピアサポーター養成講座を全区的に呼びかけ実施 ★ 

· ＳＳＴ、ミーティング、プログラム語り合い  

· ＳＳＴのプログラム。セルフヘルプグループへの支援等を行う 

· アルコールの自助グループの支援、ソフトボールその他、活動の企画を利用者中心で行っている 

· アルコール依存相談を断酒会全員に依頼  

· グループ支援  

· サークル活動  

· サークル等  

· スポーツサークル  

· セルフヘルプグループ（竹の子の会）の援助  

· セルフヘルプグループ育成講座 ★ 

· セルフヘルプフォーラム共催 断酒会支援  

· セルフヘルプミーティング  

· チケットヘルパー事業の立ち上げ（合い言葉はおたがいさん）、地域のみまわり活動  

· なかまの会（ピアカウンセリング） ピア ミーティング など ★ 

· パソコン教室  

· バンド活動の舞台発表  

· ピアカウンセリング  

· ピアカウンセリング ★ 

· ピアカウンセリング（語り合う会） ★ 

· ピアカウンセリング、ピアグループカウンセリング、ピアサポートボランティア事業、グリーンフレン

ド、おしゃべり電話  

· ピアカウンセリング、当事者団体活動支援  

· ピアカウンセリングや当事者活動の支援  

· ピアカウンセリングを実施、ピアカウンセリング要請講座を実施  

· ピアグループのサポート  

· ピアサポーター  
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· ピアサポーター養成講座毎年開催、ピアサポーター活動支援  

· ピアサロン―当事者運営によるサロン、ホットクラブ―当事者運営によるミーティング ★ 

· ピアのフリートーク、ピアの電話相談の実施、ピアサポーターとして退促事業のサポーターとして

の活動支援、当事者グループにユーザーズルームの提供  

· ピア講座、話聞く場  

· フリースペースでの自然発生的なグループピア  

· フリートーク、料理教室（スタッフは付き添い）  

· プログラム講師（アロマ、ハーブ、トールペイント） ★ 

· メンバーの集い（月 1 回）  

· ユーザーミーティング、行事  

· 各活動、センター登録者のミーティング  

· 活動のサポートと場の提供  

· 居場所を通じて当事者が当事者によるグループ活動をいくつか始めている。  

· 左記（2）のグループ活動など  

· 山口県内の精神障害者当時者の会「なつみかんの会」の事務局として、会の活動（総会、交流

会、体験発表会、文集の発行）の支援を実施  

· 自助グループ"スマイル"の支援  

· 自助グループ事務局  

· 退院促進等のピアサポート ★ 

· 3 土曜日開催、悩みの共有、イベントの企画、他グループ主催のイベント（車イス体験）に参加  

· 地域活動支援センターで当事者スタッフがメンバーの話し相手  

· 茶和会  

· 茶話会、ピアカン  

· 当事会の活動（月 1 回例会）、家族会活動への支援  

· 当事者グループの世話役  

· 当事者グループミーティングを月 1 回実施  

· 当事者の会（ＮＰＯ法人）への参加協力  

· 当事者の会、家族会支援  

· 当事者の会を設置し、大学の教官からサポートしてもらうなど、活動の輪が広まってきている  

· 当事者会、廃油石ケンづくりなど  

· 当事者会との交流  

· 当事者会の支援  

· 当事者会事務局  

· 毎月 1 回ではあるがピアカウンセリングの定例会を開催し、メンバー同士の自助活動の場を設定

し、側面から支援している  

· 毎月 2 回「つどい」を行っている。又、年に一回県との協働で講座なり講演会なりを行っている  

· 話し合いの場を通し、ピアサポート・エンパワメントの視点から利用者ミーティングの充実を図る  

 

 

具体的な内容としては、ピアカウンセリング、ピアサポーターの養成、導入、セルフ

ヘルプグループの活動、養成などを行っているところが多かった。 

またサロン等を当事者が自主的に運営、当事者同士の電話相談なども取り入れている

ところもあった。 
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コ：その他（90 件） 

 

· 各市町で実施されている、精神障害者グループワークへの技術提供、協力支援 ★ 

· 各専門団体活動へのさんか、運営、協力等  

· 退院促進強化事業の受託、実施 ★ 

· 地域での暮らしの体験の場（アパート賃借）の運用 ★ 

· ＤＶＤシアター  

· ＤＶＤ教材を用いた健康教室の実施（タバコ、食事）  

· ＳＳＴ  

· カラオケ、ハイキング等のプログラム活動 ★ 

· ケアマネジメント研修  

· コーヒー（1 杯 20 円）  

· サービス利用計画の作成、障害程度区分認定調査 ★ 

· サテライト－月 1 回実施。社会資源の乏しい地域において出向き、憩いの場相談の場を提供  

· スポーツ、ヨガ、映画会、昼食会  

· スポーツ活動  

· ソフトボール大会、ソフトバレーボール大会、家族会 など  

· テニス同好会、ヨガ、夕食会  

· トレーニング器具を用いた体力作りの実施  

· バス旅行（年 4 回)、福祉イベントへの参加  

· パソコン教室 ★ 

· ピア・カウンセリング－グループワークを月1 回定期的に実施。基本、ピア・カウンセラー中心によ

る運営、スタッフは側面的に支援。過去は他施設への出張ピア・カウンセリングも実施  

· プログラム、行事…食事会、スポーツ、囲碁、茶道、餅つき、花見  

· ホームヘルパーステーション→ピアヘルパー実施に向けて ★ 

· レクリエーション－余暇活動支援として、スポーツ（ソフトバレー月 1 回、ソフトボール月 3 回、他機

関の施設と合同で実施、交流）季節折々の行事等  

· レクリエーション  

· 移動支援、障害の為、屋外への移動が困難な当事者に対し自活生活及び社会参加の為の外出

支援を行う ★ 

· 移動地域活動支援センター「フレンズ」（第 2 火曜日） 会場 公民館、対象 回復途上にある者 

★ 

· 園芸活動  

· 家族会  

· 家族支援（当事者の家族及び家族会支援）、家族との面談、学習会、行事･研修会の案内、懇談

会等  

· 各専門実習、見学等  

· 学習プログラム：パソコン教室・コミュニケーション学習会  

· 学習会…ＳＳＴ、パソコン  

· 季節の行事や各種レクレーション活動  

· 喫茶店の運営（1 回／Ｗ）  

· 居住サポート事業、相談支援、充実強化事業 ★ 

· 居住サポート事業（委託されつつも人員体制に限りがあることから、24 時間相談対応を可とする

ところまでには現段階においては至っていない） ★ 

· 居住支援  

· 居住支援市民の会事務局  

· 居宅介護（指定障害福祉サービス事業所より県より指示）  

· 協力機関型ジョブコーチ支援事業（障害者職業センターと協力連携）  
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· 金銭管理の難しい方に対しては自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の利用を斡旋したりす

るなど権利の擁護のための援助  

· 在宅利用者の訪問支援  

· 作業所巡回指導事業  

· 指定相談事業、認定調査事業 ★ 

· 自主活動：カラオケ、卓球、茶話会、音楽鑑賞、ヨガ、話聞く場  

· 実習生の受け入れ  

· 実習生の受け入れ  

· 社会生活トレーニング事業 ★ 

· 就労移行支援、雇用、福祉、保健、教育等の関係機関と連携を図りながら職業生活に必要な支

援を総合的にてマネジメントする ★ 

· 就労支援（相談、訪問、ジョブコーチ、他機関連携）  

· 就労勉強会、ジョブガイダンス  

· 就労面接同行、職場見学等就労支援  

· 住居入居等支援事業  

· 出張サロン（女性だけの集い） 木津川市のみ お菓子づくり お茶会 ★ 

· 障がい者の地域生活移行支援に関する基礎研修事業 ★ 

· 障害ネットワーク（各障害毎の相互への連携）  

· 障害程度区分認定調査  

· 障害福祉課に専門相談窓口の設置  

· 食事サービス  

· 食事サービス～昼食と夕食提供（200～250 円）  

· 生活訓練の場  

· 生活支援、サポート事業 ★ 

· 精神科医を交えての茶和会  

· 精神障害者退院支援事業 ★ 

· 精神障害者地域移行支援事業 ★ 

· 精神障害者地域生活移行支援特別対策事業  

· 洗濯（1 回 50 円）  

· 他の支援センター連絡会の開催  

· 退院促進を行うためピアサポーターを育成し圏域病院への訪問を実施 ★ 

· 退院促進支援事業、退院促進用居室確保事業  

· 退院促進支援事業（都・福祉） ★ 

· 退院促進事業、居住サポート事業（スマイルサポート）  

· 退院促進事業、圏域コーディネーター事業 ★ 

· 地域移行支援事業  

· 地域移行支援特別対策事業  

· 地域自立支援協議会の運営 ★ 

· 地域自立支援協議会の設置〔事務局機能の役割を担う〕 ★ 

· 地域生活移行支援事業  

· 中学生職業体験の受け入れ  

· 昼食サービス  

· 定期的に他障害の相談支援従事者とのネットワーク作り  

· 当事者による地元中学校への出前福祉講座 ★ 

· 当事者のみ（通院している方限定）のミーティンググループ  

· 日中一時支援、当事者の家族の就労支援や一時的休息を図る事を目的とした活動の場の提供 

★ 

· 日南市自立支援協議会事前会議  

· 入浴（1 回 50 円）  
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· 入浴、ランドリーサービス～場の提供  

· 発達障害を考える会  

· 販売体験講座 ★ 

· 不登校・引きこもりのための学習支援室（元教員のボランティアあり） ★ 
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（２）事業実施上の課題（問１４） 

（１）でお答えいただいた事業を実施する上でどのような課題や問題がありますか。 

 

図表 2-40 事業実施上の課題 

事業実施上の課題 件数 

ア：人員不足 45 

イ：利用者確保 9 

ウ：業務量増大 5 

エ：財源不足 5 

オ：利用者の自己負担 2 

カ：利用者拡大等の課題 2 

キ：その他 23 

ク：特にない 5 

 

主な課題としては、マンパワー（人材）不足、それに伴い事業費の少なさ、利用者数

（当日キャンセル等）、などがあげられている。 

 

以下は、事業実施上の課題の一覧である（基本的に原文のまま掲載）。 

 

ア：人員不足（45 件） 

 

· マンパワーの不足 

· マンパワー不足、財源不足 

· これだけの事業をするマンパワーが欠けている 

· サークルを増やして欲しいという要望が多いが、人員が足りない 

· サロンでは個別対応に多くの時間を要する。マンパワー不足 

· スタッフが少ないので事業の実施そのものが大変。新たな事業に取り組む余裕がない 

· スタッフが足りない 

· スタッフのマンパワー不足、センターが狭い、資金不足 

· スタッフ充実 

· 相談と活動が別のため、利用者を支援する十分な人数が足りておらず、日々の事務や他団体と

の調整に追われている 

· マンパワーの確保…つまり運営費の確保 

· マンパワー不足 

· マンパワー不足、やらなければならない事業が多く、職員の健康に危惧している、施設内での対

応に追われ訪問等アウトリーチができにくい 

· マンパワー不足や地域交流の充実化 

· 開所日数、開所時間に対して、相談支援専門員が不足している 

· 活動が増えて、スタッフの不足が課題 

· 事業収入が減額になり、マンパワーに影響している、事業の地域が広がりすぎて、サービスに限

界がある 

· 少ない職員体制で幅広い活動を求められる 
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· 職員の関われる時間的余裕が少ない、ボランティア等のマンパワー不足 

· 職員の配置、事業を広げようと職員の人数に限りがあるため、無理な体制となる 

· 人員不足 

· 人員不足 

· 人材不足、財源不足 

· 人手不足 

· 人手不足 

· 人手不足 

· 全体的に人材不足 

· 相談支援事業と生活支援事業と同時に行なうと職員が足りなく、それを補う予算がない 

· 多様な業務があるため、現状の職員数では人員不足していることが課題である 

· 大きくは職員が足りない状況がある。すべて行う為には職員数の充実が課題であり問題と考えら

れる 

· 日中活動を行う上でスタッフが少ないためボランティアの確保 

· 役割の明確化、委託事業のため、次年度継続していけるかの不安、業務量は増加しても、職員

数は増やせないのが現状 

· 事務員等の配置がない 

· 創作的活動や生産的活動を行いながら、他の利用者の相談を受けるのはむずかしい、職員の

人数が少ないため、きめ細かい所まで提供することがむずかしい 

· 相談事業と活動センター事業を同じスペースにて行っている、活動センター事業はメンバーがい

るかぎりスタッフが貼りつけになってしまう 

· パソコン講座などは、助成金をとって、やっと開催にこぎつけた、職員の人数が少なく、十分なプ

ログラム活動が行えない、利用者が増えてきたため、きめ細かい対応ができない 

· ボランティア育成について、当事者の中で、個人情報流失について神経質になられる方がおり、

一般住民のセンター来所に嫌がっておられる方がおられる、有資格者やＰＳＷを受験する程度の

知識を持っていないと関わって欲しくないなどの意見もあり、スタッフとして消極的になってしまっ

ている 

· 安定した委託が保証されず、スタッフの質の担保が難しい 

· 援護寮の夜間業務を兼務しているので、マンパワーの確保に苦慮する面あり 

· 基本的には、旧法時代と変わらないが委託金額の低さによる職員配置の制限があり、充分な対

応ができていると思われない 

· 参加者の意欲をどう引き出し、継続させていくか（利用者に対して）、スタッフの確保、スタッフの

スキル 

· 実利用人数、1 日 20 名をこえるよう、プログラムを考えるが個別相談をじっくりとしていきたいと思

うところもあり、人員配置やエネルギー配分が課題 

· 当事業所は、創作的活動よりも、相談事業、また、アウトリーチの活動に力をいれている。マンパ

ワーの充実、専門職種の配置が必要と考える 

· 利用者の希望にあわせて、実施しているものが殆どだが、参加者個々のニーズに十分に応えら

れず、プログラム活動が限られてしまう。スタッフが十分に対応できず、希望されたもの、活動に

必要なものが準備できない 

· 専門相談員一名の配置は、一度に相談が重なったりすると（ＴＥＬ）サポートが必要。相談員も精

神的負担が大きいと思う、ジョブガイダンスの実施にあたっては利用者の理解、協力がないと継

続困難 
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イ：利用者確保（9 件） 

 

· どの事業を実施するにも参加者がどれだけ集まるかＰＲを事前に実施して行く必要性がある 

· 講師を依頼する場合、予算的なことを見通して依頼している。どのくらいのメンバーが関心がある

のか、少数では実施できない 

· 自主活動のプログラムの開催にあたって、人が集まらなかったり、継続するのが時々難しくなっ

たり、企画を実現させていくことの難しさ 

· 対象者（利用者）が固定しない 

· 当施設で行う場合、市内でも中心部が離れた場所にあるため、利用者の参加が少ない 

· 当事者は当日キャンセルなどが多い 

· 同一法人の医療機関のＤＣと競合しており、日中活動の行事の参加者が少ない 

· 利用者の確保（1 日の実利用人数が 20 人に満たない）、スタッフの不足、事務量の多さ 

· 利用者の多くは、日中他の事業所へ（就労支援施設、デイケア等）出かけているので平日はなか

なか来所人数が伸びない、プログラム等は土日に集中してしまう 

 

 

ウ：業務量増大（5 件） 

 

· これまで以上に、事業内容が増えたので、ゆとりのない活動（中味のうすい支援）になっている 

· 行政（那覇市）担当の業務も委託相談支援事業所にまる投げ？されている 

· 何でも委託内容に追加されるのが困る。どんどん支援センターの業務が増える、業務量が多く煩

雑である。基盤が脆弱。陰性の感情の軽減・除去 

· 業務が多忙 

· 24 時間相談対応、あるいは様々な夜間、休日等の緊急時の対応においては、一法人一施設に

あっては〔どの施設においても）おのずと限界がある 

 

 

エ：財源不足（5 件） 

 

· 報酬算定ができない 

· プログラムを充実させるには人件費が必要、低賃金で、先の見えない自立支援法（程度区分そ

のものの問題など）、働く側としても希望が持てない。後に続く職員も来なくなる 

· 収入の安定財源の確保 

· 引きこもりのサロン等今以上にサロンを多様化した時に経営（人件費、場所コスト）の保証がない 

· 市町村事業になり運営費が激減したこと、人件費が削減され、St の数は減らないが、兼務（6 人

中 5 人）で、事務量が増え、Mb に向き合う時間が無くなった 

 

 

オ：利用者の自己負担（2 件） 

 

· 利用料の自己負担の問題があります 

· メンバーの方の自己負担が必要（お金が必要）な活動の場合、収入が少ない方もおられるため

活動内容が限られてくる場合もある、決められた活動、継続して行っている活動など、マンネリと

なる傾向がある 
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カ：利用者拡大等の課題（2 件） 

 

· 障害をオープンにして地域での活動をすることに対してまだまだ抵抗が大きいです 

· 自立支援法導入で三障害児童の受入れをするが精神にのみあった憩いの場に精神の人が来れ

なくなっている 

 

 

キ：その他（23 件） 

 

· こま切れの事業ごとの委託を寄せ集めて年間計画、予算を立てる形のため、職員を中長期的に

配置した事業展開がやりにくい 

· まだ精神障害や病気の理解が充分ではなく福祉の世界でも共有できてない面がある、精神を専

門に支援している支援者の中にも他分野や他領域とあいまみえず、独自のやり方を通している 

· 移行するにあたって 今まで利用して下さった方がスムーズに引き続き利用できるように体制を

整えたい、地域づくり（アウトリサーチの難しさを感じる） 

· 事業が市町村事業となったことにより、5 市町村均一に一定の成果を求められるため自由な運営

になりにくい部分がある 

· 4 番の相談支援事業ですが、センターでは日々相談があり、その場での解決で終ってしまいま

す。なので継続的な支援はなかなかありません 

· いろんな行事する上でいろんな分野で活躍している人をまき込んでいくことが大変むずかしく今

後の課題である 

· センター利用者が一定のメンバーになりつつあり、馴れ合い的な集まりになりかけている。自主

性を尊重しているが良い場合もあるし、悪い場面を生む場合もある 

· より多くの人に相談支援を実施するためアウトリーチを積極的に行っていきたいが、地域活動支

援センタープログラムを平行して行わなければならないため、マンパワーが不足する 

· 行政サイドでの連携に疑問を感じる場面がある 

· 事業者が少なくて全ての課題が積み残されている 

· 十分なアセスメントを面接等によって行う 

· 数え上げればきりがない 

· 創作的活動、生産的活動は、就労支援施設で行っているため実施する予定もないが、要綱上市

町村からよく指摘される 

· 相談支援事業とのバランスを考えて事業内容を作る必要がある 

· 相談支援事業との両立のために、地活との当番制の確立 

· 単独のフリースペースの確保、障害者団体運営の事務局負担が大きい 

· 登録に結びつくまでの段階の支援が、地域活動支援センターの利用実績に反映されていない、

委託を受けた自治体以外の居住者を、人数枠の関係上受け入れにくい 

· 特にサロン（居場所、憩いの場）では、利用期限などを設けていないので長期間利用者と新規利

用者との関係が難しくなっている。境界例ケースなど利用がグループに及ぼす影響に苦慮する 

· 利用者の高齢化に伴う活動内容の見直し、施設整備（駐車場がない）など 

· 利用者は、生産活動は好んでするけど、創作活動は好みません。生産活動は、わずかではある

けど工賃があることに魅力を感じているのだと思います 

· 委託事業となったことで、各市町が数字や書類に表れる明確な事業効果を求めてくること 

· 相談事業を委託したことで、全てセンターで対応してもらえるのではととらえられがちなこと 

· 地理的な問題（圏域内で事業所が偏在している） 

 



 

71 

（３）課題の克服に向けた条件整備（問１５） 

その課題や問題の克服に向けてどのような条件整備が必要でしょうか。 

 

図表 2-41 課題の克服に向けた条件整備 

課題の克服に向けた条件整備 件数 

ア：財源確保 22 

イ：事業の見直し、制度の見直し 18 

ウ：人員確保 16 

エ：協力・連携の強化 6 

オ：広報・アピールの充実 4 

カ：ボランティア育成 2 

キ：地域の他機関の充実 2 

ク：その他 17 

 

上記の課題の克服に向けた条件整備としては、財源確保２２件、事業の見直しが１８

件、その他が１７件、人員確保が１６件であり、やはり財源確保は大きな課題であるこ

とがわかった。 

 

以下は、課題の克服に向けた条件整備の一覧である（基本的に原文のまま掲載）。 

 

ア：財源確保（22 件） 

 

· 人を雇えるお金、つまり補助金が不足している 

· 安定した収入を確保（増額）しマンパワーを取り戻す 

· 委託等の増が必要（特に発達障害の方を受け入れるにあたって） 

· 委託費増 

· 財源的裏づけと毎年継続した保障をしていく 

· 事業運営の為の予算増大が必要 

· 事業内容が増えたのと同時に予算を増やしてほしい（人件費拡大）、当事者スタッフ雇用体制整

備、自立支援協議会の活用 

· 事業費（人件費）の確保、相談事業との兼ね合い、整理 

· 事業費のアップ 

· 人的資源確保の為の財政的基盤の安定化確保 

· 専門的な相談に対応できる人材の育成のための予算 

· 補助金増額 

· 母体法人とのやりとりの中で、人員確保、その為には安定した事業費確保が大切 

· 予算化 

· 予算的な部分が一番ネックとなっている 

· 補助金の増設 

· 市町村からの委託費維持、増収 
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· マンパワー、賃借料(25 万/月）が高いので、常に市より移転を迫られている。家賃補助が国の制

度としてあるなら教えてほしい 

· 委託金額を相談支援事業における専門職員の配置に必要な額に設定してもらうこと、そのため

にも、基準額の設定による地域格差の是正を解消すること 

· 国単運営のための事務局へ補助金がほしい（人件費） 

· 相談事業に対する充分な財源確保 

· 地域内の一体的なシステム財源確保 

 

 

イ：事業の見直し、制度の見直し（18 件） 

 

· 一番いいのは制度をもとにもどすこと、小さい市なので各障害のセンターがないこともあるが、他

市に委託するとお金の面でも苦しくなる。そうなると支援センターの存続は難しいと思われる 

· 活動ひとつひとつについて、見直しをしながら内容を充実させていく。スタッフ間の連携、他の関

係機関との連携、スタッフのスキルアップなど 

· 県（保健所）が、「市の裁量」でひとつ覚えの答えから脱却すること 

· 個別給付にならないかを考えてはいるが。引きこもりは障害とならないので現状では難しい 

· 市の条例による縛りもある為、そこの緩和も求めている 

· 事業メニューごとに予算をつけるやり方ではなく事業所の規模、活動内容に必要な人員配置に

予算を対応させ、総合的なサービスが安定的、継続的に実施できるようなしくみ 

· 自立支援法以前の補助金額に戻して欲しい。スポンサーが市になって福祉の予算は削られる一

方 

· 定数の増加が必要 

· 福祉にかかわる職員（行政）が簡単に移動しないしくみ 

· 法整備、国からの適正な基準 

· 利用者には自己負担を求めないサービス体系が必要だ 

· 所内、援護寮と地域生活支援センターとの再編またはさらなる連携について話し合い 

· 相談支援事業の枠組をある程度絞って欲しい。新たに居住サポート事業の追加をお願いしたい

と言われているが、現在のスタッフの数では、とうてい難しい 

· 相談支援事業を独立させるか、人員配置基準の見直し 

· 将来的には、地活上の根本的な法的根拠をかえていくべき 

· 日中活動に参加できない登録者の支援を実績に反映できるしくみが必要と感じる。委託を受けた

自治体以外の登録者についての扱いを柔軟に解釈して頂きたい 

· 日曜祝日以外基本的に開業している弊害により、平日の職員体制の確保が十分でない（代休の

発生）ことから、対応が不十分。開業日の縮小を行う必要ある 

· 支援センターの変偏在により、利用しづらい地域の方もいる、サテライト運営など、柔軟に展開で

きたら 

 

 

ウ：人員確保（16 件） 

 

· スタッフの拡充、地域への営業攻勢（広報活動、活動場所の開拓） 

· スタッフの増員 

· 常勤職員の配置や職務分担の見直しが必要 

· 職員のスキルアップ、適切な人員配置 

· 職員増員 

· 人員、人材確保、予算 
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· 人員の増員 

· 人員の増加と確保、環境整備の為には金銭面での補助が必要となり、行政や地域（住民、会社）

などの理解と協力が必要となる 

· 人員の補充（補助金の増額） 

· 人員確保のため、補助金のアップ（常勤専門職の雇用が可能である程度引き上げが必要） 

· 人員増 

· 専門性、柔軟性が求められるため、人材の確保が難しい 

· 創作的活動や生産的活動を行いながら、機能強化事業を行うことがむずかしく常勤職員の増員

があれば、もう少し対応ができる 

· 働く者の賃金を上げれば、自然に優秀な人材は集まってくる。今は専門職を目指す人が少なくな

ってしまった（親も自分の子供に福祉職をすすめない） 

· 人員確保とそれを維持できる安定した経営基盤 

· 市場原理の導入は難しいと感じるが、今後は雇用を含めた条件・制度整備、人員等確保が必

要。相談業務のストレスの大きさの理解 

 

 

エ：協力・連携の強化（6 件） 

 

· ネットワーク作りの強化 

· 紹介元との連携を十分に 

· 地域との協力体制構築 

· 日頃からの協力関係 

· 連絡を密に取る 

· 地域において（地域ネットワークや複数施設、施設の枠組みをこえたチームとしてのつながり等

の中で）24 時間相談対応を可能とする地域の支援システムの体制づくり 

 

 

オ：広報・アピールの充実（4 件） 

 

· 支援センターの必要性のアピール 

· ボランティア育成等を通して、地域の理解支援を求めていくとともに、障害者には個々の特技等

を生かし自信をつけさせること 

· 行政機関との連携し啓発して行くことが望ましい 

· 地域への広報 

 

 

カ：ボランティア育成（2 件） 

 

· ボランティアの育成 

· 一般にボランティアの呼び掛けと同時に家族の方のもボランティアとして協力を願う 

 

 



 

74 

キ：地域の他機関の充実（2 件） 

 

· 事業を他機関へ分散する 

· 地域支援センターが少ない（80 万人都市に 1 ヶ所の支援センター） 

 

 

ク：その他（17 件） 

 

· ”通いやすい場所”を確保していきたい。サテライト式も考えたところですが、しかし、スタッフの人

数の不足により、ままならない状況にあります 

· 各市町村のデイケア（ソーシャルクラブ）との連携により、目に見える成果を検討 

· 数字として、表れてこない部分をどのように評価していくか 

· 地域の相談支援体制の整備 

· 相談員が同僚にサポートを求められた援助しあえる体制づくり、利用者との関係づくり、受講のメ

リットを他メンバーに話したり就職の実績づくり 

· 低額でも楽しむことのできる資源探し、活動に変化を取り入れ、皆で楽しむことができるようにす

る 

· 領域や分野をこえた集まりや勉強会、講演会を開催、事例集の作成、自立支援協議会の強化 

· 生活の豊かさを求めて企画しても興味を示さない、経験ないことは無視されます、故に、ある程

度希望を取り入れながら計画し、少しずつ変化を加えながら実施している 

· ニーズを的確にとらえる。活動と相談のバランスをとる 

· やりたいことを実現していくための下地つくりをスタッフ共々協力する場面や、少人数でも続けて

いくことの意義や、また、逆にやらない、やめることの自由さを保障していくこと 

· 市に対して具体的な業務量の提示 

· 地活としてのあり方、役割をどうとらえるか、また、他の地活との差別化を図る（特色をつける）必

要性 

· 問題が生ずる毎に本人と丁寧に相談を重ねているがなかなか改善できないときはサロン利用を

一時停止することがある 

· 利用者のみでの集まりは自由すぎると感じることもあり、センター側からの助言を聞きいれてもら

うこともある 

· 予定をゆったり組む 

· 公共施設の一室をフリースペースとして提供してほしい 

· 入退院を繰り返される状況の中にあっては（グループホーム入居者、ひとり暮らしをされている方

等）、医療的な見守りを含めたサポート機能を有する地域での受け入れを可とする居住支援の場

が必要 
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（４）新たに取り組みを開始した経緯（問１６） 

新たに取り組みを開始した事業はどのような経緯で開始されましたか。 

 

図表 2-42 取り組みを開始した事業の経緯（主なもの） 

取り組みを開始した事業の経緯（主なもの） 件数 

行政の依頼（協議）等により 17 

利用者のニーズ、要望により 11 

新たに開始 11 

法改正に伴って 10 

活動継続を図るため 3 

 

 

主な経緯としては、行政の依頼（協議）等や、利用者のニーズとされる一方、障害者

自立支援法の施行に伴い、利用者を確保するために行ったとされるところや、地域自立

支援協議会から発展したところなどが比較的多くあった。 

 

以下は、取り組みを開始した事業の経緯の記載一覧である（基本的に原文のまま掲載）。 

 

· 市町村地域からの要望、実践アップの方法として 

· 委託事業に組みこまれたことから、開始 

· 県からの委託（退院促進支援） 

· 県や市から以前取り組んでいたものと近いということから提案があったり、事業所内で検討した結果 

· 市からの委託および必要性 

· 市からの要請によりピアサポート強化事業としてパソコン教室を開講しました 

· 市の委託事業 

· 市より「生産的活動」を行うように指導があり開始 

· 千葉市からの意向を受けて 

· 北海道からの委託 

· 事業委託の調整を行う中で、各市町と協議検討して 

· 木津川市のみ実費での委託費の上乗せがあり、木津川市住民限定での事業をすすめる必要性があっ

た。センターが駅徒歩 25 分という不便なところ（東部地区）にあるため西部地区での出張サロンを実施

した 

· 県（振興局）が中心となり、枠組みを各市町村担当を交え協議した 

· 23 年度までの退院促進特別対策事業の中で整備されたピアサポーター事業の委託を受けたため、そ

れまで育成してきたピアグループを事業化することができた 

· 横浜市健康福祉局の市単補助事業で生活支援事業の1つ（利用者のＳＳＴは従前より実施しているが）

家族はどうなのかの発想から家族ＳＳＴを実施 

· 那覇市担当課（障害福祉課）より相談支援事業所として、行う事業として説明を受ける 

· 社会生活トレーニングは区からの要望を受けて、喫茶の運営はもともと授産でやっていたスペースを利

用し、地域との交流を計りたいと考えたため 

· メンバーの方のニーズがあった（ミーティングで決めた） 

· ニーズに応じて 
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· ニーズの大半は就労したいという内容であり、ヘルパー資格取得者や希望者が多い中で、実現できそ

うということで試みようということになる 

· 基本的には、利用者さんのニーズをどれだけ具体化できるかというところから実現してきた 

· 就労に向けたニーズが高まっている為、他の関係機関の要請に応える為 

· 必要に応じ、当事者の声 

· 利用者の意見を聞いたりした 

· 利用者の方々の要望を参考にした 

· 利用者数を満たすため、充実したプログラム内容に 

· 利用者様の希望ややりたいことを形にしていくことで開始された 

· 一七会（地域バザー）の参加は、利用者の希望と地域の諸団体との交流の必要性から開始した 

· 海岸清掃への取り組み、利用者に自分達でできることから始めようと呼びかけ、清掃事業と芋煮会を組

み合わせて実施 

· いくつか新しいプログラムを実施した（法制度の変化によるものではない）、利用者からの希望等を考慮

して新しいプログラムを実施した 

· 活動支援センターらしくするためにプログラムを増やした。但し、メンバーの状況からも必要性があった 

· 就労体験の場をテンポラリーながらももつと利用される方のプラスになるのではと考えた。物品の在庫

をもたない委託販売があったため利用してみた 

· 身近の場所から働きの場を得ることにより、生きがいや喜びを感じ社会参加を促す経緯で開始。ぱれっ

と店舗では地域住民にも親しまれ障害者との交流の場にもなっています 

· 地域活動支援センターⅠ型事業を実施するにあたり、生産活動を行う必要があると考えられるため 

· 地域生活支援センター（生活支援型）を基本事業として、相談支援事業は、付随した事業としてあるの

で必然的に開始となった 

· 地活センターでは運営が成り立たない為、新たに自立訓練事業を開始した。（しかし、2 年という課題が

大きすぎる。）作業所以外に充実したプログラムのあるところが少ないため 

· 本人の得意分野を活かしリハビリをかねたプログラム講師を面談の中で提案 

· 予算要求していた部分に予算がつき『ピアサポーター養成講座』を全市を対象的に行えた 

· 余暇、趣味の提供（陶芸）、就労の準備へ向けて、一環として（パソコン） 

· 自立支援法の改正の為 

· 自立支援法の施行を受けて 

· 自立支援法移行に伴い、市と協議して開始 

· 自立支援法新体系移行による 

· 自立支援法により開始 

· 法律の改正に伴い、相談支援事業の役割として位置づけられたため 

· 法律の変更に伴い事業の見直しを行った 

· 以前からやっていたことの継続であるが、制度にのっとり開始 

· 相談支援は元々センターで行っていたのが、法律にのっとり整備しただけ、ハローワークからの誘いに

より実現化へと動いた 

· 障害者自立支援法の施行にともないバタバタと… 

· 以前よりセンターの活動で行っていた喫茶、配食を就労支援として行うこととなった 

· 旧法と変わらない支援をまずは継続したかったため 

· 新たな事業の委託を受けていかないと、財政的に運営は困難。多角経営を行っていかないと発展はな

い 

· 新体系事業の中での必須項目であったから 

· 新体制に移行した時に地活の役割が少し変わってきたので 

· 以前からも簡単には取り組みを行ってきたが、プログラムとして計画を立て地域活動センターの生産的

活動として位置づけ行うこととした 

· 実績を踏まえ、市との協議を重ねて 

· 市行政と共に地域精神保健福祉の増進を図るべく、「地域自立支援協議会」の後押しもあり（引き出し）

実現（会議体系として）、ピアカンは近接の公設障害者センターとのコラボ 

· （13-10-1 その他）ついて自ら社会資源を作っているというスタンス。いわゆる相談事業者が利用者を囲

い込むという危惧があるかもしれないがおよそ暮らしの体験の場は皆無に等しいのであってあるいはケ
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ース会議を通すことで囲い込みにはならないと思います 

· 退促を実施している中で圏域より１事業所という枠への応募です。（振興局が公募）、市がデイケアを廃

止した為、センターが引き継いだ（予算 0 円） 

· 意図的でなく、移行後、自動的な運びとなった。法施行以前に本来取り組むべきものではあるが、現実

に施行後に実現した点において法を肯定的に評価せざるをえない点は認める 

· 三障害の相談事業所と連携をとりながら相談ネットワークを強化 

· 使用面積拡大、利用者増、他施設との事業統廃合 

· 市町村と県庁と一緒に自立支援協議会の設置を行った 

· 事業にかかる運営協議会の中で、一般の方からの提案で「ボランティアをする側になる力もある」との

意見を具体化し、清掃（ゴミ、缶ひろい）を月一回やっています 

· 地域との関係の深まり 

· 地区保健福祉センター等の訪問において緊急な課題ではないが、決してなおざりにしてはならない個

別ケースが浮かび上がってきた 
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（５）新制度に移行してできなくなった活動（問１７） 

障害者自立支援法以前に行っていたが新制度に移行してできなくなった活動があれ

ばその理由も含めお答えください。 

 
図表 2-43 新制度に移行してできなくなった活動 

新制度に移行してできなくなった活動 件数 

ア：相談支援 4 

イ：居場所づくり 4 

ウ：他圏域の人等への支援 3 

エ：利用者との交流 3 

オ：移動支援 2 

カ：その他（イベント、各種活動等々） 7 

 

ア：相談支援（4 件） 

· 相談支援事業（北九州市障害者支援センターへ相談機能が集中化されたため）、職員数が減っ

たため、活動内容が大幅に少なくなった（レクリエーションなど） 

· 24 時間の相談…予算の問題 

· 24 時間の電話相談（以前は併設の生活訓練施設職員の協力で行うことができたが、業務分担

を行う必要があった為、支援センターの職員で活動できる範囲に縮小する) 

· 職員減（補助金減）により相談活動が不充分、付添、訪問ができなくなった 

 

イ：居場所づくり（4 件） 

 

· のんびりとした障害者の居場所 

· フリースペースの丸 1 日の開放：自立的な効果に疑問があった為 

· 様々な行事や、フリースペースとしての利用がサービスとしてみなされないため実施していくこと

が困難となりつつある利用者（那覇市外）の相談支援ができなくなった、市町村単位の事業？で

あるから 

· 憩いの場の提供。すべての障害者にオープンにすることで、今まで来れなかった知的の方やボ

ーダーの方が来られ、精神の方がそのテンションにあわないので、家に引きこもるようになって

きている 

 

 

ウ：他圏域の人等への支援（3 件） 

· 圏域委託なので、圏域外・県外の利用者の抑制が問題 

· 必ずしもできなくなったわけではないが、圏域で利用者に縛りがあるように感ぜられる。もっとも

限られた予算を思うと、他圏域へのアプローチは容易ではないが 

· 他市町村の利用者（那覇市外）の相談支援ができなくなった、市町村単位の事業？であるから

… 
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エ：利用者との交流（3 件） 

· 利用者との世間話 → 事務仕事の増加や職員配置の縮小により、時間的余裕が少なくなった 

· 以前は茶話会等の活動を行っていましたが、スタッフ減により、現在は行っていません 

· 利用者とゆっくり触れ合う時間 

 

オ：移動支援（2 件） 

· 通院補助ということで、移送していたが、それはできなくなった 

· 必要性に応じ、柔軟に利用者を移送していたが、移動支援事業、条件を満たさず制限されてい

る 

 

カ：その他（イベント、各種活動等々）（7 件） 

· イベント（行事）、休日の参加者が減ったため 

· 生産的活動：職員の減と継続事業の実施により短時間労働の人も就労支援事業に移行 

· 喫茶活動：人員及びスペース上の問題 

· 就労支援や同行支援などの個別ニーズに応じた即時的な支援が困難となった 

· 新制度に移り、予算の半減、職員人数も減ったため訪問活動など、きめこまかい処遇ができにく

くなった 

· 以前の精神障害者地域支援センターの予算は 20,000,000 円をこえるもので職員配置も今より、

充実していたので、音楽やスポーツ、社会参加事業を多様に展開できた。今は限定的にしかや

れない 

· 開所以来、日常生活支援に 1 つとして食事の提供を開所日には毎日（週 6 日、平日夕食、土日

祝日昼食）を行ってきたが、求められている相談支援機能の充実を図り、また、グループワーク

等に力を入れるため、提供日数を移行を機として減らすことなり（週6日⇒週5日）、さらに現在、

食事提供の見直し（一部の外注化を検討等）を図っているところである 

 

 

移行によりできなくなった活動については、訪問・同行（付添）、即応的な対応、フリ

ースペース、イベント等の開催であった。この主な理由として大きくあげられているの

が、課題の克服でも明らかになったように、財源の減少による人員不足と考えられる。 
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４．地域活動支援センターの現在の利用状況等について 

（１）地域活動支援センターとしての開所日数と開所時間（問１８） 

①平成２０年９月の開所日数 

 
図表 2-44 平成 20 年 9 月の開所日数（単数回答） 

 

最も多かったのが２０日と回答があった２３か所（１８．３％）であり、ついで２４

日と回答があった２１か所（１６．７％）、３０日と回答があった１８か所（１４．３％）

の順であることがわかった。 

 

2.4
1.6

9.5

4.8

16.7

6.3
7.1

0.8
1.6

4.8

14.3

0.8

11.1

18.3

0%

5%

10%

15%

20%

19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 無回答

回答者数＝126事業者
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②開所曜日 

 

図表 2-45 開所曜日（単数回答） 

 

図表 2-46 開所曜日組み合わせ（単数回答） 

 

一週間の開所曜日が月曜～土曜のところが３４か所（２７．０％）、月曜～日曜のとこ

ろが２７か所（２１．４％）、月曜～金曜のところが１８か所（１４．３％）であること

がわかった。 

 

 

 

14.3

21.4

2.4
0.8

7.9

1.6

7.1

4.8

0.8

3.2

0.8

7.9

27.0

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

月
～
金

月
～
土

月
～
日

月
～
金
日

月
～
木
日

火
～
土

火
～
日

月
～
水
金
土

月
～
水
金
～

日

月
水
～
土

月
水
～
日

月
水
金
～
日

無
回
答

回答者数=126事業者

82.5 84.1 87.3
91.3

74.6

34.9

7.9

87.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

月 火 水 木 金 土 日 無回答

回答者数＝126事業者
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図表 2-47 開所曜日が変則的な場合の記載一覧 

· 365 日開所 

· 365 日開所（年中無休） 

· 土日は隔週で開館し、連休になるべくならないようにしている 

· 土曜日も隔週で開所している。相談支援の申請は月-金 

· 休みに火曜、第 3 日曜 

· 一部祝日休所 

· 火は St 会議、CH との連絡会議、夏 13～16 は休み、冬 30～1/2 まで休み 

· 基本的には 365 日開所しています（利用場所、内容は制限がある） 

· 奇数月の第 4（日）のみ休館日 

· 月 2 回、日曜休 

· 月曜は月に 1 回開所している 

· 祝祭日も開いております 

· 祝祭日閉所 

· 祝日、休み 

· 祝日、日、月、年末年始は休館 

· 祝日はお休み 

· 祝日は休み 

· 祝日は休館 

· 祝日は休館、年末年始は 12/31、1/2,3 のみ休館。月曜日は市の施設に出張一般相談を実施 

· 祝日は閉所 

· 祝日も開所 

· 祝日も開所している 

· 祝日休み 

· 水、日は部屋のみ開放 

· 第 2、4（木）は休み 

· 第 2 土曜日、第 1、3、4 日曜日開所 

· 第 3 木曜日のみ休館 

· 第 4 月曜日が休館日 

· 土…第 1・3 

· 土日はどちらか一日 

· 土曜日については月 4 回実施 

· 土曜日は隔週 

· 土曜日は第一第三 

· 土曜日は冬期間（12 月～3 月）は月 2 回の閉所 

· 日、月、祝日閉所 

· 日、祭日で県市町のイベントへの参加が企画されていた時は日も出る 

· 日祝日休所 

· 日曜、祝日は、日直体制にて 

· 日曜、祝日は不定期で半日開所 

· 日曜は 1 日のみ開所、休日は閉所 

· 日曜は隔週 

· 日曜祝日の閉所 

· 日曜日は第 1、3 開所 祝日は休館日 

· 年中無休 

· 年中無休 

· 不定期だが土日も開所している（月 2、3 日）第 1、3 木曜日は閉所 
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③開所時間 

 

図表 2-48 開所時間（単数回答） 

 
図表 2-49 閉所時間（単数回答） 

 

図表 2-50 総開所時間（単数回答） 

 

0.8 1.6

32.5

11.1

17.5

12.7

1.6

7.9

2.4

7.9

4.0

0%

10%

20%

30%

40%

15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 19:30 20:00 21:00 無回答

回答者数＝126事業者

1.6

10.3

43.7

18.3

7.1 7.9 7.9

3.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

6時間未満 6時間以上
7時間未満

7時間以上
8時間未満

8時間以上
9時間未満

9時間以上
10時間未満

10時間以上
11時間未満

11時間以上 無回答

回答者数＝126事業者
平均＝8.5時間

4.0

13.5

40.5

0.8

9.5

17.5

1.6 2.4 0.8 0.8

7.9

0.8
0%

10%

20%

30%

40%

50%

8:00 8:20 8:30 9:00 9:15 9:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 無回答

回答者数＝126事業者
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一日の開所時間としては、８時間以上９時間未満のところが５５か所（４３．７％）、

９時間以上１０時間未満のところが２３か所（１８．３％）であった。 

開始時間については、９：００のところが５１か所（４０．５％）、１０：００からの

ところが２２か所（１７．５％）、閉所時間については、１７：００のところが４１か所

（３２．５％）、１８：００のところが２２か所（１７．５％）であった。以上から９：

００～１７：００の開所時間が多いことがわかった。 

 

図表 2-51 開所時間が変則的な場合の記載一覧 

 

· 17 時以降ホール開放のみ（ｓｔがついての活動は不可） 

· 24Ｈ夜間携帯電話開設 

· 24 時間携帯電話当番あり 

· 24 時間電話相談あり 

· 8：30～17：00 と 9：30～18：00 

· ＴＥＬ相談は 22：00 まで 

· オープンスペースとして 19 時 20 分まで開所 

· 金曜日は 10：00-19：30 まで開館し、ナイトと称している 

· サロン利用は 10:00～16:30。土曜のみ 12:00～16:30 

· ただし土曜日は、9：00～17：00 日直体制 

· ただし木曜日は 9：30～15：00 まで（スタッフミーティングのため） 

· ただし夜間については宿直者対応としています 

· 平日のサロンとしての利用は 16：00-20：00 

· 休日 10:30-18:00、生活相談については、７時～22 時まで対応。また、緊急の場合は法人内の医

療機関と連携し、24 時間対応をしている 

· 金は St ミーティングの為 10：00～18：00 

· 携帯電話対応 17：30～21：30、6：00～8：30 

· 月・木のみ 10：30～18：30 

· 月金度は 14：00～17：00、火木は 12：30 から 15：30、13：00～16：00 2 つのサロン。水は 15：00

～17：00 

· 月水金…閉所時間 19 時 30 分、火木土…閉所時間 18 時 

· 時間外の外部(メンバー）からの連絡は、携帯を職員が持って対応 

· 終了時間はおおむね。時には 21 時 

· 職員は 9：00～18：00 の勤務 

· 相談 9：00～18：00 緊急時のみ緊急携帯利用可 

· 第 3 月曜日が定休日、祝日の場合は翌日休み 

· 電話は 24 時間 

· 電話は 24 時間対応(夜間は基本的に緊急時） 

· 電話相談は、8：30～19：30 

· 電話相談は 21 時まで 

· 電話相談は 24 時間 

· 電話相談は 8：30～20：00 まで 

· 土、日については 18：00 閉館 

· 土、日は 9：00～17：00 

· 土・祝日は～17：00 

· 土…10:30～14:30 
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· 土曜、祝日は 16：00 まで 

· 土曜日のみ 9：00～15：00 

· 日曜日 10：00～15：00 

· 不定期だが月１～2 回位ナイトドロップインを行っている（20:00 位） 

· 平日：夏季（4 月～10 月）午前 9 時～午後 8 時、冬季（11 月～3 月）午前 9 時～午後 7 時 ※土

日祝日は午前 9 時～午後 5 時 

· 毎週土曜日は 20:00 まで 

· 木曜のみ 12：00 から 20：00 

· 夜間相談電話は 21 時まで 

· 利用時間は 10：00～、職員勤務は 9：00～18：00 
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（２）地域活動支援センターの利用者数（問１９） 

①登録人数（平成２０年１０月１日時点） 

 
図表 2-52 登録人数（単数回答） 

地域活動支援センターの登

録者数が最も多いのが、５０

人以上１００未満のところ

が４２か所（３３．３％）、

１００人以上１５０人未満

のところが２５か所（１９．

８％）、５０人未満のところ

が１３か所（１０．３％）で

あることがわかった。 

 

 

②実利用人数（平成２０年９月の１日当たり平均利用人員） 

 

図表 2-53 実利用人数（単数回答） 

実利用人数が１５人

以上２０人未満ところ

が２９か所（２３．０％）、

２０人以上２５人未満

のところが２６か所（２

０．６％）、１０人以上

１５人未満のところが

１５か所（１１．９％）

であり、地域活動支援セ

ンターの実利用である

２０人については、ほとんどの事業所が達していることがわかった。しかし１０人以上

１５人未満のところが１１．９％、１０人未満が４．８％であり、数値としては少ない

が利用者確保の厳しい事業所があることがわかった。 

 

10.3

19.8

9.5
6.3

9.5
11.1

33.3

0%

10%

20%

30%

40%

50人未満 50人以上
100人未満

100人以上
150人未満

150人以上
200人未満

200人以上
300人未満

300人以上 無回答

回答者数＝126事業者
平均＝152.9人

4.8

23.0
20.6

9.5 10.3

6.3

13.5
11.9

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

10人未満 10人以上
15人未満

15人以上
20人未満

20人以上
25人未満

25人以上
30人未満

30人以上
40人未満

40人以上 無回答

回答者数＝126事業者
平均＝23.4人
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（３）地域活動支援センターの利用者の居住地制限（問２０） 

①利用者の居住地制限の有無 

 
図表 2-54 居住地制限の有無（単数回答） 

 

利用者の居住地限定をしていないところが、９５か所（７５．４％）、限定していると

ころが１７か所（１３．５％）であった。 

限定していないところがほとんどであるが、限定しているところは、行政からの要請

か？運営法人の方針なのか？理由はわからないが、そもそも旧精神障害者地域生活支援

センターの機能である広域性が担保されているのかについて実態を明らかにする必要が

あるのではないかと考える。 

事業を委託（補助）している自治体（委託元）居住者に限定していますか。 

限定してい
ない
75.4%

限定している
13.5%

無回答
11.1%

回答者数＝126事業者
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②実利用人数に占める委託（補助）元自治体以外の利用者割合 

 

図表 2-55 利用者割合（単数回答） 

 

実利用人数に占める委託（補助）元自治体以外の利用者割合は、１割以上２割未満の

ところが２８か所（２２．２％）、１割未満のところが１９か所（１５．１％）、７割以

上のところが１８か所（１４．３％）であり、自治体以外の利用者は少ないことがわか

った。だが一方自治体以外の方が７割以上のところもあり、事業所によって幅があるこ

とがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

15.1

22.2

4.0

7.9

3.2

0.0

1.6

14.3

24.6

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

0

1割未満

1割以上2割未満

2割以上3割未満

3割以上4割未満

4割以上5割未満

5割以上6割未満

6割以上7割未満

7割以上

無回答

回答者数＝126事業者
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（４）地域活動支援センター登録利用者の障害程度等（問２１） 

①障害程度（精神障害者） 

 
図表 2-56 障害程度 

障害程度 人数 構成比 

1 級 666 人 6.5% 

2 級 4,647 人 45.2% 

3 級 995 人 9.7% 

手帳なし 2,140 人 20.8% 

手帳等不明 1,842 人 17.9% 

合計 10,290 人 100.0% 
 
注：記載されていた数値のみを集計 

 

 

最も多かったのが、精神保健福祉手帳２級４,６４７人（４５．２％）、ついで精神保

健福祉手帳なしが２,１４０人（２０．８％）であり、２級である方が多く、一方手帳を

持っていない方が多く、さらに手帳等不明とされる方が多く、精神障害の特徴ではない

かと考える。 

 

 

②他の障害者の利用状況（精神障害との重複を除く） 

 
図表 2-57 他の障害者の利用状況 

他の障害者の利用状況 人数 構成比 

身体障害者 271 人 32.6%  

知的障害者 465 人 55.9%  

その他 96 人 11.5%  

合計 832 人 100.0% 
 

注：記載されていた数値のみを集計 

 

 

知的障害者は４６５人（５５．９％）、身体障害者は２７１人（３２．６％）であり、

知的障害者が多いことがわかったが、この数値の増減については、新体系移行前の状況

や、以前からの受け入れ状況を本調査では実施していないため、わからないが、全体の

利用者の割合からすると、多くはないということが推測される。 
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③年齢区分 

 

図表 2-58 年齢区分 

年齢区分 男性 女性 全体 

19 歳以下 33 人 0.5% 27 人 0.6% 60 人 0.5% 

20～29 歳 610 人 8.4% 525 人 12.4% 1,135人 9.9% 

30～39 歳 1,942人 26.8% 1,223人 28.8% 3,165人 27.5% 

40～49 歳 2,017人 27.8% 1,063人 25.0% 3,080人 26.8% 

50～59 歳 1,676人 23.1% 858 人 20.2% 2,534人 22.1% 

60～64 歳 585 人 8.1% 290 人 6.8% 875 人 7.6% 

65 歳～ 382 人 5.3% 258 人 6.1% 640 人 5.6% 

合計 7,245人 63.1% 4,244人 36.9% 11,489 人 100.0% 
 

注：記載されていた数値のみを集計 

 

３０～３９歳の方が３,１６５人（２７．５％）、４０～４９歳の方が３,０８０人（２

６．８％）、５０～５９歳の方が２,５３４人（２２．１％）であった。 

３０～４９歳の方が占める割合が多く、一方２０歳代、６０歳代の方が少ないことが

わかった。 
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５．受託相談支援事業の現在の利用状況等について 

（１）受託相談支援事業の実施件数（問２２） 

①月間の相談件数（平成２０年９月の月間の数値） 

 
図表 2-59 月間の相談件数 

  相談件数 相談件数のうち精神障害者の数 

  合計 平均 構成比 合計 平均 構成比 

精神障害者

の占める 

割合 

相談来所 9,441 件 87.4 件 26.4% 6,066 件 67.4 件 24.7% 64.3% 

電話相談 24,911 件 230.7 件 69.7% 17,838 件 198.2 件 72.6% 71.6% 

その他 1,375 件 18.6 件 3.8% 661 件 11.4 件 2.7% 48.1% 

合計 35,727 件 - 100.0% 24,565 件 - 100.0% 68.8% 

 
注：記載されていた数値のみを集計 

注：精神障害者の占める割合＝精神障害者数/相談件数 

 

 

全体の相談件数は、相談来所は９,４４１件、電話相談は２４,９９１件であり、この

内精神障害の来所相談は６,０６６件、電話相談は１７,８３８件である。 

その他については、１,３７５件、その内精神障害は６６１件であった。この中身につ

いてはわからないが、地域自立支援協議会をはじめ、個別支援会議、ネットワーク会議

などが考えられる。 

電話相談は、来所相談に比べ、非常に高い数値を示し、一事業所では月に３００件以

上の相談を受けていることとなる。 

また来所相談についても一事業では月に１２０件以上の相談を受けていることとなり、

これを合わせると月に４２０件ほどの相談を受けていることとなる。 

ここでは、その相談内容（中身）については触れていないが、数値からニーズは高く、

さらにそれに応えられる、人材の確保と質が求められていることがわかった。 
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②月間の出向（アウトリーチ）件数（平成２０年９月の月間の数値） 

 

図表 2-60 月間の出向件数 

  出向件数 出向件数のうち精神障害者の数 

  合計 平均 構成比 合計 平均 構成比 

精神障害者

の占める 

割合 

訪問・同行支援 2,926 件 27.6 件 83.7% 2,174 件 24.4 件 86.1% 74.3% 

その他 570 件 11.6 件 16.3% 350 件 7.8 件 13.9% 61.4% 

合計 3,496 件 - 100.0% 2,524 件 - 100.0% 72.2% 
 

注：記載されていた数値のみを集計 

注：精神障害者の占める割合＝精神障害者数/出向件数 

 

 

全体の訪問・同行は２,９２６件、その内の精神障害は２,１７４件であった。 

一事業所の月あたりの平均件数は、２７．６件と上記の相談と比べると多くはないが、

職員体制の確保を図るための工夫や、上記同様の人材確保が必要である。また特に訪問

等は、ニーズが高いことが言われていることから、新体系移行前と比較し、その増減か

ら、見えてくる状況について分析し、問題、課題点を見出していくことも必要である。 
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（２）受託相談支援事業において対象とする障害種別（問２３） 

 

図表 2-61 障害種別（複数回答） 

 

対象としている障害が精神障害のところが７８か所（６１．９％）、知的障害者のとこ

ろが３２か所（２５．４％）、身体障害者のところが２３か所（１８．３％）、特定して

いないところが３６か所（２８．６％）であった。対象範囲を広げた事業所が多いこと

がわかった。また、対象とする障害種別についての理由は聞いてはいないが、行政の方

針、地域性や運営主体の組織の理念などによることが考えられる。 

61.9

18.3

25.4

28.6

9.5

0% 20% 40% 60% 80%

精神障害者

身体障害者

知的障害者

特定していない

無回答
回答者数＝126事業者
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（３）受託相談支援事業の利用者の居住地制限（問２４） 

①利用者の居住地制限の有無 

 
図表 2-62 居住地制限の有無（単数回答） 

 

限定していないところが７６か所（６０．３％）、限定しているところが３７か所（２

９．４％）であった。 

ほとんどが限定をしていないが、限定をしているところについては、委託契約等を行

っている行政からの意向なのか？もしくは運営組織の意向なのか？については見えない

が、旧精神障害者地域生活支援センターにおける相談については広域性が 1 つの機能で

あったことを考えると、もう少し実態を捉える必要があるのではないか。 

 

事業を委託している自治体（委託元）居住者に限定していますか。 

無回答
10.3%

限定して
いる
29.4%

限定してい
ない
60.3%

回答者数＝126事業者
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②実利用人数に占める委託（補助）元自治体以外の利用者割合 

 

図表 2-63 実利用人数に占める委託（補助）元自治体以外の利用者（単数回答） 

 

地域活動支援センター同様に、１割以上２割未満が２７か所（２１．４％）、１割未満

が１７か所（１３．５％）、０が１４か所（１１．１％）、７割以上が１３か所（１０．

３％）とほとんどの事業所が自治体元の利用者が多いことがわかった。 

広域の方への対応ができる電話相談の実績から考えると、割合としては低いのではな

いかとも考えられる。 

 

 

 

 

11.1

13.5

21.4

6.3

3.2

1.6

1.6

0.0

10.3

31.0

0% 10% 20% 30% 40%

0

1割未満

1割以上2割未満

2割以上3割未満

3割以上4割未満

4割以上5割未満

5割以上6割未満

6割以上7割未満

7割以上

無回答

回答者数＝126事業者
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６．受託相談支援事業の現在の利用状況等について 

（１）移行する際の条件（問２５） 

 

図表 2-64 移行する際の条件（複数回答） 

 

支援対象者の拡大を求めら

れたところが３２か所（２５．

４％）、その他が２４か所（１

９．０％）、支援対象者を限定

するよう求められたところが

１６か所（１２．７％）であり、

自治体に求められることが多

いことと、その内容に幅がある

ことがわかった。 

 

 
 

図表 2-65 支援対象者の拡大を求められた場合の記載一覧 

· 三障害 

· 三障害（児童をふくむ） 

· 三障害に一元化 

· 三障害対象 

· 三障害対象 

· 三障害対象 

· 精神に知的・身体の三障害対象へ切替わっ

た 

· 原則三障害を対象 

· 三障害対象に 

· 精神のみから精神、身体、知的へ 

· 他障害も 

· 対象者を三障害へ拡大 

· 対象者を三障害に 

· 知的や身体も対象とする 

· 知的障害、身体障害も対象とするように 

· 知的障害も含む 

· 知的障害者、身体障害者が対象となった 

· 地活は三障害 

· 委託元居住者 

· 市町村にもよるが三障害への対応など 

· 精神障害だけではなく知的障害 

· 精神障害に限定していたが全障害を対象に

する事 

· 相談支援事業対象者、二障害 

· 受入れに障害を限定しない（三障害を対象） 

· 一日の実利用者 20 名以上 

· 市町村より依頼あり 

· 障害を特定しない相談窓口 

· 他市町村サービスを利用している那覇市在住

利用者を増やす 

· 委託先では限定されているが実際は異なる 

· 特に訪問の数が少ないと指摘 

· 法人に関係しない当事者の利用 

 

貴事業所が「精神障害者地域生活支援センター」から現在の事業へ移行する際に委託

元の自治体から今までとは異なる特別な条件を求められましたか。 

25.4

12.7

7.1

2.4

4.8

19.0

42.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

支援対象者の拡大を求められた

支援対象者を限定するよう求められた

利用者からの費用徴収を条件とされた

設備整備等構造上の問題を挙げられた

支援プログラムの内容について
特別な条件があった

その他

無回答

回答者数＝126事業者
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図表 2-66 支援対象者を限定するよう求められた場合の記載一覧 

· 三障害でしていたが精神に限定された 

· 精神障害 

· 精神障害者に限定 

· 委託元以外の利用者は断ってほしい 

· 委託元自治体以外の利用者を利用対象外とする 

· 委託市町村以外は乗り合い（３割）（県全体） 

· 委託市町村居住者。もともと、他地域からの利用者はなかったので混乱しなかった 

· 原則、市在住、在勤の人 

· 原則区民を対象とする。区民の利用率に応じて家賃補助額が変わる 

· 市外利用者は基本的に利用できない 

· 市町村単位の事業なので本来は地域（利用者が在住している）で支援する事が理想的であるか

ら 

· 市内の方にするように 

· 相談支援の担当を明確化 

· 他市はできるだけ受け入れないように 

· 市の利用者は市の施設、資源を利用するよう促す 

 

図表 2-67 その他の記載一覧 

· 1 日 20 名の利用者確保、報告様式の統一、できれば 24ｈ365 日対応できる工夫を、利用者と契

約を交わす 

· 委託元へ出向いての事業実施（例に出張相談） 

· 運営委員会を設置し、利用者、地域住民、行政関係者を含めること 

· 訓練事業のように利用者の利用実績に応じた委託費の減額をちらつかせている 

· 月ごとの相談件数、内容等の報告 

· 行政の窓口が相談Ⅰ型で 2 箇所に分けられているため、その報告様式や対応が 2 倍になってい

る。利用人数の報告などもおのおの重複しないため。一日の実利用 20 名以上というⅠ型の基準

が負担となる 

· 市町村デイケア、精神相談支援に対する協力 

· 市役所窓口に週一回派遣 

· 指定相談支援事業所になること 

· 指定相談事業所の併設、利用定員 1 日 20 人 

· 事業所の引っ越し。圏域の中央部へと自治体を越えて引っ越し。 

· 実績の内容をより細かく記載した資料の提出 

· 相談支援専門員とし県の研修を受講した 

· 日の平均利用者を 20 人以上とする 

· 平均 20 人以上の利用 

· 補助対象施設としての位置づけで委託は受けていないが、これまで登録料、利用料を徴収して

いたが、議会を通さなくてはならないので、実費負担という形で、利用料徴収はなくし、年間の保

険料負担という形になった 

· 求められていない 

· 今のところ、特に求められていない 

· 特にない 

· 特になかった 

· 特になし 

· 特に現状通りとした 

· 特別な条件は求められていない 
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（２）利用者受け入れについての考え（問２６） 

 

図表 2-68 利用者受け入れについての考え（複数回答） 

精神障害の状況にかかわ

らず積極的に地域の人たち

を受け入れたいとするとこ

ろが、６４か所（５０．８％）

と半数以上あり、さらに障

害の種別を問わず受け入れ

を考えていきたいとすると

ころが５０か所（３９．

７％）あり、積極的な事業

所の姿勢が伺えるとする一

方、一定条件のなかで新た

な受け入れを考えていきた

いとするところが２８か所（２２．２％）と、慎重な姿勢を示すところがあることがわ

かった。 

 

図表 2-69 一定の条件の中で新たな受け入れを考えたい場合の記載一覧 

· Ｄｒの許可のある人 

· 人員体制の拡充を図る中で、新たな受け入

れ、支援の展開を図っていきたい 

· 基本は市民 

· 現在の障害対象者を中心に受け入れたい。

専門外の対象者への対応が困難で未熟なた

め 

· 現在は、高次脳機能障害や発達障害の方の

支援も行っている 

· 思春期児童、不登校なども 

· 支援センターのルールを守れる方であれば 

· 施設が対応、及び支援が可能な方を受け入

れる。精神障害の状況は重要。 

· 障害枠はとりたいが他事業者との関わりで… 

· 身障は構造上困難 

· 人権差別がないこと 

· 生活支援目標を持てる人 

· 精神の方がメインで 

· 精神を主とできる範囲で 

· 精神障害者を中心に利用ルールを設定、そ

の中で受け入れする 

· 専門的な分野に橋渡しができるように 

· 知的、身体の方へのノウハウの限度がある 

· 定員の問題、施設の構造上の問題、精神の

方以外で、他のサービスメニューがある場合

で、サービス内容にあわないケースほかのサ

ービスが望ましい場合、事業所として対応が

困難な場合（介護等を必要とする場合） 

· 入院中の対象者で地域移行を希望している

者の受入れ 

· 発達障害 

· 必要に応じて 

· 目的をきちんと持った利用者を受け入れたい 

 

今後、貴事業所利用者の新たな受け入れについてどのように考えていますか。お答え

ください。（あてはまるものすべてに○） 

50.8

39.7

22.2

7.9

6.3

8.7

0% 20% 40% 60%

精神障害の状況にかかわらず
積極的に地域の人たちを受け入れたい

障害の種別を問わず受け入れを
考えていきたい

一定の条件のなかで新たな受け入れを
考えていきたい

特にあらたな利用者の受け入れは
考えていない

その他

無回答
回答者数＝126事業者
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（３）地域自立支援協議会及び社会資源との連携や協働（問２７） 

 

図表 2-70 地域自立支援協議会及び社会資源との連携や協働 

地域自立支援協議会及び社会資源 

との連携や協働 
件数 

ア：自立支援協議会の課題 25 

イ：自立支援協議会に参加している 18 

ウ：自立支援協議会の運営等にかかわっている 16 

エ：自立支援協議会は稼動せず、機能が十分では

ない、今後を模索中 
10 

オ：自立支援協議会は立ち上げ済み 8 

カ：自立支援協議会は立ち上げ準備中 7 

キ：自立支援協議会の具体的内容について 6 

ク：自立支援協議会の効果 6 

ケ：自立支援協議会はまだ設置されていない 4 

コ：自立支援協議会には関与していない 2 

サ：その他 3 

 

ア：自立支援協議会の課題（25 件） 

 

· 事業所単独では難しい啓蒙、啓発活動に地域全体でとり組んでいきたい。 

· 20 年 5 月より実施、辞令検討や施策を整備していく上で部会（ワーキング）の設置が課題であり

検討中。 

· 11自治体の委託の中で、自立支援協議会が立ち上がっているのはまだ1ヶ所であるが、全ての

自治体が立ち上がって個別に参画の依頼があれば対応は困難だ。集合体での企画は考えられ

ないものか。 

· 個々のニーズの中より、新しいサービスの創出が必要と思われた。 

· 精神障害者のリハビリ施設としての歴史が長く、経験から具体的な相談者への対処スキルなど

の提供、貢献が求められている。 

· 新潟支持率支援協議会に参画、システム構築に翻弄されている。しばらく暗中模索であろう。 

· 市内の支援センター連絡会議を通した参加が現状。高齢分野、児童分野、法律分野との連携

は課題。 

· 全体会、地区部会、ケース会議等に参加している。（隔月に 1 回のペース）精神障害者とかかわ

っている立場からアドバイスを求められることが多い。またケース会議を開催する中でこれだけ

では限界があり三障害に共通した相談所を設ける等の対応が必要ではないかとの話が出てい

た。 

· 相談支援部会(4 施設）の部会長と 3 市もちまわりで運営の庶務をしている。部会員 3～4 人で

各々専門が異なるため、これまでの考え方すすめ方が異なり人間関係の構築がむずかしい。 

· 市内委託相談支援事業所 4 ヶ所と、就労系支援事業所 2 ヶ所が参加して月 1 回、『相談ワーキ

ング』を開催、那覇市内の障がい者に対する支援課題に応じて、『就労ワーキング』『住居ワー

キング』『教育ワーキング』を開催。事務局体制（行政）が弱い。 

 

「地域自立支援協議会」への参画や関与の状況とともに、地域の様々な社会資源との

連携や協働について現在の状況ならびに今後の展望をお聞かせください。 
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· 地域自立支援協議会が動き出して 2 年目になるが、運営会議、定例支援会議、相談事業所会

議 etc、会議にとられる時間が多く、担当職員に負担がかかってきている。 

· 当圏域 19 市町では、各市町で協議会が設置されているため、相談事業所として、召集されるた

め、会議数が多い、又新法になってから、多くの会議が開催されるようになり、業務量は圧倒的

に増えている。旧法までは、精神分野は、県国の管轄であったという確認から、市町担当者に

苦手意識が強く、まだまだ共通認識がとれない現状の打開が必要。 

· 地域自立支援協議会は結果的に、最終決定機関的要素が強いため、そこで協議する課題は、

下部機関として宮古圏域では考えられている。調整会議を機能的に活用していくことが求めら

れる。 

· 複数の自立支援協議会の参画を求められている為業務が増す。 

· 地域自立支援協議会全体会委員、運営会議委員 障害者がおこした事件（東金市）において障

害者の地域生活という点で検討されている。 

· 当地域では、障害者児ネットワーク「そよかぜ」を通じて連携協働している。自立支援協議会は

現在、区が主催しており「そよかぜ」の参画団体や他区からも参加してもらっている。今後は、個

別のケースを通じて、または必要に応じた話し合いから、地域の発展、不足している資源の開

発などに取り組みたい。 

· 特に「地域自立支援協議会」は形を作ってあてはめようと…とする所があり、地域の本当のニー

ズと合体しないためどのように利用参画して良いか末端になっている事業所はとまどっていると

いうのが現状である。 

· 当地域では地域自立支援協議会の下部組織として就労に関する部会は立ち上がっているが、

地域生活部会はまだない。今後、この立上げが予定されているが、当事業所もこれに参画し、

特に地域移行に関して中心的役割を担う展望を持っている。 

· 各市町村では規模もちがうのにマニュアルをおしつけられるのはどうかと思う。各市の特長、規

模での運営をしていきたい。 

· 自立支援法導入以前はその連携ができていたものを帳消しにしたのはこの法律であり、不必要

なのがこの協議会であると考えられる。（今まで個々にやってきているから） 

· 現在は月 1 回の協議会を開催し、状況把握及問題点各機関との連携等の話し合いを実施して

いる。今後も充実した協議会にしたい。 

· 今のところ全体会が年4回行っているが今後相談支援事業所が集まり中心となって地域の課題

を抽出し地域づくりを行っていきたいと考えている。 

· 自立支援協議会は自治体主導で行うべきであり、それによって地域の社会資源が、それぞれ専

門分野において情報提供や支援の方向性を提示し、行政等へ速やかにつなげる事ができると

思う。 

· 従来あったネットワークと共催する形で運営、年 2 回全体会、分科会（部会）を開き各部署の現

状・課題を共有。ケア会議を基本とした柔軟な対応をしていきたい。 

· 相談支援部会に参加している。相談支援体制のシステム作りをおこなっている。相談支援事業

所や相談機関が市内に点在しているので、それらとも連携できるように、また、福祉施設におけ

る職員との連携もできるように障害にかかわる方、市民も含めて、困っている方に対してわかり

やすい相談体制が構築できるように情報提供を相談部会の中でもおこなっていきたい。 
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イ：自立支援協議会に参加している（18 件） 

 

· 「精神障害者地域移行支援事業」として、自立支援協議会へ出席しています。 

· 2 か所に参画、事務局運営ない。 

· この圏域では 13 市町村の内、広域も含めて、7 つの協議会が立ち上がる。（2 ヶ所は予定）事業

所としては、準備段階から関わり今後も積極的に参加していく予定。 

· 委託先相談支援事業所として自立支援協議会に参加しています。大分市自立支援協議会は下

部組織として生活支援部会と就労支援部会が設置され、活動しています。 

· 山城南圏域自立支援協議会、精神障害者部会、部会表、木津川市自立支援協議会のメンバー

として活動している。 

· 区の自主支援協議会の精神分野の部会と参加、発達障害の勉強会や事例検討会を定期的に

行っている。また部会を通じて講演会等を行っている。 

· 相談支援専門員が自立支援協議会に参加、事例に応じた必要な支援会議を開催。 

· 高松圏域自立支援協議会「居住部会」「生活部会」に参加している。三障害の支援者が集まる

場所として、各障害の具体的な資源や支援方法が学べる場所であり、大いに役立っている。障

害別ではなく三障害共通資源として不足している資源などについて検討し、議論を交わしてい

る。 

· 自立支援懇談会委員として参加。地域療育等支援事業の委託を受け、県南障害者サポート協

議会を立ち上げ相談支援体制等の推進をしている。（行政、養護学校、医療機関、事業所等で

構成） 

· 地域自立支援協議会へは関係する会議全てに参画している。Ｈ21 年度より事務局を委託され

る予定。 

· 地域自立支援協議会相談支援ワーキングに事業所として参画。参加することで、相談支援事業

所同志の障害をこえたネットワークは構築されつつある。地域自立支援協議会が様々な提言を

したり、困難事例の相談を通して社会資源の創出にまで寄与するにはまだ至っていない。 

· 地域自立支援協議会の関与はある。 

· 定例会（事務局会議、部会）への参加により、地域移行生活支援を行うべくケア会議開催やケ

ース検討会議を開き、障害者への支援を行っている。今後は岩手県独自のケアマネジメントの

手法を生かして対象者へのスムーズな支援方法を模索していく。 

· 自治体からの委託の一部として参画をしている。（年 2～3 回の全体会、2 日に一度の定例会、

専門部会、県協議会への参加） 

· 相談支援専門員（専）の毎週 1 回ケアマネ連絡会に参加・相談支援専門員（兼）が月２回ケアプ

ラン連絡会の参加 ※地域自立支援協議会。 

· 自立支援協議会には、立ち上げより参加しており現在は、市・圏域共に参画しています。 

· 市内において、協議会の下部組織の障害者連絡調整会議（月 1 回）に出席。今後は、市内 1 か

所から市内 3 区に分かれて各区単位での連絡調整会議になる予定。その他は地域生活支援部

会に出席。 

· 地域自立支援協議会へ当法人の施設長が委員として参加している。又、障害者相談支援本来

の相談員が定期的に開催される研修会に参加している。 

 
 

 

ウ：自立支援協議会の運営等にかかわっている（16 件） 

 

· 圏域における地域自立支援協議会の事務局（長）として、協議会運営に携わっている。毎月の

事務局会議、運営会議の準備、参加のほか、地域課題、ニーズを明らかにするための事業所

アンケートを実施し、協議会としての研修会を企画している。並行して個別支援会議の準備、開

催をすすめつつ、今後はより多くの支援会議の開催、また専門部位会の設置が必要となると考

えられる。 
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· 運営委員として参加。 

· 協議会委員、審査会委員など委託を受けている。市内では他法人との連携もすすんでいるので

地域のニーズを把握し施策作りなどにも意見を言いたいと思います。 

· 協議会の事務局を他の事業所としている。各事業所が参加できにくい状況にあり、事業所の状

況が把握しにくいので、検討が必要。 

· 札幌市地域自立支援協議会の委員、中央区地域精神保健福祉連絡会に参加、・札幌こころの

健康まつり実行委員。 

· 地域自立支援協議会の立ち上げより関わっている。幹事会にも参加し、各部会の運営について

も市や他の障害団体と協力している。「とりあえず立ち上げた」という状況から、地域を共に考え

る方向へと転換して行く必要があると思われる。 

· 事務局、連携は割とスムーズ、自立協のない市議との協働課題。 

· 事務局として、他の支援センターとともに入っています。協議会の中で新たな社会資源作りにつ

いて協議をしていきます。部会や委員会を設定して。これからも。 

· 事務局として協議会や部会にかかわっているが協議して抽出された課題や問題点がなかなか

活かされていない状況にある。しかし、少しずつではあるが改善されてきているので、地道な努

力が必要だと感じている。 

· 事務局を行っており、社会資源の開拓をしていきたい。 

· 自立支援協議会の事務局として参画している。地域の障害者協議会に参画。市役所、ハローワ

ーク各種事業所と連携して就労や生活の支援を行う。 

· 活動している市町村の自立支援協議会へは、運営に参画している。 

· 一市では部会長、一市では運営会議に携わっている。精神障害関係のネットワークはできてい

るが、三障害は不十分であり、互いの理解を深め、ネットワークを作り、それを地域全体のネット

ワークへと広がりをもてるようになればと。 

· 協議会については精神部会の事務局として市と共催している。民生委員等について、機会ある

毎に啓発している。 

· 協議会への参加、準備委員としての協力等を行っているので今後もこの状況を負担なく関与し

てゆければよい。当センターの位置づけ（地理的、質的）を知っていただき活用されるための横

のつながり等も求めてゆきたい。 

· 現在の仙台市自立支援協議会には、相談支援事業所の職員 1 名が出席。各区には地域生活

支援ネットワーク会議があり、障害・高齢福祉分野、区障害高齢課、病院、民生委員等が出席。

相談支援事業所はネットワーク会議の事務局を担っており、今後は区自立支援協議会の実施

も任される予定。 

 
 

 

エ：自立支援協議会は稼動せず、機能が十分ではない、今後を模索中（10 件） 

 

· 自立支援協議会については、立ち上げはできているが実働しない。 

· 現在参加しておりますが、現段階は土台作りといったところでしょうか。今後の展望はまだわか

りませんが、様々な社会資源（現在ある）を多くの人が利用し、相談・支援を受けやすい地域作

りをしていかなければならないと思います。“知らない”とうことがないように。 

· 私たちが参画している 2 団体も「仏作って魂入れず」状況。①名古屋市は、まず組織体制として

も位置づけが明確化されていない区単位で成立。②財政的にも裏づけなしサービス事業所の

参加にも費用裏づけなしで実メリットがない以上参加する事業所も減少。呼びかけをしても一度

も参加ない団体もあり、それぞれの協議会の力量を見切った感があり。地道な日常状況のうえ

に作られた協議会でない以上すぐには実利益は生みだせない。ただし 1 年余の時間が経過す

るなかで知的ないし包括の支援センター一部の行政職一部の事業所とは密な関係になり。 

· 協議会自体、十分に機能しておらず、単なる意見交換、状況報告にとどまっている。困難事例

等をどんどんあげ、活発にしていきたい。 
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· 自立支援協議会がスタートしたが、まだ手探りである。 

· 地域資源の状況の確認や今後の運営等について検討中。 

· 現在は事例検討中心で今後はまだ検討中。 

· 現在、自立支援協議会は本格稼動しておらず、来年度より、部会等作っていく予定である。それ

らを通して、より連携がスムーズになるであろうと思われる。 

· 地域自立支援協議会は実在するが、現実に機能していないと思われる。自治体によってはサー

ビス計画作成の依頼を受け、必要に応じて個別支援会議を行っている。 

· 地域自立支援協議会は、組織図ができたが実質効いていない。事業を通して、ネットワークとそ

の中での役割を作っていきたい。退促⇔地域移行の連携の中では保健と福祉のカキネが未だ

有る。福祉が退促、精神障害を理解していない。 

 
 

 

オ：自立支援協議会は立ち上げ済み（8 件） 

 

· 全大会と年一回定例会を年 4 回行い、市役所と事務局と担当で運営しています。 

· 3 市で協議会を設立し運営中。 

· 2 か所の市町村の協議会のスタッフが参画している。 

· 2 ヶ月に 1 回開催①関係機関の情報マップの作成②防災への取り組み③精神障害者の理解④

事例検討（知的障害者 iq)。 

· Ｈ21 年 3 月末までサービス調整会議、Ｈ21 年 4 月より地域自立支援協議会設立、今後は定例

会を中心に分科会を立ち上げ予定。 

· 甲府市を含む 2 市 1 町の自立支援協議会が昨年発足。住居、就労、権利擁護の各部門で活動

が始まる。これを元に平成 21 年度は展開していきたい。 

· 設立時より参画しているが、課題に対する協議はこれからです。 

· 区が自立支援協議会を立ちあげた。区内が広域なため、エリア別の部会が開催されることが決

まり、現在準備会がもたれている。まずは他障害施設職員がお互い知り合うところから始まりだ

と考えます。 

 
 

 

カ：自立支援協議会は立ち上げ準備中（7 件） 

 

· 「地域自立支援協議会」設立準備中（区が事務局として準備中）、2 月に開催される北区障害者

施策。 

· 準備段階、広域で設置予定 

· まだ準備段階で今年度に１回開催される予定ではあるが、現場サイドの参加というよりは、多団

体代表の集まりというまずは、形を整えることからのスタートになっている。各課題別の分会の

設置により、区内の相談支援力、ネットワークの向上を期待している。 

· 市が平成 21 年度中の立上げを検討しているが、現在は特に動き等はない。 

· 自立支援協議会設置に向け事務局会議の開催。 

· 協議会設立に向けた話し合い等を区役所、相談支援事業所間で実施中。来年度には立ち上げ

予定。 

· 自立支援協議会設置に向け事務局会議の開催。 
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キ：自立支援協議会の具体的内容について（6 件） 

 

· まだ、立ち上がったばかりであるが、定期的に顔合わせすることで、顔なじみになれてよかっ

た。地域の社会資源マップ作成に向けてのとり組みを始めたところ。 

· 今年度は専門部会でサービスアップを作成。今後は事例を元にした実態把握に力をいれたい。 

· 市内事業所（約 70 ヶ所)がすべて参加できるようなサブ部会を設置しているが今後は福祉という

枠にしばられずインフォーマルや市内へ向けた活動を目指す。 

· 法人の代表を自立支援協議会に送り出している。協議会の審議内容に地域精神保健福祉の

官・民共同の会議体系を提起実現させる。又別に域内他障害団体と共同で「作業所ネットワー

ク」を結成。定例会の開催により障害をもった人々の就労問題に取り組んでいる。 

· 平成 16 年度より、モデル事業として、精神障がい者生活移行促進事業を実施しており、現在も

毎月、自立促進支援協議会を開催し、精神障害者の地域移行促進を行っており、今後も継続し

て実施していく予定である。 

· 現在、市の障害福祉計画（第１期）を見直し、検討し、（第 2 期）への要望を提出し、三鷹市の障

害福祉の発展を目指しています。また、事例検討等を行い、各々の役割や連携、協働のあり方

等について模索、確認しています。 

 
 

 

ク：自立支援協議会の効果（6 件） 

 

· 市内外の色々な事業所や区長、民生委員等との係わりが増えてきています。 

· 自立支援協議会へ参加しているが、以前とくらべて行政機関と連携協働がしやすくなったと思

う。これを機に、より連携を密にし、当事者（家族含め）一人一人を地域全体で支えられる環境

が作っていけたらと思う。 

· 自立支援法施行前より市町村と連携しており、ケア会議等頻繁に行った結果、「自立支援協議

会」は自然に協働体制にある。 

· 地域自立支援協議会に参加し、精神以外の障害者施設も情報交換し、協働も開始している。当

事業所でも、知的障害の利用者が増えてきており、自立支援協議会が役に立っている。今後三

障害統一の事業所として更に充実させていけるように連携をはかりながら頑張っていきたい。 

· 地域自立支援協議会（年 2～3 回）、各小部会（地域移行推進部会、相談支援部会、行政担当

部会、就労日中活動部会、障がい児支援部会）月 1 回定例会、それぞれ連携して、地域の課題

について、協議して改善する方向を探っている。相互の状況がより、明確になり、情報が共有化

されてきている。 

· 地域自立支援協議会発足により様々な機関が参加することになり、横のネットワークにつなが

っていく期待がある。同時に様々な事例も含め連携にこれまで以上に良い方向になれることを

期待し、また関わりをもてている。 

 
 

 

ケ：自立支援協議会はまだ設置されていない（4 件） 

 

· 地域自立支援協議会は、まだ立ち上がっていません。 

· 協議会はまだ設置されていません。 

· 地域自立支援協議会未設置。 

· 日南市は合併を目指しており、地域自立支援協議会はまだたちあがっていませんが、今後は顔

の見えるような距離で連携したいと期待しています。ただ、地域活動支援センターは基盤が脆弱

でマンパワー不足は否めません。 
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コ：自立支援協議会には関与していない（2 件） 

 

· 地域的支援協議会へ参加の可能性はないが、議論が活発になり、市の福祉行政に影響を与え

るようになることを望む。協議会の下部組織「地域支援会議」に参画している。 

· 会への関与はない。会自体報告のみに終わり展開がない。 

 

 

 

サ：その他（3 件） 

 

· 地域自立支援協議会の立上げ協力、地域自立支援協議会委員の委託、地域自立支援協議会

専門部会委員の受託。 

· 神戸市は区の福祉課長が招集権をもっている。各区の三障害相談支援事業所が事務局をして

いる。区の運営委員として参画しているが、行政主導の感強し。参加団体も障害者施設、民生

委員代表、障害者団体、区社協等である。 

· 関係機関と連携を取り合い協議会参画施設としての役割を果たして行きたい。その為の会議、

研修を積極的に参加。 
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（４）自立支援給付事業への移行について（問２８） 

①自立支援給付事業への移行の考えの有無 

 
図表 2-71 自立支援給付事業への移行の考えの有無（単数回答） 

 

移行するが１７か所（１３．５％）

となり、移行の考えはないの１００

か所（７９．４％）が大きく上回る

結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

②部分移行・全体(総体)移行への考え 

 

図表 2-72 部分移行・全体(総体)移行への考え（単数回答） 

(1) 自立支援給付事業への移行の考えはありますか。 

(2) 〔(1)で〔1．ある〕と答えた事業所のみ〕自立支援給付事業への移行の考えがあ

る場合、「部分移行」ですか「全体(総体)移行」ですか。 

無回答
7.1%

ある
13.5%

ない
79.4%

回答者数＝126事業者

全体移行
11.8%

部分移行
82.4%

無回答
5.9%

回答者数＝17事業者
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③移行事業種別 

 

図表 2-73 移行事業種別（複数回答） 

 

移行の考えがあるとした１７か所のうち、移行事業種別としては自立訓練（生活訓練）

が最も多く、１０か所（５８．８％）であった。ついで就労継続支援Ｂ型８か所（４７．

１％）、就労移行支援７か所（４１．２％）であることがわかった。 

 

(3) 〔(1)で〔1．ある〕と答えた事業所のみ〕自立支援給付事業への移行の考えがあ

る場合、その移行事業種別は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

41.2

5.9

47.1

58.8

5.9

5.9

0% 20% 40% 60%

就労移行支援

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

自立訓練（生活訓練）

自立訓練（機能訓練）

生活介護
回答者数＝17事業者
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④自立支援給付事業への移行を考える理由 

 

図表 2-74 移行を考える理由（複数回答） 

 

移行の理由としては、事業としての安定性を求めてと回答したところが、１１か所（６

４．７％）であり、②の状況から事業の安定性を求め、多機能型での事業転換を想定し

ていると考えられる。しかしこれは単に財源の不安定さを強調しているだけではなく、

地域生活支援事業という裁量的経費は、非常に不安定なものと各事業所は捉えていると

考える。 

 
図表 2-75 その他の記載一覧 

· せざるをえない状況 

· 自治体から予算削減の通告の為 

· 地域生活支援事業で継続できなかったため、やむなく移行した、利用者は継続を希望していた 

(4) 〔(1)で〔1．ある〕と答えた事業所のみ〕自立支援給付事業への移行を考える理

由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

41.2

64.7

23.5

11.8

5.9

0% 20% 40% 60% 80%

利用者意向や状況から判断して

事業としての安定性を求めて

地元自治体からの促しや要請による

その他

無回答
回答者数＝17事業者



 

109 

⑤地域活動支援センターと相談支援事業を継続する理由 

 
図表 2-76 地域活動支援センターと相談支援事業を継続する理由（複数回答） 

 

独自の役割や機能があると感じているところが、８１か所（８１．０％）あることが

わかった。さらに実施事業が、自立支援旧事業と馴染まないとすることころが３１か所

（３１．０％）あることから、地活センターと相談支援事業の重要性と、独自性として

いるところが多いことがわかった。 
 

(5) 〔(1)で〔2．ない〕と答えた事業所のみ〕自立支援給付への事業移行を考えてい

ない場合に「地域活動支援センターⅠと相談支援事業」を継続する理由は何ですか。

（あてはまるものすべてに○） 

81.0

24.0

14.0

31.0

12.0

7.0

5.0

13.0

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

独自の役割や機能があると感じている

利用者の意向に沿わない

利用者負担が少ない

実施事業が、自立支援給付事業と馴染まない
(内容的に該当する事業がない)

自立支援給付事業で示された
定員の確保が難しい

自立支援給付事業で示された
職員の確保が難しい

自立支援給付事業の物件要件を満たせない

その他

無回答
回答者数＝100事業者



 

110 

図表 2-77 その他の記載一覧 

· 所属の法人次第であるところが大きい 

· すでに、就労継続支援Ｂ型、自立訓練（生活訓練）事業を実施している 

· すでに訓練等事業を行っている 

· すでに同一法人内にあり同圏域内で運営されているため 

· 委託事業 

· 市で 1 か所地活を確保したいとの意向もあって継続している。居場所提供も必要だと思っている 

· 事業の展開について、法人と意見が合わない 

· 事業所内に自立支援給付事業が既にある 

· 就労に向けて事業を展開していきたいと思うが運営面で成り立たない 

· 多機能型事業所が併設している 

· 地域活動支援センターと他の事業を一緒にできるようになったのですか？同じ場所でできないな

らお金がないのでできません。 

· 同じ建物内に福祉ホーム→グループホーム、ケアホーム、授産施設→就労移行、継続Ｂに移行

した事業所があるため 

· 同法人内、市内において本事業の存在の必要性があるから 

· 法人内で自立支援給付事業行っている 

· 法人内に様々な事業がある 
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７．旧「精神障害者地域生活支援センター」の今後の展開につい

て（問２９） 

 
図表 2-78 旧「精神障害者地域生活支援センター」の今後の展開 

内容 件数 

ア：相談支援機能は独立させていくべき（既に独立している） 21 

イ：相談支援機能は独立させる必要はない 27 

ウ：その他 41 

 

 

その他が４１か所、相談支援機能は独立させる必要はない２７件、相談支援機能は独

立させていくべき２１か所と、幅の広い意見があることがわかった。これらについては、

今後の相談支援体制を考えていく上で極めて重要な意見であると考える。 

 

 

ア：相談支援機能は独立させていくべき（既に独立している）（21 件） 

 

· 市の委託をうけ、別事業として独立して運営しています。 

· 既に、委託相談支援事業は独立して行っています。 

· 居場所と同時に相談できる場ということは利用者にとっても好ましいと思われるが現在の地域活

動支援センターの職員体制ではケアプランを作成したりケアマネ機能を担うことはできない。そう

いう意味での相談機能は独立させ、市から委託を受けた地域生活支援センターの相談機能を充

実させていくことが適当と考える。 

· 精神障害者地域生活支援センターは社会復帰施設の 1 つとして位置づけられたことに問題ある

と思います。それぞれの法人の本態部門に位置づけて、総合的な判断のもとに、コーディネータ

ーする役割があります。変質と考えるのではなく、脱皮して、相談業務の独立（確立）と考えてい

ます。 

· 相談を独立していくことには賛成。もっと活発に展開していかなければならない。 

· 相談支援はあくまでも中立の立場にあり、独立させていくべきだと考える。 

· 相談支援機能は、地域活動支援センター（通所機能）とは分けて、サービスを提供した方がいい

が、その為には、現在のマンパワーをアップさせる事、そのマンパワーに当事者・家族を含めて

いく事が必要。 

 

 

旧「精神障害者地域生活支援センター」が新事業に移行したことにより、通所機能が

事業の基盤となったことから相談機能が変質したとの指摘があります。このことに対

し、相談支援機能は独立させていくべきという考え方がありますが、今後、どのよう

なあり方が必要だと考えますか。 
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· 相談支援機能は、福祉や障害に関するすべての窓口的要素もあり、必要性があるにもかかわら

ず軽視されています。（実際の活動（相談援助の内容）がみえづらいこともあり）相談の充実は独

立させていくべきだと思います。（市町村での委託ではなく国、県が関与すべき事業だと思う。 

· 相談支援機能は独立させて、現在、私たちは市の委託を受けて市全体を見て行くということを行

っています。障害者が、いつでもでんわができて、相談できる相手がほしいことから、相談支援機

能は独立させていくべきと考えている。 

· 相談支援機能を完全に地活と分けて単体として地域に出て行くのは補助金額の少なさから、現

実的ではない。いずれは、独立する形が望ましいと考える。当面は、現在の相談＋地活Ⅰ型を維

持しながら、機能分化を図り役割の整理をし、独立に向けた準備をしていけばよい。 

· 相談支援事業は独立させるべきである。 

· 相談支援事業は独立して存在し、利用者の自己負担等はなく、誰でも気軽に相談できる機関とし

てあるべきだと思います。 

· 相談支援事業を独立させ職員も専門職をあて地域生活支援センターと切りはなした方が効率性

がある。 

· 相談事業が独立していくことに対しては基本的に同意できると考えるが、補助なり給付なり、とに

かく安定した経済的なサポートが必要。本質的には公的な裏づけの元で独立した形が望ましい。 

· 相談事業は独立しても良いと思う。しかし、旧法における地域にばらつきがあるのも事実であり、

地域のバランスは整ってないと感じる。事業所のみを考えると活動センター事業にマンパワーを

さかなければならないことは多い。 

· 地活と相談支援事業の共立は実態にそぐわない面がるある。分ける方がよいのではないか。 

· 当センターでは新事業移行後、相談機能の変化は特に感じていていない。サービス利用計画作

成の実施によりアウトリーチの相談活動が増えている。今後も継続して相談支援機能の独立は

必要だと考える。 

· 当事業所においても、「地域活動支援センター」と「相談支援事業所」をそれぞれ独立した体制で

運営している。インテーク時、相談支援が関わり、その後、必要な支援（「地活」「就労」etc）に結

びつけていく役割が重要であると思われる。 

· 独立していた方が、より広くより果敢にできると思われる。 

· 独立していた方が支援体制をつくりやすい。 

· 福祉会の意向で、相談支援機能はすでに独立させている。三障害対応の相談を行っているが、

地活でも精神のみの相談は受け付けており、精神のみ 2 ヶ所の相談事業所がある状態である。 

 

 

 

イ：相談支援機能は独立させる必要はない（27 件） 

 

· マンパワーが減らされたことにより、各機能が弱体化した事は否めないと思うが両機能を独立さ

せるとますますマンパワーが削がれると思う。 

· 相談支援事業と地域活動支援センター（Ⅰ型）がそれぞれ独立させる必要はないのでは。地域に

居住または、退院される方のなどの相談を受け付け、その方々を居場所（集う場）につなげる、そ

の居場所を確保しておく意味からも必要性があるのでは。また、地活が 1 つのサロンの機能をと

して活動するのではなく、また 1 つの場所（サロン居住地）にこだわるのではなく、地域内の様々

な場所で地域活動を支援する場（ex.グループワーク）を展開すれば、その分地域に居住する障

害者の集う場が広がるのでは。そのような動きを相談事業と連動することにより、その考えには

絶対反対です！！相談支援を受けるその関係づくりは「精神障害者」にとってとても大事なことで

す。関係づくりができない、支援を受けることが不得手な特性に注目した時、フリースペースやプ

ログラム活動など、交流する場があっての相談へとつながっていく経過はとても大切です！！居

場所があって、仲間があって、安心する、そして思いをやっと口にしていくことができる！！これを

バラバラにするなんてナンセンス！！ 
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· 独立の必要はない。 

· 分けた所で、通所であっても受けざるべき相談は一緒だと考える。 

· 併設のよる相乗効果に注目し、より高めていくべきと考える。一方、兼務せざるを得ないほどの事

務量と業務内容の幅の広さを考えると人員の不足が効果を小さくしていると感じる。 

· 通所時の様子を知った上での相談支援が必要である。また、オープンスペースでのちょっとした

会話から、相談に発展することも多い。相談支援機能は独立したものではなく、活動支援の一部

と考える。現在、相談事業は、市民であれば、センターに登録していない人もできる。しかし、深い

支援にはなりにくい。 

· 特に独立する必要は感じられません。 

· 居場所と相談場所は一体化の方がよい。フリースペースの中でニーズをひろえる。 

· 地域生活支援センターは、相談機能を基盤としていく方が良いと考えます。ただ、通所機能を合

わせ持つことで、アセスメント、関係性の構築など相談機能が独立してはできない支援のあり方

もあると考えます。 

· 旧「精神障害者地域生活支援センター」の機能（生活相談、地域と交流促進、たまり場的要素）等

は、まだまだ必要だったと思う。制度を元に戻すことは、困難だとしても、改善が必要と思う。相談

は、生活全般との関係の中で見ていかなければならないので、相談だけ独立させていくべきとい

う考えは成り立たない。 

· 障害種別によってあり方が違うのではないか。精神障害者に「相談」と「居場所」を分けて考える

べきではない。特に、外に出ることができない人に、相談をきっかけに総合的な支援につなげる

には、どちらかに独立させるべきではない。 

· 相談支援機能だけの補助金ではセンター維持するための人件費の捻出は無理と思われるため

独立してセンターはできないように思える。 

· 変質してない。独立する必要はないと考える。 

· 相談支援機能の独立という考え方もありますが、地域活動支援センターのでの活動や取り組み

を通して利用者からのニーズや課題、また相互につながるケースもあります。 

· 出てこられない人へのケア、出てこれる居場所を確保するという最も基本的な部分を大切にして

いきたい。相談と通所は切り離さない方がよいが、活動ばかり目に見えるところしか評価しない分

の制度は変えないといけない。 

· センターの利用者が相談支援員とのいつでも顔の見える関係を続けていきたい。身近で相談で

きる人であり続けたい。センターと相談を分けるのではなく、センターでも相談できるよう、専門員

は両方に配置すべき。単なる話で終わらずニーズを見出し支援できる体制を確保するためセンタ

ーは切り離さずいっしょに利用できるようにするべきである。 

· 相談支援と居場所機能はセットでよいと思う。 

· 現行通りで今のところはよいと考える。行政や他施設、他団体との相談機能については住み分

けをきちんとしていくことは必要と考える。（ex.障害別、相談内容別等々） 

· 当センターはオープンスペースや小さい活動付の相談機能として有効（それなりに機能し地域で

認められる）と思っている。 

· 今ある形のメリットを認識すること。全ケースサービス計画への流れのなかで、安易な介護保険

ケアマネ化をさける。 

· うちの支援センターは以前と変わりありません。今のままで良いと思います。 

· 独立させる部分も必要だが、同じ事業所で運営しているとその人らしさを知りつつ、相談支援が

できるという利点もあると思う。 

· 相談支援は、ただ単に話を聞くというだけではなく、利用される方が、相談しやすい環境を常に維

持していくことが重要だと思います。その為には、アウトリーチも必要であれば実施し、又、その

方の希望されている生活に近づける様々なサービス調整機能も併せもつ、柔軟な対応が求めら

れると思います。 

· 障害特性や障害イメージからも他障害のようにコーディネート機能のみで支援するのは難しいと

考える。関係作りのためにも通所できる場が必要と考える。 
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· 精神障害の特性をふまえ、きっちりとした相談支援機能に乗らない（のりずらい）方も多く、生活支

援センターのフリースペースで話をされる日常的な生活相談支援をひろいあげ、受けとめていく

事を重要だと感じています。ケアマネジメントの必要な方の相談支援、それ以外の相談支援とあ

り、それぞれが重要だと考えます。 

· 従前の状況と当センターは特に変化がなく、利用者に与える影響は少ないと思われる。（委託員

は若干減少）相談機能が変質とは思われない。相談支援事業機能については独立させていくべ

きという考え方の理由は不明だが、憩いの場と相談支援の組み合わせによって、効果が得られ

る「相談」の重要性を感じている。日々の関わりからわかりあえる部分があり、定期的に利用され

るなかで、スタッフ以外の他の利用者との交流により自身の悩みについて向きあうことができ、又

相談できる点がよい点であると思う。 

· サロン活動の中で相談が生じていくこともある。サロンを相談事業を同時に行うことのメリットは大

きいと考えられる。 

 

 

 

ウ：その他（41 件） 

 

· 現在、中日活動事業より相談支援事業を主にしており大きな変化はない。 

· 相互支援機能は個別給付ではなく包括的な基盤が必要。ケースワークや個別対応に終始せず

他所の相互システムを作っていくことが求められているので、地域の中核的な指導と相互のノウ

ハウを生かせて行くことが必要。 

· 国が考えている相談支援と現場の相談支援とではずれがある。委託してアンケートをとるよりも、

現場を見てはいかがなものか。地域によってちがいがあるものを一緒にしてほしくない。独立させ

ることにメリットはあるのか？またいつものように、形式等しばりがきつくなるだけならば各施設に

任せてほしい。 

· 相談支援事業と地活事業を同時展開していくことへの矛盾は予算面での問題も含め考えていか

ねばならないと思います。個々のニーズ（事業所）や地域性もあり、よりよい型ですすめていくこと

を国も自治体も視野を広くして一緒に悩み考えていってくれたらと思います。 

· 相談支援事業のみが独立したとしても、そこが、どれだけの利用があり相談支援事業者として、

どれだけの能力を持っているかが重要であると思います。確かに、支援センターは仕事が多岐に

渡っているため、オールマイティに仕事を行うことが求められます。日頃の活動プログラムや当事

者活動の地域住民への普及啓発活動、個別の相談支援においては、生活（お金、住居など）就

労（就職活動、復職支援、定着支援など）があり、目が回るほどの忙しさであります。その他に、

地域の団体の事業へのとりくみへの参加など。 

· 相談支援事業自体、自治体の予算でまちまちだが、知的、身体に比し、数時間共に比較になら

ないほど多量である。300～500 万円程度での運営で実質 1 名程度では運営は難しい。そこで、

地域活動Ⅰ型の併設と、予算がないのでなるわけだが、近隣の病院、診療所に同機能のディサ

ービスがあると分かち合ってしまう。相談支援事業だけで、業務が成立するような予算配分が必

要と思われる。 

· 相談支援事業所は地域活動センター（Ⅰ型）に義務付けられましたが三障害（精神、身体、知的）

を対象としている為全ての障害特性の理解が難しく事業所内での対応がニーズを充足させられ

るサービスであるのかが課題となります。又、民間での相談支援事業所もある必要であるが、三

障害を取りまとめていく窓口的な総合相談支援事業所の設置を考えていくことも重要ではないだ

ろうか。 

· 今後の検討課題としており検討中。 

· 今、地域が精神保健福祉に対して興味をもち始めています。良くも悪くも人事ではない時代で

す。精神保健福祉士が地域のオブザーバーになれるよう人材育成したいと思います。 

· 相談機能のみを行っており、移行も含めた経過途中であるため実感がないです。 
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· 現事業所が精神障害者地域生活支援センターから移行したものであり地域特性から精神障害

者に特化した相談支援事業所である。相談者の掘起しはしていないが、精神障害者が増加傾向

にある中で社会資源等の情報提供や相談支援について市町村の保健師との連携を密にし、地

域で支える体制づくりが必要である。 

· 独立させるか地域活動支援センターの人員配置基準を見直して欲しい。現在、私達のセンター

は通所機能と相談機能それ加えて居住サポート事業が含まれ 24 時間の緊急体制を求められて

います。その上、委託料は実績払いでこのままではすべてが中途半端になり、スタッフも疲弊し

てしまいます。 

· 当地域では平成 21 年 4 月より相談支援事業所が拠点として一か所に集約される。 

· 障害者施策の充足も重要と思われるが、精神保健福祉施策等専門的取り組みも必要と考える。

その為、劣化した制度について再考すべき。 

· 私たちのセンターは常時通所機能をもたなかったので、現在通所できるプログラムを検討中で

す。通所機能については、従来の作業を中心としたものでは他の施設と同じと考えられるためＳ

ＳＴ等リハ中心活動。または、サークル活動、ピアカウンセリング等、集える場的活動が求められ

ると思います。サービス利用計画作成費については 6 件程実施しており相談活動の一旦となって

いる。 

· 新事業に移行後相談支援事業に携ったので、以前との比較は難しいのですが、相談支援事業

が、本人と事業等のコーディネート部門になる事が望ましいと考える。 

· 独立しても運営していけるだけの財源をつけても良いと思わせるだけの質が相談支援事業者に

あること。 

· 独立して業務として成り立つかは不明。旧の支援センターの居場所や地域交流と併せて行うの

が理想。 

· 訪問支援のできる体制が必要、ＡＣＴ的な機能をもつ事業の一環を担えるようなもの。 

· 利用者にとってどんな環境だと相談しやすいか、相談につながり、個々の目標に向かって、自分

で取り組んでいけるか、そのためのサポートはどうあるべきかを考えたうえで、検討していく必要

があると思う。殊に精神の方々は変化や新しい場面、人への対応に緊張をもたれたり、とまどい

をもたれることが多いので、しっかりとした枠組をもって丁寧な段取りをもって考えていくことが大

切であると思います。 

· 地域全体の総合的な相談支援機関（センター等）、起点からアウトリーチしていける組織づくり 

· 地域生活支援センターと地域活動支援センターが同一法人に委託され、相談支援が有効にでき

るように図られるべきと考えます。 

· 協働であれ、独立させた形であれ、どちらがベストか、私にはわからない。しかし、必要な利用者

には、相談支援を提供する必要があるし、提供されるからには、レベルの高い支援が提供できる

様していきたい。あくまで、自立支援の観点で。 

· 相談支援がどこまで担っていくのか。支援の困難さ、医療サービスとの兼ね合い等、難しい部分

はいろいろあるかと思います。精神分野の特性、専門性を三障害一体となった制度の中で、どの

ように機能強化させていくのかは課題ではないかと思います。相談＋地域Ⅰ型で、従前の機能を

維持しているが、いつまで維持できるか不安はある。また、地活部分の業務も増えたことから、ど

うしても相談部分にかけるマンパワーが減ってしまっているように感じる。相談の質の確保やバラ

ンスのとれた業務実施のためにも、従前と同様の人員数での事業実施は厳しい。 

· 支援センターの特性が、両立にあると思うが、確かに業務が多忙となり、職員の負担は増加して

いると思う。 

· 自らのニーズを自覚して相談に行くという質のものを持てる人が何人いるだろうか。日常的かか

わりから、疑問を感じて話しやすい St に相談、そのことが生活破綻を未然に防げることの方が多

いと感じている。又、精神の方が苦しい、辛いという感情を受け止めてもらえる場がある事が地域

生活では重要な役割を果たしていると日頃よりメンバーの姿から教えられている。相談（精神）

が、即収入につながるとは思えない。 

· 市からの委託をうけているため、今後も、変則的な形で、運営を行っていきます。 
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· 新法移行にともない事業所の存続を含めて緊張感を中間管理職が意識した事。又、運営内容に

関してもよい意味で問題意識が出たこと。且つ、相談支援事業が展開されることとなった為、以

前であれば保健所が担ってきた役割を丸投げされる状況も生まれている。仕事が増えることは

存在感も増すが、相談者宅への訪問時のトラブル問題発生も同時に感じられる昨今です。 

· 模索中、相談件数が増加する一方で、活動支援も従来通り平行して行なうためには、マンパワー

が不足している。委託も含めて相談、活動支援、それぞれの予算区分が決められるといいので

はないかと思われます。 

· センター内で 1 つの相談室とスタッフがいるのが望ましい。利用者からこんな所があると聞き、ＴＥ

Ｌ相談があったりするとよい。また、行政からの紹介でアウトリーチ活動が多くなってくると、連絡

がとりにくくなりサポートできない。もし独立したら 1 名ではやってゆけない限界がでてくると思う。 

· もともと地活と相談事業を兼ねそなえて、精神障害者地域生活支援センターがあり、地活を利用

し相談にものってもらうのが流れとしてあった。法律では、相談事業の人員は 1 人でいい事になっ

ているが実際訪問とかでたら、事務所には誰もいなく、対応ができなくなったりする。地活、相談

の人員をうまく活用しながら対応していかないとできないのが現状です。 

· 活動支援センターを利用していない人の相談をベースにする様委託側から言われているが関係

性ができてくると相談があったりするケースが多く他の障害の様に相談だけという人は少ないの

が現状だと思っている。 

· 活動支援センター機能は有していても相談支援は別立てで補助していただきたいし、拡大拡充し

て頂きたい。活動支援は個別的な支援ではないかと思っています。 

· 基本的に地域生活センター通所者は他の自立支援給付事業所に移行することが望ましく、当セ

ンターでは可能な限り、自立支援給付事業所に紹介するなど積極的に日中活動への参加の推

進に務めており、地域活動支援センターに通所定員を設けるべきではない。利用者の抱え込み

により、利用者の社会復帰をさまたげるものである。 

· 旧センターのあり方が良かったと思う。あらたまっての相談ではなく、気軽に来て相談・普段の会

話からの相談が良いと思う。 

· 法制度に流され過ぎない当事者主体で活動するべきである。一方で支援センターのオープンス

ペースに参加（通所）している人達への支援に大きなエネルギーが割かれており、新規のケー

ス、幅広く市民への支援対応に力が注げていない。ドロップイン機能は必要だが「相談支援機

能」は精査し、切り離しも含めて方向性議論が必要。 

· 機能的には精神障害者地域生活支援センターとして、現状も継続できている。Ｈ23 年度以降に

ついては、利用者のニーズをみながら、検討していく。 

· 精神障害者地域生活支援センターでは目の前にいる利用者と顔の見える関係を築きながら、生

活の支援や相談を行なってきました。生活と切り離して考えれない身近なものも多く含まれてい

ます。そう考えると相談だけを切り離して考えることは難しいように思います。今までも新たな相

談（現、相談支援の言うところの）がなかった訳ではないと思いますので、自分としては今まで通

りがいいと思っています。その中で必要な人にはマネジメントし、ケア会議も見直しの会議も行な

っていくという考え方です。 

· 相談事業が行政の利用抑制に終始しないために、民間の相談支援機能は重要だと思います。 

· 地域活動センターⅠ型としてではなく、相談支援事業所として機能させていくべきであると考え

る。相談支援の中に地域生活支援のための諸活動がくみこまれていくべきである。しかし、現実

としては、マネジメント機能を果たせるための基盤がない。専門職種（精神の相談は、精神保健

福祉士）の配置と充分なマンパワー、財源、体制整備が必要である。 

· 地域活動支援センター事業の一部として、相談支援を実施しているが市町村からの委託料だけ

では、相談支援を専門に行うスタッフを配置するのは困難である。専従の相談支援員を配置でき

るような制度の構築が必要と考える。 
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８．自由意見 

最後に、制度、事業に関するご意見について、ご自由に記入してください。 

 
図表 2-79 自由意見のまとめ（主なもの） 

自由意見のまとめ（主なもの） 件数 

抜本的改革を望む 7 

職員の確保、人員確保の支援 4 

経費支援の充実を 3 

アンケート（本調査）について 3 

制度改革に一定の評価 2 

その他 13 

 

 

以下は、自由意見の一覧である（基本的に原文のまま掲載）。 

 

· 障害程度区分の調査について－精神、区分に反映されないので、反映されるよう仕組みの見直し、軽

減申請時の通帳の提出について－申請者にとって、精神的に負担になり、減免申請をとりやめたりされ

る方がいるので、資産については確認対象としないことがよいと思われる。（地域移行退院促進）市営

住宅の対象者の拡大と保証人のいない方への利用条件の変更により、入居しやすくしてもらいたい。 

· 福祉圏域ごとに統合相談支援窓口の設置はもとより各市町村にブランチ機能をもった相談のできる資

源が計画的に系統的にできるといいと思う。 

· 今の市町村計画ではあまりに市町村ごとの格差が放置され、圏域で協力し合う形にもなっていないの

で利用する側からは、とても使いにくい。 

· 相談支援事業に限らず、就労施設の利用において利用者に自己負担を求めるべきではないと思いま

す。 

· 昨今の政局変化で又小幅な支援法運用の変化で揺さぶられるのにうんざり。抜本的改革を望みたい

よ。 

· 現場の温度差を感じてほしい。机上の空論。 

· 使いやすい制度。スムーズな移行ができると良い。 

· 根本的に経済的な裏付が少なすぎると思われる。特に相談に関してはあまりにさみしい状況であり今

後法改正にのぞみをつなげたい。 

· Ⅰ型として相談支援と独立した地活は、その機能において作業所や精神化デイケアとの区別化が難し

いと感じています。また、2事業所であるにもかかわらず、人員配置の面では配慮されておらず、職員の

人手が不足しています。 

· 基盤が脆弱な地活センターの役割は非常に大きく、地域の方々の期待も大きい。しかし、マンパワー不

足は否めず、一人にかかる業務量、ジェネリストとしての役割に押しつぶされそうです。 

· 利用定員 20 人にスタッフ 3 人ではよい支援ができにくい。 

· 地域からの利用者の紹介、相談が増えている。日としてきちんと職員配置（増員）をしてほしい。 

· 相談支援事業や地域活動支援センター事業については、各市町村において義務経費とされながら委

託費に関しては、格差が大きいように思います。私達のところは非常に低いため、法人の支えがないと

運営できない状況であります。専門的なスタッフを配置し安定した運営ができることで、障害を持ってい

る方へもサービスを提供できるものと考えます。市町村地域生活支援事業についての相談支援事業の

必要性をもう少し国には理解してもらい費用面等の改善をお願いしたいと考えます。 
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· 次々に制度について情報があるも、現状はどの事業をも行うにあたり、資金がないとやってけないし、

立ち上げも不可能である。もっと補助金で運営できる機能であれば、開所努力は可能と思える。福祉事

業は（障害対象の）ボランティアではないという観点から考えても給付事業での運営は正直に運営して

いる者にとっては、赤字運営承知で手を出す訳にはいかない。当センターも給付事業でつくった借金が

975 万円残っている。大変です。どこも助けてはくれません。 

· 国が制度を作って、運営を市町村にまかせてしまっている状況である。例えば、24 時間対応の相談支

援の基準があるが、市町からの委託費は年間 50 万円である。現場ではやれない状況である。（人件費

として）費用設定が充分であるか国からの監査があってよいのではないかと思う。 

· アンケートについて、多忙な時期と締め切りの短さが重なり（正確な）きちんとした回答が難しい。自由

形式であるより、選択肢のある設問であれば、スムーズに回答しやすいと思われます。大変遅くなり申

し訳ありませんが、よろしければご活用下さい。乱筆乱文にて失礼いたします。急にアンケートに記載す

る内容を確認することは難しく、可能であれば事前に把握しておくべき利用者状況を指導していただき

たい。 

· アンケートの問い方がわかりにくい事項が多くこまった。 

· とても大切で興味深いアンケートです。それなのに、提出も遅く、文字も乱雑でごめんなさい。むずかし

いですね。相談業務でお金を取ること…。ご苦労様です。 

· わずかの時間でも働ける人が、就労事業に所属できたことは当事者にとってみれば希望がでてきたと

思う。 

· 地域活動支援センターに移行したことは、私個人的に良かったと思っています。（活動、サービス内容を

明確にしたため）しかし職員の意識は重要。利用者さんのゴールは地活の利用ではないということ。地

活を一時的に利用しながらその後の人生を見つめ直す場所であればと思う。職員もその意識をもって

いれば、地活のような自由な存在は障害のある人にとって、とても価値あるものだと思う。 

· 居場所があるという事が、本人はもとより家族、地域、関係機関にとって良い事かを解ってほしい。数値

で表せるものではないだろうが、どの様な方法にてか、国に必要性を認識してもらえるような研究成果

をお願いしたい。乱筆、乱文ご容赦下さい。 

· すべての事業所（者）が相談機能を担っているのが実態なので、専任の相談支援事業者はコーディネ

ート機能を発揮すべき。 

· 課題の意図が図りかねるところがありますが、地活部分と相談支援との機能分化について言及されて

いるものと理解してよいのでしょうか。そうした趣旨にてとらえるならば、全体的には個別相談事業、機

能の充実と地域活動支援センター（サロン部分）（集団援助部分）との両方を必要としつつ、訪問等アウ

トリーチの活動、地域ネットワークの形成に力を注ぐことが求められると考えられます。支援センターの

課題としては、以下の内容があげられます。①多くの人を受け入れていくことと、枠組みを設定して互い

が大事にされ、安心して過ごせる場にしていくこととの両立、②個別の支援プランを考えていく役割と気

軽に立ち寄れる居場所としての役割との両立、③集団の場では相互作用の中で力をつけていくという

面と、らい所を待っての利用にとどまらない個別のニーズを満たしていく面、④機動力のあるアウトリー

チの活動、希望を実現していくマネジメントの力、地域において協議会、ネットワーク形成などコーディネ

イトしていく力、⑤精神保健福祉の特化したサービスを受けつつも、自己完結的にならない地域で普通

に暮らすことに向けての支援、⑥サロンのようなゆるやかなオープンな場でのパーソナリティの課題の

ある方への支援。 

· 相談事業は手間がかかる割に評価されにくい。・計画成費請求に至るまで時間がかかる。・障害があっ

ても働きたい人には比較的良い制度とは思うが、働きたくても働くことのできない人に対するサポートが

ない。・障害者が地域で安心して暮らすことができるようにと言われていますが、生活するうえで、ホー

ムヘルパーを派遣しても、単身生活者を支援するに、サービスの組立てができない。生活支援のすき

間は職員のボランティアにゆだねられている。 

· 障害者自立支援法による三障害一元化と言うことであるが①雇用促進事業法②在宅障害者手当（市、

県）等精神障害者が対象（義務的規定）になっていない。確かに精神障害者福祉法は平成７年に法律

で定められ他の二障害と比較し歴史も浅いかも知れない。ならなぜ三障害一元化となっているのか。 

· 精神の人達への支援は“地域生活支援事業”（裁量的経費）でカバーされる部分が多く（地活、相談支

援、生活サポート、居住サポート）その枠組みが増又されなければ浮かばれない。 

· 当圏域は人口 11 万程度で、センターのある東部地域は公共交通機関も不便な状態にある。またセンタ

ーは最寄駅から徒歩 25 分となり気軽に立ち寄れる状態にない。移行前から、利用人数は少なく自立支
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援法施行時にⅠ型の利用定員を満たす状態になく、移行が危ぶまれた。市町村に理解があり、Ⅰ型の

委託費をいただくことができ、事業も継続して行うことができているが将来に不安がない訳ではなく、国

の無責任さには憤りを感じている。 

· 市町村の首長の考え方と財政力によって委託される地域活動支援事業は障害者が平等にサービスを

受けることができるか疑問が残る。 

· 他の地域はそうではないようですが、当センターの管轄の区はⅠ型と相談事業とで行政の窓口、委託

か補助か、報告の様式もちがい、結果として 1 つの事業を行っていた事業所が 2 つの事業を行うことに

なった。移行当初は人的にも内容、利用者さんへの対応にも大変混乱を来たしていた。現在もやはり行

政への対応が繁雑であると感じている。 

· 移行によって 1/4 強の補助金の状態となり休止せざるを得なかった。 

· 支援センターに明確な指針がないと明日はない気がします。あみの存在意義を問われている気がしま

す。 

· 活動支援センターのｓｔになり 1 年目。まだわからないことが多く、書けない部分が多くてすいません。当

事者のアンケートも何人か声をかけましたが、「わからない」と協力者いませんでした。すいません。 

· 移動支援に精神障害者が適用でないことが問題と考える。地方でも中心都市は交通機関が 1ｈに 1 本

ながらもあるという点で救われるが、通院ごとにタクシー代で往復￥4,500 円になってしまう様では、生

活難である。こうゆうことから、少なからず、支援センターが無償で送迎する実能がある。しかし、そうし

たニーズがすべて顕在化すれば、大変なことになる。とても対応できない。 
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９．ヒアリング結果 

（１）Ａ－１：地域活動支援センターすみれ 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。 

 

■ヒアリング調査結果                                   

移行前事業 精神障害者地域生活支援センター 

移行後事業 地域活動支援センターⅠ型 

設置運営母体 社会福祉法人 花 

併設事業 指定相談支援事業所 

事業概要 

・すみれは、青森県弘前市にある。前身は、藤代健生病院の事業として、平成 8年

4 月、青森県内で最初にスタートしたその一か所である援護寮で、現在の生活訓

練施設である。センターの事業は、3 か月遅れで併設の地域生活支援事業として

出発した。生活訓練施設の他に、グループホームを 1か所という施設体系でのス

タートだった。 

・平成 10 年、今後の精神医療情勢等を考察した結果、藤代健生病院から分離独立

し、社会福祉法人「花」として再出発した。同年一軒家タイプのグループホーム

を 2か所開設し、また売店を病院内に開設、10 月に社会適応訓練事業所として承

認された。平成 15 年には一軒家タイプのグループホームを一か所開設し、生活

訓練施設、支援センター、グループホーム４か所、売店事業という体制にいたっ

ている。事業を行っていく中で種々の困難があったが、人生の途中で精神の病に

なった多くの人達の力になりたいと考えるものがたくさん集まり支援を行って

きた結果、津軽地区のみならず青森県内をはじめ、学生などの実習先としても高

い評価を得ている。 

〈スタッフ体制〉支援費・補助金合わせて 1,600 万円で 4人のスタッフを雇ってい

る。24時間体制での相談支援を行うことになっているため、夜間はボランティア

的精神で携帯電話を持って対応している。 

 

統括表 Ａ－１ 都道府県 青森県 

事業名 地域活動支援センターすみれ 

都道府県（人口）

市区町村（人口） 

青森県（1,407,000 人） 

弘前市（189,043 人） 

精神科病床数 

（精神科病院数） 

4,715 病床 

（25 病院） 

精神障害者作

業所設置状況

（06 年 3月） 

19 か所 

人口万対病床数 32.8 

精神障害者グ

ループホーム

（入居者数）

（05 年 4月） 

16（74 人） 

精神障害者保健福

祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

7,541 

精神障害者社

会復帰施設設

置状況 

（05 年 4月） 

42 か所 
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次の 3つの形態で 4人を雇っているため、相談支援事業・地域活動支援センター・

基礎的事業指導員と兼務しているスタッフもいる。基礎的事業と、機能強化事業

の指導員は 2名とも精神保健福祉士である。 

〈利用料〉利用料は無料である。ただし、料理教室・イベントなどに行った際の入

場料などは、実費である。 

〈ケアマネジメント〉支援が必要な人対象の支援会議を月 1回行っている。また、

他業種との情報交換なども月 1回行っている。 

〈ネットワーク〉多職種の方との関わりも大切にしているので、行政や、病院関係

者などとの連絡も密に行っている。 

移行経過 

・新体系への移行は、平成 18 年 4 月のグループホームが共同生活援助事業所へ、

10 月には支援センターが相談支援事業所・地域活動支援センターへ、平成 20 年

7 月には生活訓練施設が、地域移行型ホーム・自立訓練(生活訓練)事業所・就労

移行支援事業所として、三つの形態へ移行している。支援センターは、弘前市を

核とした広域 8市町村からの委託事業として行っている。委託費は、相談支援事

業、地域活動支援センター・機能強化事業Ⅰ型合わせて 1,600 万円である。また、

つがる市からも相談支援事業の委託を受けている。認定調査は 2市町から、移動

支援事業も 2市町から委託を受けている。そして、各市町村に設置されている自

立支援協議会の委員は 5市町村から任命され意見を述べさせてもらっている。 

・更に青森県からは、精神障害者退院促進支援事業の委託を受け実施している。 

移行による 

変化 

・以前に比べると、支援センターの役割が明確になってきていると考える。センタ

ーが法人の中核になり、法人内の事業所との調整役を担っている。関係機関から

の相談も、実際の支援が始まればそれぞれの事業所で行うが、最初はセンターが

担う。そのため、利用者の声が集まってくる場所でもあり、発信する場所でもあ

る。施設の設備面として、併設事業からのスタートだった援護寮の定員が 20 名

→10 名に変更され、1 階に地域活動支援の独自の場を平成 20 年 4 月から持つこ

とができた。それまでは入所者中心の活動で、気軽に来れなかった方も来られる

ようになり、安定した活動を行えている。また、利用者同士で絵を描くなども行

っている。 

・支援センターを通して、病院の枠をこえて楽しむということを中心に考え、ソフ

トバレーのチームも結成している。青森県障害者ソフトバレーボール大会で見事

3 位という好成績をおさめている。さらに法人で立ち上げたプロジェクト「地域

に向けた福祉活動～高校から発信する社会福祉～」のひとつとして、県立高校の

看護学科の生徒に課外授業を行い、生徒からも感想が寄せられ、この活動自体が

地元新聞に掲載されたことも大きな成果である。職員にとっても良い刺激であ

り、また、何よりも精神障害者福祉の増進に寄与したものと考えている。 

今後に向けて 

（課題等） 

〈行政との関係〉行政との対立からでは、何も生まれない。行政そのものは、現場

の実情をすぐにわかってくれる方があまりいないため、事例を通して信頼を得て

いくことが大切である。地方自治体の単位でなら、行政も変わってくる。課題を

踏まえて、行政と話をすることが大切になってくる。利用者さんや家族とともに、

その地域でどのような精神障害者福祉を作り上げていくか話し合いを続けるこ

とが重要である。 

調査協力者 

氏名・所属 
地域活動支援センターすみれ 精神保健福祉士 川村和康氏 

調査担当者 
（インタビュアー兼記録者） 

東北文化学園大学学生 
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（２）Ａ－２：地域生活支援センターはたの 

■地域基礎データ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。また、⑥⑦⑩⑪は、横浜市、川崎市を除いた数字である。 

 

■ヒアリング調査結果 

移行前事業 精神障害者地域生活支援センター 

移行後事業 地域活動支援センターⅠ型 

設置運営母体 社会福祉法人 成和会 

事業概要 

移行後に当センターが受託している事業は、①秦野市地域活動支援センター事業業

（Ⅰ型）、②伊勢原市相談支援事業（出向）、二宮町精神障害者支援事業（出向）、

③神奈川県精神障害者退院促進支援事業、指定相談支援事業、以上である。 

＜施設概要＞平成 8年 4月「はたの援護寮」「はたの授産所」開設、平成 11年 4 月

「地域生活支援センターはたの」開設（※精神科病院（150 床）の敷

地内）、デイケア・ナイトケア＆福祉ホームＢ型運営 

＜地域概要＞ 

①秦野市：人口約 17 万人、精神科病院 4か所（約 1,000 床） 精神科クリニック 4

か所、通所系事業所 5 か所、ＧＨ・ＣＨ5 か所、身体障害者施設 1 か所、知的障

害児者施設 8か所、身体・知的障害者地域作業所 5か所。 

②伊勢原市：人口約 9万人、大学病院 1か所、精神科クリニック 3か所、通所系事

業所 3 か所、ＧＨ・ＣＨ1 か所、身体障害者施設 1 か所 知的障害児者施設 4 か

所、難病支援施設 1か所。   

③保健福祉事務所管轄＝秦野市・伊勢原市 

④障害保健福祉圏域＝秦野市・伊勢原市・平塚市・大礒町・二宮町、生活圏域の視

点で見ると小田急線沿線（秦野市・伊勢原市）とＪＲ東海道沿線（＝平塚市・大

礒町・二宮町）とに分かれている。 

移行経過 

・地域の中での取り組みとして、市町村障害福祉課との交渉（交流の側面もあるか

もしれないが）、国や他地域の情報提供やセンターの業務を知ってもらうことを

行った。精神障害者地域生活支援センターは、国と県の補助金で運営していたた 
 

①統括表 Ａ－２ ②都道府県 神奈川県 

③事業名 地域生活支援センターはたの 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

神奈川県（8,800,000 人） 

秦野市（168,317 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

7,350 病床 

（33 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

152 か所 

⑦人口万対病床数 18.9 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

40 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

36,025 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

49 か所 
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め、市町村との予算的な関係は薄いところが多かった。特に秦野市は障害者計画

策定の中で、すでに相談支援体制整備は盛り込まれており、自立支援法施行後に

「ＮＰＯ法人サポートセンターはだの」の設立が準備され、市町村相談支援事業

の一括委託を予定されていた。そこで、どういう形で一緒に取り組めるか、どう

いう形で両立できるかを考えた。計画内容としては、ＮＰＯの取り組みを知る、

当センターの取り組みを伝えるなどを心がけた。利用者の動きとして、当センタ

ー開設当時より、運営委員会に地域の当事者会代表が参加していた。平成 18 年 

保健福祉事務所から当事者会事務局が当センターへ移転、平成 16 年より秦野市

ピアカウンセリング事業実施などである。利用者独自で秦野市障害福祉課へ交

渉、「自分達の生活のためにセンターという空間が必要！」と主張してきた経過

があり、これがフリースペースの継続に繋がっていった。「生産的活動」は、今

までの支援センターの利用効果や存在意味に合わないものであった。「来所人数」

は、存在していること（いつでも行ける安心感）が非常に重要であると考える。

障害特性や実際の利用意味を具体的に伝える必要があり、障害福祉課が主体とな

って、役割分担を確認していった。 

移行による 

変化 

・「移行」という出来事については、まず我々のこころの変化として「驚き→嘆き

→落胆→反省→覚悟→自信」というプロセスに整理される。県支援センター部会、

東京・横浜センター連との協働、→厚生労働省・各議員めぐり・フォーラム開催

などを行ってきた。財政面の変化としては、移行前は国及び県の補助金が約

22,000,000 円（地域生活支援センター及び退院促進支援事業）、移行後は、各市

町村及び退院促進支援事業等(認定調査等) 約 20,000,000 円である。また、ス

タッフ体制としては、人数の変化は今のところ無し（常勤 3 名 非常勤 3 名）。 

ただし、非常勤職員は勤務日数や時間が削減された市内他障害福祉施設との交流

を行ってきている。移行して基本的に提供しているサービスの内容に大きく変化

はない。直接支援のアウトリーチの活動が時間や行けるスタッフが限られ、若干

施設側の事情で対応させてもらっている。訪問や同行の回数も減った。逆に交流

事業や啓発、地域の関係者の会議は回数がかなり増えた。「精神障害者地域生活

支援センター」の時は保健所管轄エリアを中心に対応していたが、移行後は市町

村ごとの会議や障害種別をこえた会議の数が激増した（良い面も多い）。秦野市

ネットワーク会議でのつながり面は、市内相談事業所連絡会を自主開催（有志開

催 事例検討 勉強会）している。   

今後に向けて 

（課題等） 

・今、取り組んでいることは、秦野市では自立支援協議会、相談部会、秦野市ネッ

トワーク（なんでも相談室への出向）、居住サポート事業（20 年度は在り方検討

委員会）、ピアカウンセリング事業である。伊勢原市としては、自立支援協議会  

就労支援部会、生活支援部会、相談支援事業（出向）である。二宮町としては、

精神障害者地域生活支援事業（出向）、自立支援協議会、二宮部会である。 

・これからは、障害種別をこえて、高齢や児童関係との連携、「いわゆる福祉」を

こえて、地域の資源との連携、精神障害の専門性を活かす・伝える役割、「誰も

が普通に暮らす」の実現に向けての動きをしていきたい。地域活動支援センター

としての活動のまま継続できるかが課題と感じている。 

調査協力者 

氏名・所属 
地域生活支援センターはたの 相馬妙子氏 

調査担当者 
（インタビュアー兼記録者） 

加藤房子（あみ 理事） 
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（３）Ａ－３：地域活動支援センター・相談支援事業所かが 

■地域基礎データ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。 

 

■ヒアリング調査結果 

移行前事業 精神障害者地域生活支援センター・小規模通所授産施設 

移行後事業 地域活動支援センターⅠ型・相談支援事業所 

設置運営母体 社会福祉法人 朋友会 

事業概要 

・「地域活動支援センター・相談支援事業所かが」（以下「かが」）は平成 18 年 10

月の障害者自立支援法施行と同時に経過的生活支援センターへ移行し、翌年 4月

に小規模通所授産施設と共に現在の加賀市幸町へ移転、同時に現在の事業体系へ

と移行を完了した。「かが」の母体である朋友会は医療法人長久会から分離した 3

つの社会福祉法人の 1つで、人口 7万人の加賀市内に共同生活援助事業、就労継

続支援Ｂ型、認知症対応型共同生活介護を運営する団体の 1つである。その他に

も三障害で 7つの団体が事業所を運営している。精神保健福祉事業所を運営する

法人内に認知症対応型共同生活介護を持つという珍しい事業所構成のもと、精神

保健と高齢化への対応というネットワークを持っている。それは、医療法人長久

会の医療的側面からの影響が大きい。その他、自立支援法施行後に加賀市へ働き

かけを行い、地域障害福祉のネットワーク作りとして「相談支援事業所連絡会」

を立ち上げるなど地域力の強化を積極的に図っている。 

・「かが」は、移行に際して利用者に大きな変化をもたらせないよう配慮しながら

も、自立支援法移行による運営費の変化への対応を市と話し合いながら事業を進

めてきた。また、移行と同時期に小規模通所授産施設と共に移転を行い、区切り

をつけて、変化のタイミングを作るなどの工夫を行ってきた。具体的には生活支

援センター運営時から行ってきた憩いの場の提供を地域活動支援センターの基

礎的事業（補助金 450 万／年）として市の認定を受け、地域活動支援センターⅠ

型の生産的活動（利用人数により実績払い約 1,000～1,200 万／年）を小規模通

所授産施設の内容をスライドさせて組み込んだ。また、相談支援事業の委託（委

託料 1,500 万／年）を受けることにより、過去持っていた相談場所の機能もその

まま残す形となった。現在、地域活動支援センターの生産的活動の利用は申請制 
 

①統括表 Ａ－３ ②都道府県 石川県 

③事業名 地域活動支援センターかが・相談支援事業所かが 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

石川県（1,170,000 人） 

加賀市（74,982 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

3,889 病床 

（21 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

12 か所 

⑦人口万対病床数 33.1 

⑩精神障害者

グループホー

ム 

31 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

3,431 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

27 か所 
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となっており、加賀市へ申請後、市による意向調査を受け、本人とともに施設で

利用計画を作成する。その計画をもとに市による判定会議が行われ登録となる。

また、市の方針として地域活動支援センターを利用する上でも 1割負担が発生し

ており、自立支援給付と同様に受給者証が発行され記載される上限負担額までの

利用者負担が発生している。他法定事業との併用は 1日のうちでも可能となって

おり、他事業を利用した日は利用料が発生しない憩いの場利用として利用できる

仕組みとなっている。 

移行経過 

・加賀市でも自立支援法施行に伴い、移行が選択の余地のない状況となり、経過的

生活支援センターを経て平成 19 年 4 月から地域活動支援センターと相談支援事

業の事業体系へ移行した。その間、市との直接のやりとりをすることとなり、そ

れまでの県と事務的なやり取りから、「かが」が今までどんな活動をしてきたの

か、これから何をしていきたいかなど、具体的な事業内容に突っ込んだ話し合い

をすることができた。移行するに当たり「かが」としては、それまでの生活支援

センターで行ってきた憩いの場を継続したいと考えており、相談や日中気軽に過

ごす場の提供など利用者が柔軟に利用できる施設を維持したいという希望も、具

体的な話し合いが可能だったことから実現したものだ。しかし、一方で利用料の

1 割負担については覆ることなく施行となり、そのことによる影響はそれまでの

利用者に少なからず影響を及ぼしている。また、他市（他県）の利用の制限があ

り、利用できない方もいた。地域のネットワークづくりも市との係わりができた

ことによる広がりがあり、三障害合同の相談支援事業所連絡会の立ち上げや月に

一度の会合などにも、市との接点が生まれ、移行以前よりも横のつながりは強く

なってきている。 

移行による 

変化 

・障害者自立支援法により、移行するしか選択肢がない中でそれをどうやってチャ

ンスととらえるかがポイントだった。管轄が県から市町村に降りたことで、具体

的な事業内容に関する話し合いができることは 1つの大きな変化である。これに

より自分たちの事業の必要性や、現場の現状を訴える機会が増えたのはチャンス

だと捉え、具体的な事業内容の検討がなされた。また、市を巻き込んだネットワ

ーク作りは法施行後進んだものの 1つであり、相談支援事業所連絡会に次いで現

在は、グループホーム（住まいの場提供事業所）の連絡会の立ち上げも行ったと

ころである。  

・市は現在、地域自立支援協議会の設置も検討しており、その話にも加わることが

できている。地域という視点からこの変化をとらえると大きな進展ができたので

はないか。具体的な事業運営の点では、地域活動支援センターの利用数の集計や

支援内容の記録、運営事務の増加などの影響は大きく、また、移行後のスタッフ

数が以前より 1名少ないこともありスタッフ一人一人の負担は増加している。し

かし、スタッフが明確な役割をもつようになったことと、マネジメントの考え方

が導入されたことで、一人の利用者に様々な職員が関わるようになっている。 

今後に向けて 

（課題等） 

・今後は、距離の近くなった市との話し合いにより、「かが」が地域の中に必要な

存在であることをどう示していくかが重要だと考えている。障害者自立支援法に

左右されるのではなく法律は 1 つのきっかけであり、「かが」にとって何が大切

なのか、利用する方々には何が必要なのかをずらすことなく運営していくことが

課題と考えている。 

調査協力者 

氏名・所属 
石川県加賀市 相談支援事業所 かが 河原康代氏 

調査担当者 
（インタビュアー兼記録者） 

宮坂勇（あみ 理事） 
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（４）Ａ－４：地域活動支援センターふなぶせ 

■地域基礎データ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。 

 

■ヒアリング調査結果 

移行前事業 精神障害者地域生活支援センター 

移行後事業 地域活動支援センターⅠ型＋指定相談支援事業所 

設置運営母体 社会福祉法人 舟伏 

事業概要 

・岐阜市内にある社団法人岐阜病院に隣接している地域活動支援センター「ふなぶ

せ」は、平成 11 年 4 月より援護寮「はばたき」に併設した施設として開設され

た。障害者自立支援法が施行された平成 18 年 10 月より新事業へ移行。平成 20

年 4 月より「収益事業としての限界」「医療は医療（治療）、福祉は福祉（生活支

援）で」等の理由により社会福祉法人格を取得、県庁所在地の岐阜市を中心とし

た 6市 3町の圏域を「ふなぶせ」を含む 3つの支援センターで担当している。市

町村からの委託内容は相談支援事業と地域活動支援センターⅠ型をセットとし

ており、年間の委託料は、相談支援事業 650 万円、地域活動支援センターⅠ型

1,550 万円（従前の地域生活支援センター国庫補助基準額をもとに算出）である。

「ふなぶせ」の登録者数は現在 270 名、1日の利用人数は平均して 20名前後とな

っている。職員体制は常勤職員 3名と援護寮兼任事務職員 1名で運営している。

相談支援事業所としては、日中は来所、電話、訪問による相談支援、夜間は携帯

電話を利用した電話相談窓口を設け、24時間の相談対応を行っている。地域活動

支援センターとしては、365 日利用可能なフリースペース、プログラム活動（レ

クリエーションや利用者間の交流会等）、就労支援（岐阜病院の売店や喫茶店を

譲り受け、運営）を中心に行っている。利用者来所による活動が中心であるが、

その他にも、各支援センター輪番制で圏域の市町村に出向き、庁舎に窓口を設置

しての相談支援や、各市町村で抱えているケースへのスーパーバイズ、精神保健

分野の啓発運動として民生委員研修会での講演、ボランティア育成、各市町村に

おける精神障害者のためのサロンの開催支援、地域住民を対象とした講座の開催 

といった様々な活動を市町村とともに行っている。年間を通して休まず開所して 

 

①統括表 Ａ－４ ②都道府県 岐阜県 

③事業名 地域活動支援センター ふなぶせ 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

岐阜県（2,104,000 人） 

岐阜市（413,367 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

4320 病床 

（20 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

14 か所 

⑦人口万対病床数 20.5 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

10 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

8,939 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

23 か所 
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おり、利用費および相談支援料は無料。活動内容により実費負担（レクレーショ

ンなど材料費が発生する場合）をいただいている。 

移行経過 

・障害者自立支援法施行前から、社会復帰施設専門委員会の中に「地域生活支援セ

ンター連絡会」を設置し、情報収集・交換などを行いながら、県担当課と支援セ

ンターの移行についての協議検討を重ね、従前の地域生活支援センターの機能を

残すためには、相談支援事業と地域活動支援センターⅠ型を合わせての事業運営

が必要との共通認識を得た。また、センターと県との間の協議のみならず、県か

ら市町村の担当部署に対してと、各支援センターから市町村担当部署に対しての

2 段階で会議をもち、調整、協議を繰り返し、支援センターの意義や必要性をプ

レゼンしていった。それらの会議の場は行政と支援センターの相互理解の場とな

り、とりわけ市町村の保健師および担当窓口職員に対して、精神障害の特性をあ

らためて理解してもらえる場となった。その結果、活動性に違いはあれど、10

か所全ての支援センターが移行対象となり、県内 5つの医療福祉圏域毎に圏域内

の市町村が圏域内に所在する支援センターに、相談支援事業+地域活動支援セン

ターⅠ型を合わせて委託されることとなった。委託料についての按分方法につい

ては違いがあるものの県内の全市町村が同様の形式で委託したことにより、県内

の利用者については住所地市町村や圏域をこえて支援センターの利用をしても

お互い様であるというルールのもと、利用者の利用しやすい支援センターの利用

方法が維持された。 

移行による 

変化 

・相談支援やプログラム活動のさらなる充実を図る一方、地域住民や社会に貢献で

きるような支援センターの確立を目指していくために、利用者、行政、地域住民

それぞれに向けて、啓蒙啓発運動を繰り返し行った。また、委託事業となったこ

とにより、各市町村と事業内容を協議する中で、月に 1回のペースで圏域内の市

町村に出向き、出張相談窓口を開設、県保健所がデイケアを閉鎖した時期と重な

ったため、それを引き継ぐ形で各市町村でのグループワーク（サロン）の開催を

支援するなど、積極的に地域に出向き、受託先市町村と関わりあう機会を増やし、

地域における精神保健福祉活動を展開していった。 

・医療、福祉、行政における関係機関と共に活動する機会が増えたことで、各サー

ビス提供者同士の横のつながりが新体系移行後、大きく変化した。以前よりも関

係者による会議が多く行われるるようになり、顔の見えるつながりへと変化した

ためである。これにより、一施設でケースを抱え込むことが減り、多角的に取り

組めるようになり、より身近な地域での事業展開が可能となってきている。中で

も民生委員や行政とのやり取りにおいて以前にも増して相談機会が増えた。精神

疾患だけではなく、地域で困っている方の相談が増加したことからも、利用者層

に変化が見られるようになった。また、横のつながりが強化されたことにより、

各機関に提供できるサービス内容が周知され、今まで利用していなかった方の利

用が増えた。例として、デイケアや訪問看護といった資源のない医療機関が支援

センターのサービスをより利用しやすくなったことがあげられる。その結果、利

用される方にとって医療より少し利用しやすい場所としての認識が広がったの

ではないだろうか。また、相談支援の充実を図ってきたなかで、就労支援のニー

ズが非常に多いということがわかってきた。支援センターの役割としては、就労

前段階にあたる生活面への支援と福祉的就労や利用者の望まれる就労につなげ

る支援の 2 点があげられる。「ふなぶせ」としては、ネットワークの構築や、就

労に関する知識・技術の獲得を目的とした就労支援セミナーを開催し、21 年 4

月からは法人として現在おこなっている売店や喫茶店を利用しての就労訓練の

メニューをさらに充実させ、就労訓練系事業所の立ち上げなど、サービスの幅を

広げる取り組みを考えている。 
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今後に向けて 

（課題等） 

・委託事業となったことで、市町村に直接出向いて対応するサービスや関係機関に

おける会議や地域自立支援協議会への参加等、求められるものが多くなってき

た。現在は援護寮スタッフの協力を得てマンパワー不足を補っているが、サービ

スの質を落とさず、生活のしづらさを感じている方に対し、施設に来てもらうの

ではなく、住み慣れた地域において支援を行うアウトリーチをすすめるために

は、現在の人員配置では困難ではないだろうか。 

・新法に移行しても依然として来所していただくことが前提の支援が中心となって

おり、来所できない方への支援過程が確立していないことも今後の課題である。

その他にも、「支援に結びつかない方、支援の過程から外れていく方」「何がニー

ズかわからない方」「ニーズはあるがサービスがない方」等への支援についても

検討が必要ではないだろうか。また、受託先市町に細かく数値化しての実績報告

をおこなうようになったが、同じ一件の相談支援においても、「困難度」、「関わ

りの度合い」は一つ一つ違いがあり、今後は数字で表れてこないものに対する評

価・重要性についても、考え示していかなければならない。地域の課題としては、

岐阜市に資源、サービスが一極集中してしまっていることがあげられる。一極集

中することで、地域間格差は大きく、同圏域の他市町村在住の利用者に対し、交

通アクセスや費用面等、少なからず不利益が生じているのではないだろうか。新

しい事業を立ち上げる際、法人努力によって拡大していかざるを得ない状況があ

り、大きな法人が医療、福祉すべてを抱え込まなければならないという状態をい

かに改善していき、適正配置がおこなえるかが今後の地域における課題ではない

だろうか。 

調査協力者 

氏名・所属 
ふなぶせ 市川麻紀氏 

調査担当者 
（インタビュアー兼記録者） 

中西慎（医療法人好生会 はまかぜ） 
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（５）Ａ－５：地域活動支援センター陽だまり 

■地域基礎データ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。また、⑥⑦⑩⑪は、大阪市を除いた数字である。 

 

■ヒアリング調査結果                   

移行前事業 精神障害者地域生活支援センター 

移行後事業 地域活動支援センターⅠ型 

設置運営母体 特定非営利活動法人 陽だまりの会 

事業概要 

・ＮＰＯ法人陽だまりの会は、大阪府枚方市内で地域活動支援センターⅠ型、地域

活動支援センターⅡ型、就労継続支援事業Ｂ型 2事業所で 1か所、ケアホーム・

グループホーム 3か所、ヘルパーステーションを展開している。 

・地域活動支援センターⅠ型（以下、地活Ⅰ）と相談支援事業を担う「地域活動支

援センター 陽だまり」は、2006 年 10 月の障害者自立支援法施行と同時に地域

活動支援センターに移行した。地域活動支援センターⅡ型（以下、地活Ⅱ）の「ラ

ンチショップ 陽だまり」の本部は別の場所にあるが、出向という形で、相談支

援事業、地活Ⅰ、地活Ⅱのすべての事業をワンフロアで展開している。地活Ⅱが

ランチサービスの提供やサロン的な役割で地活Ⅰを補っており、移行前の機能を

維持することができている。また、病院に行き、大阪府の地域移行支援事業の対

象にはならない当事者と定期的に面会したり、保健所等がかかわる在宅の当事者

の元へも訪問している。これは、自立支援協議会で地域移行部会ができ、府の地

域移行支援事業としてだけではなく枚方市としても行うべきではないか、という

ことで始まったものであり、当法人を中心に地域の機関で担っている。地域と病

院との間にレールができてきており、良い方向に向かっている。 

移行による 

変化 

・運営財政としては地活部分に 1,200 万円、相談支援事業に 780 万円であり、移行

前と変わらない金額である。枚方市は相談支援事業と地活との場所やスタッフを

分けるようにとは言わないので助かっている。地活と相談支援の中身を分けるこ

とはできない。職員も「この人は相談を聞くだけの人」と分けることはできず、

センターを利用する中で本来言えなかった相談に気づいていくことも多い。利用

者からの利用料はもらっていない。 

①統括表 Ａ－５ ②都道府県 大阪府 

③事業名 地域活動支援センター 陽だまり 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

大阪府（8,812,000 人） 

枚方市（404,044 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

19,656 病床 

（54 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

75 か所 

⑦人口万対病床数 6,188 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

473 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

47,143 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

27 か所 
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・業務は相談支援の割合が大きくなり、780 万円という金額では業務内容と合致し

ていないと感じている。運営金額は移行前と変わらないが、地域生活支援センタ

ーとしてトータルでもらっていた金額が相談支援事業と地活とに分けられた。そ

れに伴い、事業ごとに決算や報告をしなければならず、職員の負担が増えた。事

務量が増えたことでゆとりがなくなり、それが地域や当事者との関係、職員間の

関係に影響している。それと同時に外に出る事業が増えたこともあり、職員がセ

ンター利用者とかかわる時間が減り、利用者との距離を感じるようになった。か

かわりの中から次に繋がる支援になっていくのにそれができていない。そういう

意味では、「移行前と移行後では内容があまり変わらないから良いだろう」とい

うことではなく、内容は発展しており、役割が広がっているので、職員の体制も

見直す必要がある。 

・人材育成についても、数年前は職員の勤続年数に応じて加算がついていたが、そ

れがなくなった。専門職手当、昇給、休業補償はとてもできない。若い職員が多

くなってきており、現在育児休暇を取っているが、この間の人的保障がない。色々

な人生経験をして支援に反映させていくためにも検討を行わなければならない。 

今後に向けて 

（課題等） 

・ケアマネジメントでは、「計画を立ててモニタリングをする」という流れができ

てきている。しかし他の事業を見ると、例えば就労継続支援事業の方では「計画

を立てて見直しをする」というケアマネジメントの考え方がなかなか浸透せず、

形式だけになっている。働く場だけでの計画は作っても、トータルでこの人に何

が必要か、という計画ができていない。 

・ピア活動についても、行政は一律にピアを、というが、以前のように流れの中で

生まれてきたピアサポーターと資格を取ってピアサポーターになった人とでは

違いがあると感じる。ピア活動についても振り返り、精査する必要がある。また、

直接当事者とかかわるだけでなく、地域や行政とのやり取りなどのソーシャルワ

ークを必要とされることが増えてきている。これらの役割分担をしていかなけれ

ばならない。利用者の動向としては、病院訪問に一緒に行ったり、入院中の単身

者に定期的に訪問したりと自分たちにできることをしてくれている人たちもい

るし、就労を希望する人はそれなりの動きをしている一方、特に就労を希望して

いるわけでもないしピアとしての関係を広げていきたいとも思っていない、その

ような層の人たちも見られるようになっている。センターの利用の仕方が変わっ

てきたと感じる。 

・歴史の中で、支援センターに求めるものや在り方が変わってきたという面もある

かもしれない。今までは必要だから作る、と走ってきたが、それが一段落して全

体を見渡す時期にきている。 

調査協力者 

氏名・所属 
地域活動支援センター 陽だまり 代表 河野和永氏 

調査担当者 
（インタビュアー兼記録者） 

溝口愛（ボランティア） 
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（６）Ａ－６：緊急的地域生活支援センターふれあい 

■地域基礎データ                                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。⑥⑦⑩⑪は、広島市の数字であり、それ以外は広島県の数字で

ある。 
 

■ヒアリング調査結果                   

移行前事業 精神障害者地域生活支援センター 

移行後事業 
経過的精神障害者地域生活支援センターを経て精神障害者地域生活支援センター
緊急移行支援事業 

設置運営母体 医療法人 比治山病院 

事業概要 

・広島市は約 116 万人の人口を持つ中国地方最大の都市で政令指定都市である。地

域生活支援センター「ふれあい」のある南区はＪＲ広島駅と広島港を持ち、広島

市の玄関口として栄えている。「ふれあい」は医療法人比治山病院の地域生活支

援センターとして 2001 年に開設された。同法人は地域生活支援センターの他に

もグループホームや生活訓練施設なども有している。 

・「ふれあい」は同法人のクリニック、「メンタルクリニックひじやま」のビルの上

の階にある。職員は常勤が 4名、非常勤 1名。広島市の補助金としての年間 2,000

万円ほどで運営されている。利用者からも月 100 円の利用登録料を徴収している

が、月々の利用者の活動に還元されている。利用者は 1日平均で 20名ほど訪れ、

その他にもセンターに来れない方へも訪問という形で様々な形のサポートを行

っている。「ふれあい」は住宅地、商業地の中にある。開設には地域の反対の声

が多く、理解を得て開設に漕ぎつけるまでには大変な苦労があった。しかし、反

対されながら開設した経緯があったおかげで、今現在では地域との交流に意欲的

であり、盛んである。また、母体である病院と離れた街中に支援センターがつく

れたので利用者の幅も広く、まさに地域に根ざした活動が行われている。 

移行経過 

・「ふれあい」は 2009 年 3 月現在、広島市により、「地域生活支援センター緊急移

行支援事業」という事業形態として位置づけられている。これは「ふれあい」が

能動的に数ある地域生活支援事業の中からこの形態を選んで移行したというよ

り、広島市の事情によるものである。 

・広島市は 2006 年 10 月より、地域生活支援センターを「経過的地域生活支援セン

ター」という位置づけに定めた。これは、移行せずに様子を見るためであるとも 

①統括表 Ａ－６ ②都道府県 広島県 

③事業名 緊急的地域生活支援センターふれあい 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

広島県（2,873,000 人） 

広島市（1,154,391 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

3,000 病床 

（14 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

38 か所 

⑦人口万対病床数 26.0 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

53 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

19,780 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

13 か所 
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考えられるが、「どうせ経過措置があるんだったら先送りにしよう」という広島

市の消極的な姿勢ではないかという周囲の声もある。広島市の実情がどうあれ、

「ふれあい」は 2006 年 10 月より経過的地域生活支援センターとして活動してい

くこととなる。運営費、スタッフの人員配置など、何も変化がないままで、当面

は今までの支援センターとしての形でやっていけることとなった。 

・次に広島市は経過的地域生活支援センターを地域生活支援センター緊急移行支援

事業という位置づけにした。さらに 2 年間の経過措置を行うという決定だ。「ふ

れあい」はやはり地域生活支援センター緊急移行支援事業として依然と変わらぬ

運営費で、以前と変わらぬ活動を行っていくこととなる。そして 2009 年の現在

に至るわけだが、地域生活支援センター緊急移行事業としての経過措置期間であ

る 2年間が、2009 年 3月に終わりを迎えようとしている。4月より「ふれあい」

は広島市の定める地域生活支援事業のどれかに移行していくこととなる。 

・2006 年 10 月から三障害の今後、相談支援事業所に移行していくであろう事業所

と広島市の行政担当者との連絡会議が始まった。しかし、「ふれあい」には研修

等の案内が届かなかったり、書類が届かなかったりとその情報を得ることができ

ない状態であった。「ふれあい」にというより、精神障害の分野の事業所には相

談支援事業所に関する情報はおりて来なかった。精神障害の分野の地域生活支援

センターは相談支援事業所として大きく出遅れたと感じた。現在、実際に相談支

援事業所へ移行しているのは、身体障害、知的障害の施設のみだ。これには行政

の組織の在り方が大きく関係していると思われる。組織の縦割りの問題、つまり

は身体障害、知的障害の 2分野と精神障害の分野では担当する課が違うことによ

って起因していることだと考えられる。身体障害、知的障害の 2分野の担当課は

相談支援事業への移行を行い、精神の担当課は地域活動支援センターⅠ型への移

行を行う。どの程度そこに相談がなされたかは解らないが、ある段階からそのよ

うに決まっていたのではないかと考える。 

移行による 

変化 

・現在、広島市は「ふれあい」に対して地域活動支援センターⅠ型への移行を迫っ

ている。広島市の地域活動支援センターⅠ型は厚生労働省のモデルに示されたも

のとほとんど同じ形と言える。基礎事業と機能強化事業としての相談支援事業を

併せ持つ形だ。基礎事業に対し年間 1,200 万円、機能強化事業に対して年間 600

万円、計 1,800 万円が運営費として支払われる。しかし、地域活動支援センター

Ⅰ型への移行は「ふれあい」が望んだ形でなかった。広島市は他の地域活動支援

事業として相談支援事業をすでに行っているからだ。 

今後に向けて 

（課題等） 

・「ふれあい」は上記の地域活動支援センターⅠ型に包含した形ではなく、並列の

事業として別に相談支援事業を受託したいと望んでいる。それには自分たちが今

まで地域生活支援センターとして蓄積してきたものや機能、役割をより明確にし

たいという思いがある。個人個人の課題を集約し地域にフィードバックし問題提

起していく、今までもやり続けてきたその活動を今後も続けていくにあたり、一

番しっくりくるのはやはり相談支援事業である。また、行政との連携、身体障害、

知的障害などの他領域とのつながりを今後強めていきたいという考えから、地域

自立支援協議会への参加ができる事業体でありたいと思いも強い。ニーズの掘り

起こし、個人、地域のコーディネイトといった今まで積み上げてきたものは地域

自立支援協議会に必要不可欠と考えている。だが広島市の「ふれあい」への移行

の打診はあくまで地域移行支援センターⅠ型である。今現在 2009 年 3 月、来月

からの移行に向けて「相談支援事業」と「地域活動支援センターⅠ型事業」の 2

つの事業の内容が実践として保障されるように、また現行と比べて不足になるで

あろう運営費約200万円を何らかの形で上乗せしてもらえるよう広島市と交渉を

している。 
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・今後、「ふれあい」は地域活動支援センターⅠ型へ移行をしても、相談支援事業

としての位置づけを広島市に求めていくとのことだ。またその一方で、地域活動

支援センターⅠ型の日中活動の場としての役割、居場所としてのあり方も前向き

に検討していこうとしている。 

調査協力者 

氏名・所属 
ふれあい 施設長 原田葉子氏 

調査担当者 
（インタビュアー兼記録者） 

中田新生（あみ 編集委員） 
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（７）Ａ－７：地域活動支援センターはなぞの 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。 

 

■ヒアリング調査結果                   

移行前事業 精神障害者地域生活支援センター 

移行後事業 地域活動支援センターⅠ型 

設置運営母体 医療法人 社団三愛会 

事業概要 

・人口約 11 万人の香川県丸亀市において医療法人社団三愛会の運営する「はなぞ

の」は平成 18年 10 月に生活支援センターから現在の地域活動支援センターⅠ型

と指定相談支援事業へと移行した。 

・丸亀市のある香川県中賛地域には医療機関が多く民間病院が 2か所、県立病院、

総合病院が各 1か所、それにクリニックがある。また、福祉事業所などの関係機

関も多く地域の中に就労継続Ａ型Ｂ型、就労移行支援事業、地域活動支援センタ

ーⅢ型などの自立支援法上の事業所に加え、地域家族会、ボランティアグループ、

当事者グループなどの活動も行われている。はなぞのを運営をしている三愛会も

幅広く事業を行っており、共同生活援助事業や生活訓練施設、自立訓練（生活訓

練）事業、障害者職業・生活支援センターなどの運営を行っている。 

・現在、はなぞのは事業費約 2,200 万／年での運営となっており、これは従前の生

活支援センター時代の運営費とほぼ変わらない額である。しかし、地域活動支援

センターの補助金や指定相談事業所の委託料などは、その算定方法が独特であ

り、毎年交渉がもたれている。そのため、今後も同水準の額が確保できるかどう

かはまだ不透明な状態となっている。 

・運営に目を向けると、総事業費の変わらない中で、地域活動支援センター業務と

指定相談支援業務との区別がなされ、また、生活支援センター時代の活動に加え

内職作業が始まり、登録者以外の相談の受付、アウトリーチ活動の活発化から 4.5

～5 名のスタッフのうち 2 名は、ほぼ外に出ずっぱりの状態となっている。その

ため、利用者との日常的な対話の時間が減っており、以前はスタッフ全員で取り

組めた所内活動も現在は 3名程度で回している状況となっている。 

 

①統括表 Ａ－７ ②都道府県 香川県 

③事業名 地域活動支援センター はなぞの 

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

香川県（1,006,000 人） 

丸亀市（110,085 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

4,078 病床 

（21 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

8 か所 

⑦人口万対病床数 40.3 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

4 か所（人） 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

3,576 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

19 か所 
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・一日の利用者は約 10～15 人である。以前から継続している憩いの場の開放は午

前 6 時から午後 10 時まで行っており、学習会や食事会、就労支援、グループデ

ィスカッション、クラブ活動など、月ごとにプログラムを決めて展開している。

新事業に移行してから始めた内職作業はそのプログラムの一環として始めたが、

意外にも参加者が多く、現在月～金の 10～12 時、13～15 時に行っている。はな

ぞのへの登録には受給者証の発行が必要となっており、利用料も発生している。

利用料は 1回の利用につき 100 円となっており、市町村が地域活動支援センター

の上限を決め、月最大 300 円となっている。また、この利用料は受給者証で定め

られた上限負担額に含まれる形となっているため、個別給付事業との合算とな

る。 

移行経過 

・移行に際し、香川県との全体交渉の場が設定されたため、市町村との細かな交渉

が避けられた。しかし、その中で運営費の算出に関しては課題が今も残っている。

現在は事業所が県下全ての市町村と契約をする形となっており、高松市がそれを

統括して事業所への補助を行っている。補助金の各市町村負担額の算出方法も利

用人数割りか人口割りかなど、市町村により考え方が違う。また来年度は補助金

の出し方が変更されることが決まっており、まだ確実な形ができ上がっていな

い。 

移行による 

変化 

・移行したことにより、アウトリーチ活動が活発化し、訪問、ケース会議、研修な

どが増えた。個別支援を進める上での他分野との協力や連携も進み、相談のケー

スなどを個人単位で見る視点から世帯単位で見る視点への変化がおきている。そ

れによって精神障がいをもつ方の同世帯にいる介護の必要な方へ、支援が繋がる

など、まだ不十分ではありながらもアウトリーチとしての幅が以前に比べ、広が

っている。自立支援協議会も以前から地域の中にあったサービス調整会議がその

まま移行する形で始まっている。自立支援協議会は 2か月に 1度の開催となって

いるが、分野別、テーマ別の部会が開催されており、県が熱心に取り組んでいる。

また、それとは別にＰＳＷの集まりも継続され、退院促進事業の連絡会なども開

催されている。 

今後に向けて 

（課題等） 

・移行の影響による職員の業務量の増加や外部への外出時間の増加などは利用者と

共有する時間が減るという形で影響が出ている。また、夜間電話サービスの中止

や利用料の発生などの変化もおきている。 

・事業を行っていく上で、地域活動支援センターはその時代のニーズに合わせて自

由に様々なことに取り組んで行きたいが、マンパワーは現在の活動を維持してい

く中でも厳しい。相談事業に関しては医療法人でもあるために、病院の治療中断

の相談や他障害などの相談もあり、相談機関としての業務体制がまだ確立してい

ないため、業務の整理が必要な段階である。また、地域の中に相談支援事業所と

して根付いているとは言えず、課題として残っている。 

・加えて、個別支援の充実は今後取り組んでいかなければならない課題としてあげ

られる。そのためにも生活支援員のような個別支援を具体的に行っていけるスタ

ッフが必要である。 

調査協力者 

氏名・所属 
はなぞの 所長 山田智子氏 

調査担当者 
（インタビュアー兼記録者） 

宮坂勇（あみ 理事） 
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（８）Ａ－８：地域活動支援センター熊本きぼう生活支援センター 

■地域基礎データ                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データは、人口と上記地図は e-Stat(政府統計の統計窓口)地域統計概観による。その他のデータは「精神保健福祉

白書 2009 年版」資料（中央法規出版,2008）による。 

 

■ヒアリング調査結果 

移行前事業 精神障害者地域生活支援センター 

移行後事業 地域活動支援センターⅠ型 

設置運営母体 社団法人熊本県精神障害者福祉会連合会 

事業概要 

・現在、人口 70 万人弱の熊本市には三障害合わせて 8 つの地域活動支援センター

Ⅰ型と相談支援事業所がある。その中の 1つとなる熊本きぼう生活支援センター

は社団法人熊本県精神障害者福祉連合会を運営主体とする地域活動支援センタ

ーⅠ型と相談支援事業所である。運営主体の社団法人熊本県精神障害者福祉連合

会は昭和 40 年代熊本市に誕生した家族会が元となり、当初任意団体であった家

族会を法人化するという動きから平成2年に県連家族会の社団法人として運営が

始まった。現在は熊本県下にある地域家族会、病院家族会が所属している。 

・現在の熊本きぼう生活支援センターは地域活動支援センターⅠ型 980 万／年（基

礎的事業 600 万+熊本市の上乗せ 380 万）と相談支援事業 570 万／年での運営と

なっており、移行前の運営費は 2,200 万だったことを考えると、約 70%の運営費

での運営となっている。それにより平成 18年 10 月からは常勤 3名、非常勤 3名

の計 6名だった職員体制を常勤 3名、非常勤 1名の計 4名での運営を余儀なくさ

れている。また、それまでは年中無休（平日：午前 9時～午後 9時まで）で開所

していたが、毎週土曜日閉所し、平日の配所時間（午前 9時～午後 7時まで）の

短縮に加え、日曜、祝日は半日の開所となった。しかし、現在の開所日数になっ

てもマンパワー不足は深刻であり、併設している就労継続Ｂ型支援の事業所から

の人的サポートを受けることも起きている。 

・平成 18 年 10 月に移行するに当たり、従前の地域生活支援センター時代から大切

にしてきた憩いの場の提供の維持を行ってきた。利用者のニーズの 1つには「日

中のんびりと過ごせる場」があると考えた中での選択だった。また、週 2回のプ

ログラム活動（利用者の任意で参加）や昼食の提供なども行っている。センター

を利用するにあたっての利用料は発生しておらず、提供している昼食代（平日 360 

①統括表 Ａ－８ ②都道府県 熊本県 

③事業名 
地域活動支援センター  

熊本きぼう生活支援センター  

④都道府県人口 

⑤市区町村人口 

熊本県（1,828,000 人） 

熊本市（669,603 人） 

⑥精神科病床数

（精神科病院数） 

9,014 病床 

（46 病院） 

⑨精神障害者

作業所設置状

況（06 年 3月） 

13 か所 

⑦人口万対病床数 48.9 

⑩精神障害者

グループホー

ム（05 年 4月） 

24 か所 

⑧精神障害者保健

福祉手帳交付状況

（07 年 3月末） 

9,760 

⑪精神障害者

社会復帰施設

設置状況 

（05 年 4月） 

31 か所 

 

 



 

137 

 

円、日曜、祝日 250 円）とプログラム参加に必要な実費のみの負担となっている。 

移行経過 

・県連家族会の運営する作業所が平成 5年に通所授産施設として認可され、平成 10

年に熊本きぼう生活支援センターの前身である地域生活支援センターが通所授

産施設と同じビルの２階に併設される。地域生活支援センター時代には憩いの場

の提供・フリースペースの提供・相談を中心に活動を続け、それは平成 18 年 10

月の現在の形への移行後も機能のベースとして継続している。同ビル１階にあっ

た通所授産施設も現在は就労継続Ｂ型事業・就労移行支援事業への移行を行って

いる。 

移行による 

変化 

・大きく変わったのは利用者のカウント方法で今までは人数と氏名のみで管理して

いたが、現在は来退所時間の管理、来所理由の管理、住所の明記となっている。 

・地域活動支援センターⅠ型の運営費が現在総額で 980 万となっているが市の上乗

せ部分である 380 万は従前の小規模作業所の補助金額であり、今後この上乗せが

増額されるかどうかは不明である。その中で整備できるマンパワーには限界があ

り、開所時間の短縮や利用者とのかかわりの時間が減っている現状がある。その

中で今後どのように事業展開を図るかが大きな課題である。そのために熊本市内

8 か所のセンター同士の横のつながりを強めていく必要があり、ネットワークづ

くりが進められている。 

・各センター同士が専門分野を持っていることからそれぞれの力を有効活用し、全

体のスキルの底上げを図り、勉強会などを開いている。現在月１度開かれている

事例検討会には市の参加もあり、現場に近い声を直接行政へ届けることができ始

めている。また、市の主催で自立支援協議会も始まり、作業部会が月に 1度開催

されている。 

・市の補助金額増額などの働きかけを行っていく努力も必要だが、そのためにも、

現在の活動で実績を積み上げ、その実績が自治体にも認められるよう活動を行っ

ていく必要がある。 

今後に向けて 

（課題等） 

・障害者自立支援法により三障害の区別なく相談などを受け入れるようになったこ

とで市内の各センターは専門外の相談も受けるようになった。そのため各センタ

ーの特色が出しにくくなっている現状もある。熊本きぼう生活支援センターが大

切にしてきた憩いの場の提供など、本来利用者の持っているニーズを充足してい

けるような事業体系の維持も大切な課題と言える。 

・現在、熊本市は政令指定都市に向けての動きがあり、将来政令指定都市になった

ら何か変わるかとの期待をしている。  

調査協力者 

氏名・所属 
熊本きぼう生活支援センター センター長 芹川幹弘氏 

調査担当者 
（インタビュアー兼記録者） 

宮坂勇（あみ 理事） 
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１０．まとめ 

 

（１）運営環境条件 

アンケートの前半において、現在事業の設置環境や実践条件などの物理環境への問い

を集中させている。多くの答えから「地域活動支援センター・相談支援事業所」のオー

ソドックスな姿が浮かび上がる。それは、両事業が一体的に運営されており、それ以外

の福祉サービスとも同一の場において運営されている姿であった。これは現設置要綱に

よる地域活動支援センターⅠ型が相談支援事業を包摂した実践であることと、旧地域生

活支援センターが“社会復帰施設附置”から始まったことと無縁ではないだろう。旧来

の姿形を踏襲している事業所が多いことがわかる。 

実践の場所として借り物の物件での実施が約１／３となっている。家賃補助の取り組

みが自治体としてまだ弱く、多くの事業所が限られた委託事業費から家賃を工面してい

る。残る２／３の事業所は自前の建物を利用しており、事業費から家賃を工面する必要

はない。ただ、自前の物件を確保する際には、多額の債務を作りながらの確保であろう

ことが推察され、債務返済を鑑みると、設置運営団体の資金的苦労がしのばれる。 

人的条件としてのスタッフの配置は、地活Ⅰ型(相談支援事業と合体)の基準を上回っ

て配置している事業所が大多数である。基準通りの人員配置では実際の対応体制づくり

が図れないという実情が浮かび上がる。ＮＰＯ法人立事業所のスタッフ配置が他の運営

主体よりも高い水準という結果があり、これをどう読み取れば良いのか、思案している。 

 

 

（２）財政事情と業務の範囲 

事業移行以前の補助金額と現状の受託金額を比較すると、大多数の事業所が旧体系の

金額に比べて減少しているとの回答であった。事業の主管が市町村に移り、市町村の事

業への理解、行政的・財政的な力によって事業の委託範囲や委託事業費の算定が決まる。

これにより大きな地域間の格差が進んでいるという、実に恐ろしい事態が浮かび上がる。 

事業費が減少傾向にあるその一方で、「相談支援事業」は三障害対応型の支援実践を求

められ、複数の自治体からの相談事業の受託という新局面と、それに伴う実務のボリュ

ームや煩雑さに追われている。さらに「地域自立支援協議会」の直接的な運営や、会の

中心的役割を担うべく現場の人材を派遣するなど、地域ネットワークの形成に組織とし

て多大なエネルギーを割いている姿が垣間見られる。 

「地域活動支援センター」の業務の新たな要素として、創作的・生産的活動の取り組

があり、従来の運営状況や場としての雰囲気に隔たりが生じている。各事業所が創意工

夫により、要綱に沿う形作りに腐心している姿とともに、旧来の現場ムードに新しい要
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素を馴染ませようとしている努力の姿が浮かび上がる。 

前述の種々の事柄を通じて、全体として事業費は縮小化の傾向を大きく示しつつ、そ

の一方業務範囲や対応内容は大きく増大化し、変化もしている。運営や実践の厳しさは

相当のものである。 

 

 

（３）機能低下 

新制度への移行により実施が難しくなった内容という設問に対して、１／３の事業所

から「訪問・同行（付添）」などのアウトリーチ支援の縮小があげられている。在宅生活

を継続的、安定的に続けるための重要な支援が縮小傾向にあることへの懸念を禁じえな

い。 

また同様に、スピード感ある対応が難しくなったという答えもあり、旧支援センター

の特徴の一つとしてあった「即応性」が損なわれていることも気になるところである。 

さらに「安心・安全の居場所としての場の機能の低下」をあげている事業所もあり、

従来持っていた、くつろぎや安らぎ、癒しの自由空間としてのフリースペース機能が低

下していることは看過できない事態である。 

 

 

（４）地活と相談支援の一体型実践への評価 

地活における「通所の場の提供」と「個別相談支援」はともに大事な支援機能（ツー

ル）であるとの理解を前提に、その一体的運営についての評価ならびに、機能を分離す

ることへの意見を募集したところ、意見を寄せたのは８５の事業所であった。 

そのなかで２８の事業所が明確に現状の一体的な事業展開、支援実践を是としており、

２５の事業所が機能分離し、協働姿勢は保ちつつもそれぞれの事業の独立した発展を求

めている。両論が極めて拮抗している現状があり、今後の議論の進化（深化）を待ちた

い。 
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